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ま え が き

陸上 自衛隊の各契約機関で行われ る入札、見積合わせ等の契約に参加 され る

方は、国の契約事務処理に関して法令等によって細部が定め られてお りますの

で、法令等についてある程度のご理解を持っていただかない と手続に手違いが

生 じた り不測の損害を受けることにもな りかねません。 このようなことがない

よう基本的事項を記述 したのがこの説明書です。

したがって、入札、見積合わせ等の契約に参加 され る方は、ここに記述 され

ている事項は全て承知の上、参加 され るものとして取 り扱いますので、誤 りの

ないように注意 してください。

第1章 資格の審査

1契 約 の相手方 とな る資格

契約 の相手方 となるためには、競争参加資格審査の申請を し、資格審査 を

受けた後、有資格者名簿に登録 された者でなければな りません。ただ し、随

意契約による場合は、当該競争参加資格が必要ない場合 もあ ります。

2競 争参加資格審査 の 申請

(1)申 請 時期

防衛省大 臣官房会計課長 の公示による3年 に1度 の定期審査期 間内に 申

請書 を提 出します。

なお、定期審査期間を経過 した後であっても、随時申請書 を提出す るこ

とはできますが、この場合、 目的の入札に間に合わないことがあ ります。

詳細は、第4号 のイ ンターネ ッ トホームペ ージでの確認をお願い します。

(2)提 出場所

第4号 のイ ンターネ ッ トホームペ ージか らのイ ンターネ ッ トによる提出

又は持参、郵送による場合は、最寄 りの陸上自衛隊の各契約機関を含む国

の契約機関に提出できます。詳細は、第4号 のイ ンターネ ッ トホームペ ー

ジでの確認をお願いします。

(3)申 請書及び添付書類

別紙第1「 主要書類提 出等先一覧表」 の とお りですが、詳細は、第4号

のイ ンターネ ッ トホー ムペー ジでの確認をお願い します。

なお、提出した書類の内容に変更が生 じた際は、変更事項に関す る書類

の提出をお願い します。
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(4)イ ンターネ ッ トホー ムペー ジ

「統一資格審査 申請 ・調達情報検索サイ ト」

https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html

3申 請書記載 内容 に変更 があった ときの連絡

有資格者の通知を受けた後、申請書の記載内容に変更があった ときは、速

やかに前項に準 じて変更届を提出 してください。細部は、前項のインター

ネ ッ トホームページでの確認をお願い します。

4有 資格者名簿へ の記載及 び資格審査の結果の通知

資格審査の結果、有資格者 と認められた申請者は、有資格者名簿に記載 さ

れ るとともに資格審査の結果が 「資格審査結果通知書」により通知(申 請 書

に記載 され た住所 で代表者宛て郵送等)さ れ ます。

5資 格 の有効期 間

資格 の有効期 間は資格決定通知書に記載 された期間です。特別の理由によ

り資格の決定が遅れた場合においては、直前の定期審査以降に資格 を得た者

で引き続き次期の定期審査に係 る 「一般競争(指 名競争)参 加資格審査 申請

書(物 品製造等)」 を提 出 した競争参加 申請者 については、前項に規定す る

資格の有効期間終了後 も新たな資格の決定が行われ るまでは当該資格は有効

とします。

6資 格 の取消 し等

資格 の有効期 間であっても次のような方は資格を取 り消 され ることがあ り

ますので、充分注意 してください。

(1)有 資格者名簿 に記載 され た方 が次 のいずれかに該 当す ると認め られた場

合

ア 当該契約を締結す る能力を有 しない者及び破産者で復権 を得ない者

イ 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載 した者

ウ 組合を直接又は間接に構成す る組合員及び事業者であって、組合が受

注を希望す る品 目に係 る事業 と同一の事業 を行っている者

(2)有 資格者名簿 に記載 され た者 が次 の各号のいずれかに該 当し、有資格者

とす ることが適当でないと認められた場合

ア 契約の履行に当た り、故意に製造 を粗雑に し、又は物品の品質若 しく

は数量に関して不正の行為をした者

イ 公正な競争の執行を妨げた者、又は公正な価格 を害 し若 しくは不正の

利益を受けるために連合 した者

ウ 落札者が契約を結ぶ こと、又は契約者が契約を履行す ることを妨げた

者
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工 検査 、監督又 は原価調査等 の職務執行に際し、これを妨げた者

オ 正当な理由がなく契約を履行 しなかった者

(3)前 各号 の一つ に該 当す る事 実があって、資格を取 り消 されてか ら2年 を

経過 しない者 を契約 に際 し、代理人、使用人 としている場合

7そ の他

有資格者登録 申請 につ いては、各契約機関にお問い合わせ ください。

第2章 公募手続

1公 募手続 とは、装備 品等 の調達要求に先立ち、調達予定品 目の契約希望業

者を公示 して募 り、審査 して契約履行可能業者 を登録す ることです。

2必 要 な資格要件等

(1)予 算決算及び会計令(昭 和22年 勅令第165号)(以 下 「予決令 」 と

い う。)第70条 及び第71条 の規 定に該 当 しない者

(2)競 争参加資格(全 省庁統一資格)に よ り競争参加資格 を有す る者

(3)大 臣官房衛生監 、防衛政策 局長 、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長か ら指

名停止の措置を受けている期間中でない者

(4)そ の他 、製造請負契約 、物 品売 買契約及び役務請負契約等の契約に応 じ

た資格要件細部については、各契約機関に問い合わせてください。

3公 募実施要領

(1)契 約希望募集要項 の公示

ア 時 期

調達予定品 目に基づき、契約希望募集要項を契約年度の前年度の1月

中旬 頃か ら公示 します。 ただ し、新規調達品の場合は、発生の都度、随

時公示 します。

イ 公示場所

各契約機関の掲示板、陸上自衛隊のホームページ等

(2)説 明会 の実施

契約希望募集要項 の内容について説明が必要 と認められ る場合は、説明

会を実施 します。

(3)公 募契約希望 申請書 の提 出

応募す る者は契約希望募集要項に基づき、公募契約希望申請書及び必要

書類を受付期間内に各契約機関に提出 してください。 この際、技術的に必

要な資格要件を審査す るための技術資料の提出が必要な場合があ ります。

また、都合により公募を辞退す る場合は、公募辞退 申請書 を提出 してく

ださい。
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別紙様式第2-1委 任 状(入 札等)

別紙様 式第3-1公 募 契約希望 申請書

別紙様 式第3-2公 募 契約辞退 申請書

(4)公 募契約希望 申請書 の審査

提 出 され た公募契約希望 申請書に基づき審査 します。また、技術審査に

当た り、技術資料に対 しての説明、追加資料の提出及び製造体制等の調査

依頼を受けた場合、対応 していただくこととな ります。

(5)審 査結果 の通知

資格審査及び技術審査の結果、審査合格又は審査不合格の通知 を行いま

す。

(6)疑 義 の 申立て

審査結果 に疑義 があ る場合は、書面をもって説明を求めることができま

す。説明を求める場合、疑義 申立ての書面を審査不合格通知 を受理 した

後、速やかに各契約機関に提出してください(郵 送 可)。 疑義 の 申立てに

対 しては、速や かに書面にて回答 します。

4そ の他

質疑等 の問い合 わせ は、各契約機関で承 ります。

第3章 公告及び競争入札等

1公 告

一般競争 に よる場合 は
、次 に掲げる事項を記載 した公告を、入札期 日の前

日から起算 して少なくとも10日(緊 急 の場合 は5日)前 までに、各契約機

関の掲示板 、陸上 自衛隊のホームページ等に掲示 します。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

2

競争入札に付する事項

競争に参加する者に必要な資格に関する事項

適用する契約条項

説明会及び入札を行 う場所及び日時

入札(契 約)保 証金に関する事項

その他必要な事項

入札説明会

入札説明会は原則 として実施 しません。ただ し、入札に付す る品 目及び規

格が特殊なもの又は契約に関し品 目規格等書面のみでは誤解が生 じやすい場

合、将来にわたって誤解を生 じないようにす ることを 目的として入札前に実

施す る場合 もあ ります。 したがって、入札説明会が実施 され る場合はなるべ

く説明会に出席 して疑問点を解消 し、見解を統一す るよう心掛 けてくださ
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い。 この場合 、説 明会 に参加 しなかったあるいは説明事項を聞き漏 らしたこ

となどによる損害は全て契約を締結 された方々の負担 とな りますので、注意

してください。

3同 等 品で入札 に参加す る場合 について

同等品で入札を行お うとす る場合には、指示 された時期までに同等品判定

依頼書を提出して契約担当官等の承認を得てください。

別紙様式第4同 等 品判 定依頼書

4入 札保証金(納 付免 除の場合 を除 く。)

入札保証金 は、相手方 の見積 もる契約金額の100分 の5以 上の額 を入札

開始 までに納付 してください。保証金は原則 として現金 としますが、現金以

外の場合は事前に調整 してください。落札 した方が契約を結ばないときは、

納付 された入札保証金は国庫に帰属 します。

別紙様式第5-1保 管金提 出書

別紙様式第5-2保 管金受領 書

別紙様式第5-3保 管金振込書、保管金領収証書

別紙様式第6-1保 険証券提 出書

別紙様式第6-2保 険証券受領 証書

別紙様式第7-1保 証事項 に関す る届 出

別紙様式第7-2契 約保 証金等 に関す る委任状

別紙様式第7-3契 約保 証金支払 に関す る連帯保証状

5市 場価格調査 の協力依頼

予 定価格算定のため、契約担当官等から見積資料等の提出依頼があった場

合は、指定 日時までに提出してください。また、輸入品契約においては、海

外製造業者の見積資料(い わゆ るクォーテーシ ョン。 以下同 じ。)の 写 しを

添付 の上 、提 出 して くだ さい。ただし、海外製造業者のクォーテーシ ョンの

写 しが提出できない場合で、第8章 第8項 第3号 ウ、エ、オに該 当す る場合

は、流通業者のクォーテーシ ョンの写 し及びその内容の妥当性 を他の手段に

より証明した資料を添付の上提出 してください。

6入 札等 に当たっての誓約事項

入札者又は随意契約の相手方になろうとす る者(以 下 「入札者等 」 とい

う。)は 、入札書又 は見積書 の提 出に当たっては、暴力団排除に関す る誓約

をしてください。 この際、入札書又は見積書には、別紙様式第8に 示す とお

り誓約事項 を誓約 している旨を記載 してください。

別紙第2暴 力 団排 除 に関す る誓約事項

別紙様式第8入 札 書、見積書

(1)誓 約 を拒否す る場合 の措置
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誓約事項 を拒否す る入札者等 があ るときは、その者を入札に参加 させ

ず、又は随意契約の相手方 としないものとします。

(2)入 札無効等 の措置

入札者等 が誓約 した事項に虚偽があった場合又は誓約に反す る事態が生

じた場合は、当該入札者等が提出した入札書又は見積書は無効 とします。

(3)そ の他

本誓約事項 は、競争 の導入 による公共サービスの改革に関す る法律(平

成18年 法律第51号)に 基づ く場合 の契約 を除き、全 ての契約 を対象 と

しています。

7入 札前提

仕様書 において特 に指 定のない限 り、新品による納入 として入札書 を提出

してください。

8入 札 、開札及び落札者 の決定

(1)入 札者 は、資格審査結果通知書 の写 しを提出し、入札担 当職員の指示に

従って、入札を実施 してください。

別紙様式第8入 札書、見積 書

(2)入 札者 は、次 の事項 を厳守 して所 定の 日時及び場所において入札 してく

ださい。

ア 入札 日時に遅れたときは、原則 として入札に参加す ることはできませ

ん。

イ 入札保証金の納付を指定 した場合には、入札に先立って納付 しないと

入札に参加す ることはできません。

ウ ー旦提出された入札書(郵 便等 で提 出 され た ものを含 む。)の 引換

え、変 更又 は取消 しはできません。

工 代理人が入札に参加す る場合は、委任状 を入札に先立って提出 しなけ

ればな りません。

オ 入札 日以前に入札書を直接提出す る場合は、入札書を封筒に入れて封

入 口及び封筒の継 目を封絨(か ん)し 、その封筒 の表 に氏名(法 人 の場

合 は、その名称又 は商号)及 び 「○月 ○ 日○時○分 開札(件 名 ・入札 書

在 中)」 と朱書 して入札 開始 日の前 日(前 日が休 日又 は休養 日の場合

は、その前 日)17時00分(た だ し、公告等 に よ り特 に示 した場合は

その 日時)ま でに提 出 して くだ さい。

力 郵便(配 達証 明の ものに限 る。)等 に よ り入札書 を提 出す る場合 は、

入札書を封筒に入れて封入 口及び継 目を封絨 し、その封筒の表に氏名

(法人 の場合 は、その名称又 は商 号)及 び 「○月 ○ 日○時○分 開札(件

名 ・入札書在 中)」 と朱書 して、更にそれ を二重封筒 とし、入札開始 日
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の前 日(前 日が休 日又 は休養 日の場合 は、その前 日)17時00分(た

だ し、公告等 に よ り特 に示 した場合はその 日時)ま でに必着す るよ う送

達 して くだ さい。また、送付 した旨契約担当官等まで通知 してくださ

い 。

キ 電報、ファクシミリ、電話その他の方法により入札に参加す ることは

できません。

(3)次 のいずれ かに該 当す る入札 は無効入札 とな りますので、入札前に入札

書記載事項等をよく確認 してください。

ア 入札が民法の規程により無効 とされ るものである場合

イ 有資格者でない者が入札を行った場合

ウ 入札保証金納付額が所定の額に達 しない場合

工 入札書に記名がない場合又は品名、数量金額等が不明の場合若 しくは

入札書に記載 した金額が訂正 されている場合

オ 入札書の金額数字が不鮮明な場合

力 同一の入札について2通 以上 の入札書 を提 出 した場合

キ ニ重代理による入札を行った場合

ク 委任状を持参 しない代理人が入札 を行った場合

ケ その他入札条件に違反 した場合

別紙様式第2-1委 任 状(入 札等)

別紙様式第8入 札 書、見積 書

(4)入 札及 び開札

ア 入札 は、入札箱 に投 函(郵 便入札 を含 む。)す ることに よ り行 いま

す。

イ 開札 は、入札が終了した場合、直ちに入札者の立ち会いのもとに行わ

れます。 この場合において入札担当職員により無効入札の有無等が告げ

られ、次に掲げる措置がとられます。

(ア)次 号アの規 定に よ り落札者 を決 定した場合は、落札者名及びその入

札金額を告げます。

(イ)次 号イ の規 定に よ り最低価格入札者を落札者 としないことについて

調査す る必要がある場合は、最低入札金額を告げたあとに調査の上落

札者を決定す る旨を、落札者を決定 したときは、別途通知す る旨を告

げます。

(ウ)入 札執行 回数 は、原則 として、2回 を限度 と します。

(エ)落 札者 がない場合 には、最低入札金額 を読み上げたあと、再度の入

札を行 う旨を告げ、引き続き入札 を行います。ただ し、郵便等による

入札が含まれている場合は、再度の入札実施時期は公告等の記載時期
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とな ります。

(オ)開 札 時において公表す る情報 は、(ア)か ら(エ)に示す とお りです。

(5)落 札者 の決定

ア 開札 の結果 、予定価格の制限の範囲内で最低(売 払 いの場合 は最 高)

の入札金額 の入札者 を落札者 とします。同価の入札者があったときは、

直ちにくじにより落札者を決定します。 この場合、入札者がくじを引か

ないときは、入札に関係ない職員が代わってくじを引き落札者 を決定 し

ます。

イ 最低価格入札者を落札者 としない場合

予定価格が1千 万円を超 え る工事及 び製造 その他についての請負契約

の場合において、次の各号の一つに該当す る場合は、最低価格の入札金

額であっても落札者 としない場合があ ります。また、該 当す る入札を

行った者は、契約担当官等の行 う調査に協力 しなければな りません。

(ア)予 定価格 に比べ て入札金額 が不 当に低いことにより、その入札金額

では当該契約の内容に適合 した履行がされないおそれがあると認め ら

れ る場合

(イ)最 低価格 の入札者 と契約 を結ぶ ことが公正な取引の秩序を乱す こと

となるおそれがあって、著 しく不適当であると認め られ る場合

(6)入 札 が不調 の場合

入札 を行 って も落札者がないとき、又は再度の入札を行っても落札者が

ないときは、次の各号に掲げるいずれかの措置をとる旨を告げ、当該措置

がとられます。

ア 引き続き入札を実施す る。

イ 最低(売 払 の場合 は最 高)価 格 の入札者 か ら順次 随意契約 の相手方 と

して商議を実施す る。

ウ 再度公告又は指名通知により改めて入札 を実施す る。

(7)落 札者 が契約 を結 ばない場合

落札者 が契約を結ばない場合は、再度公告若 しくは指名通知による入札

を実施す る、又は最低(売 払 の場合 は最 高)価 格 の入札者 か ら順次 随意契

約 の相手方 として商議を実施す ることとな ります。

(8)契 約 を結 ばない落札者 の取扱 い

契約 を結ばない落札者については、納付 した入札保証金は国庫に帰属 し

ます。また、入札保証金の納付を免除 した場合は入札金額に消費税及び地

方消費税に相当す る金額を加えた金額(以 下 「落札金額 」 とい う。)の1

00分 の5に 相 当す る金額 の損害賠償 の請求 をす るほか、指名競争契約の

参加対象等について制限を行 うことがあ ります。
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9指 名競争

(1)指 名競争 は、原則 として 「全省 庁統一一般競争(指 名 競争)参 加 資格者

名 簿(物 品製 造等)」 に登録 された方々か ら指名 し、 「入札通知書」によ

り入札をお願いすることにな ります。指名辞退者は各契約機関へ申し出て

くだ さい。

(2)指 名競争 にお け る入札手続等 は全 て一般競争の場合 と同 じです。

別紙様式第8入 札書、見積 書

10随 意契約

原則 として、一般競争契約 によることとされていますが、公募の結果、要

件を満たす者が1者 の場合又 は契約金額 が少額 その他の理由により随意契約

とす ることがあ ります。

(1)随 意契約 の事務手続等

ア 「見積依頼書」による随意契約

(ア)契 約担 当官等 が送付す る 「見積依頼書」に基づき見積書を提出 して

いただき、これに基づき商議を行います。

別紙様式第8入 札 書、見積書

(イ)仕 様書 において特 に指 定のない限 り、新品による納入 として見積書

を提出してください。

(ウ)同 等 品で見積 りを しよ うとす る場合には、指示 された時期までに同

等品判定依頼書を提出して契約担当官等の承認 を得てください。

別紙様式第4同 等 品判 定依頼書

(エ)見 積書 は、 「見積依頼書」 に示 された提出期限までに必着す るよう

に提出してください。提出期限以降の到着は無効 とな ります。

別紙様式第8入 札 書、見積書

(オ)競 争 に付 して も入札者 がない とき、又は再度の入札に付 しても落札

者がなく随意契約 とす る場合 も上記 と同様です。

イ オープンカウンター方式による随意契約

(ア)オ ープ ンカ ウンター方式 とは、随意契約の見積合わせにおいて、見

積を徴す る相手を特定す ることなく、公表により参加者 を募 り、見積

合わせに参加を希望す る方から見積書の提出を頂き、契約の相手方 を

決定す る方式をいいます。

(イ)オ ープ ンカ ウンターに関す る公表はホームページ、掲示等により行

われます。オープンカウンターに参加を希望 され る方は、 「オープン

カウンター方式による見積 り依頼について」の名称で公表 され る事項

に対 して見積書を提出してください。

(2)1者 随意契約 の協力依頼
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調達 品の特性等 か ら特 定の方 と単独で契約 を締結せ ざるを得ない1者 随

意契約 の場合 、特 に次 の点に留意 して契約の早期か ら円滑な締結に積極的

に協力 してください。

ア 予定価格算定のため、契約担当官等が原価資料等の提出を依頼 した場

合は、必ず指定期限までに原価資料等を提出してください。輸入品等

(邦貨建 て、外貨建 てを問わない。)が 含 まれ る場合 は、区別 で きるよ

うに記載 してください。概算契約等で契約履行後精算す るために必要な

根拠資料 も同様です。

イ 原価等の調査に協力 してください。特に高額契約又は契約回数の多い

企業については、社内就業規定、原価計算規則等価格算定上必要 とす る

資料の提出及び提示をお願いし、価格等の調査をさせていただきます。

(3)特 定 の随意契約 にお け る常続 的公示

ア 特定の調達に係 る契約への新規参入者が存在 しないことの常続的な確

認は、各契約機関の掲示板及び陸上自衛隊のホームページ等において掲

載 しています。掲載内容は特定調達の種類、対象契約一覧表等 となって

います。

イ 新規参入を希望す る場合は、随意契約への新規参入 申込書に必要な書

類を添えて各契約機関まで申し出てください。

別紙様式第9随 意契約 への新規参入 申込書

ウ 新規参入を希望す る者か らの申込みがあ り、当該 申込みを審査 した結

果、当該契約への新規参入者 として適正であると判定 した場合は、当該

判定 した後の最初の締結に当た り、当初の選定相手方 と新規参入者によ

る指名競争入札を行います。

なお、当該 申込みを審査 した結果、当該契約への新規参入者 として不

適正であると判定した場合については、その旨及び不適正の理由につい

て当該 申込者に対 し通知 します。

工 常続的公示についての問合わせは、各契約機関で承 ります。

11契 約 の相手方 の選 定

(1)指 名競争契約又 は随意契約 においては、原則 として全省庁統一一般競争

(指名競争)参 加名簿(物 品製造等)の 中か ら適 当 と思 われ る方 を選 定す

ることとな ります。ただ し、他の条件で示す以外で、正当な理由なく制度

調査を拒んだときは、その後の指名競争契約又は随意契約の相手方 としな

いことがあ ります。各契約機関としては次の基準により選定 します。

ア 工業所有権を有す る者又はその代理店

イ メーカー、又はこの代理店で資産及び信用度が良好であ り、かっ、過

去の契約納入実績が良好な者
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ウ 契約締結及 び納入 につ いて常に積極的であ り、かつ誠意のある者

(2)一 般競争契約 において も、一般競争契約参加資格のほか、前項 を基準と

し、基準を満たさない場合は、競争参加をご遠慮 ください。

12指 名停止等 の基本 的事項

防衛省等 か ら指名停止の措置を受けている期間中の者についての基本的事

項を定めます。

(1)大 臣官房衛生監 、防衛政策 局長 、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長か ら

「装備品等及び役務の調達に係 る指名停止等の要領」に基づ く指名停止の

措置を受けている期間中の者は、各契約機関で実施 され る競争入札に参加

す ることができません。

(2)前 号 に よ り、現 に指名停止 を受 けている者 と資本関係又は人的関係のあ

る者であって、当該者 と同種の物品の売買又は製造若 しくは役務請負につ

いて防衛省 と契約を行お うとす る者は、各契約機関で実施 され る競争入札

に参加す ることができません。

ここでい う 「資本関係又は人的関係にある」場合 とは、次に定める基準

のいずれかに該当す る場合をいいます。

ア 資本関係がある場合

次の(ア)又は(イ)に該 当す る二者 の場合。 ただ し、(ア)については子会

社(会 社法(平 成17年 法律第86号)第2条 第3号 及 び会社法施行規

則(平 成18年 法務省令第12号)第3条 の規 定に よる子会社 をい う。

この章において以下同じ。)又 は(イ)につ いては子会社 の一方 が会社 更

生法(昭 和14年 法律第154号)第2条 第7項 に規 定す る更正会社

(以下 「更正会社」 とい う。)又 は民事再生法(平 成11年 法律第

225号)第2条 第4号 に規 定す る再生 手続(以 下 「再生手続 」 とい

う。)が 存続 中の会社 であ る場合 を除 く。

(ア)親 会社(会 社法第2条 第4号 及 び会社法施行規則第3条 の規 定に よ

る親会社 をい う。以 下同 じ。)と 子会社 の関係 にあ る場合

(イ)親 会社 を同 じくす る子会社 同士の関係にある場合

イ 人的関係にある場合

次の(ア)又は(イ)に該 当す る二者 の場合。 ただ し、(ア)については、更

正会社又 は再生手続存続中の会社である場合は除く。

(ア)一 方 の会社 の役員(常 勤又 は非 常勤 の取締役 、会計参与、監査役、

執行役員、理事、監事その他 これ らに準ず る者 をいい、社外役員は除

く。以下の号において同 じ。)が 、他方 の会社 の役員 を現 に兼 ねてい

る場合

(イ)一 方 の会社 の役員 が、他方 の会社の会社更正法第67条 第1項 又 は
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民事再生法第64条 第2項 の規 定に よ り選任 され た管財人を現に兼ね

ている場合

ウ ア又はイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性

のある一方の会社による落札が他方の会社に係 る指名停止等の措置の効

果を事実上減殺す るなど、ア又はイに掲げる場合 と同視 し得 る資本関係

又は人的関係があると認め られ る場合

(3)現 に指名停止 を受 けてい る者 に対す る再委託(再 委託 の届 出に よるもの

を除 く。)に つ いては、認 めない もの とします。ただ し、真にやむを得な

い事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官が認めた場合

には、この限 りではあ りません。

第4章 契約の締結等

1契 約 の確 定時期

契約 は前述 の とお り原則 として予定価格の制限の範囲内において最低(売

払 いの場合 は最高)の 価格 で入札(見 積)さ れ た方 と締結す るこ ととな りま

す。そして、契約の確定時期は双方が契約書に記名押印した時とな ります。

2契 約書 の作成

(1)落 札者 は、契約担 当官等 か ら交付 された契約書案に記名押印 し、落札決

定の翌 日から起算 して7日 以 内(行 政機 関の休 日に関す る法律(昭 和63

年法律第91号)第1条 第1項 各号 に規 定す る行政機 関の休 日を含まな

い。)に 、 これ を契約担 当官等 に提 出 しなければな りません。

なお、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長す ること

ができます。また、落札者がこの契約書案を提出 しないときは、契約を結

ばない落札者 として、納付 した入札保証金は国庫に帰属 し、入札保証金の

納付を免除した場合は、落札金額の100分 の5に 相 当す る金額 の損 害賠

償 の請求 を行います。加 えて、競争契約の参加対象等について制限を行 う

ことがあ ります。

(2)基 本 的には全 ての契約 につ いて、契約書の作成をお願い します。

ア 契約書は次に掲げるとお りとし、その部数は2部 とな ります。 ただ

し、構成書類 については、双方の協議で変更す ることも可能 とします。

(ア)契 約書表紙

(イ)契 約条項

契約条項 は基本契約条項、特約条項及び特別条項があ ります。

(ウ)委 任状

(エ)仕 様書等
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(オ)そ の他必要な書類

イ 作成要領

所定欄に記名押印をお願いします。この際、1部 については印紙税法

(昭和42年 法律第23号)に 定める印紙を貼 り付け、印章又は署名に

より印紙を消すようお願いします。

(3)契 約書作成時、次の特約条項は、各条件に該当した場合、必ず契約書に

付すこととなります。

ア 全契約に付すもの

(ア)談 合等の不正行為に関する特約条項

(イ)暴 力団排除に関する特約条項

イ 原価計算方式によって予定価格を算定している場合

資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項

ウ 原価監査を実施する契約の場合

原価監査付契約に関する特約条項

工 輸入品等に関する契約の場合

輸入品等に関する契約に係る資料の信頼性確保及び輸入調達調査の実

施に関する特約条項

3標 準契約書等

契約書は、契約の内容によって必ず しも同一ではありませんが、取り扱 う

契約のほとんどに適用し得る 「標準契約書」を作成 し事務の簡素化を図って

います。特に契約の内容が特殊なもの以外は標準契約書を使用 していただき

ます。標準契約書は事務室等に備え付けてあります。また、電子データが陸

上自衛隊のホームページに掲載されています。

4契 約保証金

公告又は入札通知書若 しくは見積依頼通知書により契約保証金の納付を免

除している場合を除き、契約相手方は落札又は商議成立後速やかに契約保証

金を納付してください。契約保証金の額は契約金額の100分 の10以 上

で、原則として現金としますが現金以外の場合は事前に調整 してください。

契約上の義務を履行されないときは、納付された保証金はお返 ししません。

別紙様式第5-1保 管金提出書

別紙様式第5-2保 管金受領書

別紙様式第5-3保 管金振込書、保管金領収証書

別紙様式第6-1保 険証券提出書

別紙様式第6-2保 険証券受領証書

別紙様式第7-1保 証事項に関する届出

別紙様式第7-2契 約保証金等に関する委任状
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別紙様式第7-3契 約保 証金支払 に関す る連帯保証状

5前 金払

前金払 があ る場合 には、必要な書類を添付 して、支払を受 けようとす る日

の50日 前 までに提 出 して くだ さい。

別紙様式第10-1前 金払 申請書

別紙様式第10-2前 金払担保 提 出書

別紙様式第10-3前 金払担保 提供免 除申請書

別紙様式第10-4前 金払使 途 明細書

別紙様式第10-5前 金払担保 受領書

6部 分払

(1)部 分払 を希望す る場合 には、協議 の上、契約書作成以前に部分払適用 申

請書を提出して契約担当官等の承認を得て、部分払に関す る特約条項を付

す ものとします。

(2)部 分払 に応ず る契約金額 は、原則 として1千5百 万円以上の契約 と しま

す。 ただ し、1千5百 万円未満 の場合 で特別 な理 由がある場合には、契約

担当官等に申し出てください。

(3)部 分払 は、分割 して納入す ることとなっている場合 とします。

(4)概 算契約 にお け る部分払 の割合 は、納入既済部分の80パ ーセ ン トを限

度 とします。 ただ し、請求金額が履行完了部分の80パ ーセ ン ト以内であ

ることの確認 を行います。

(5)部 分払 の回数 は、契約 内容 を勘案 し定めます。

別紙様式第11部 分払 適用 申請書

第5章 契約の履行

1債 権の譲渡

契約の相手方が契約履行完了後に防衛省に対 して有する債権及び製造請負

契約、試作研究請負契約、研究委託契約又は役務請負契約に関して、当該契

約の履行完了前であって防衛省との問で成立している債権として企業会計上

適切に計上された債権に関し、契約の相手方からの当該債権の譲渡に関する

申請及び承認の手続に関しては次の事項を確認 してください。

(1)譲 渡の対象となる債権の範囲

この要領における譲渡の承認の対象となる債権の範囲は、次の各区分に

従い各号に定めるところによります。

ア 契約履行完了後の債権(以 下 「短期債権」という。)

契約の相手方が取得する確定債権金額5千 万円以上の債権のうち、契
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約担 当官等又 はその補助者 が受領検査調書の交付 をしているものであっ

て、代金の支払が行われていないもの

イ 契約履行完了前の債権(以 下 「長期債権 」 とい う。)

次 の各号 に該 当す る債権

(ア)契 約担 当官等 が締結 した1件1億 円以上であって、契約期 間が2以

上 の会計年度 にわた る製造請負契約、試作研究請負契約、研究委託契

約又は役務請負契約(た だ し、継続 して調達 を行 っている同一装備品

又は同一 目的の研究にあっては、履行中の契約 を合算 した額が1億 円

以上 とな るものを含む。)に よるもの

(イ)工 事進行基準(企 業会計原則 に基づ く基準 をい う。以下同 じ。)に

よ り、契約相手方 の企業会計上の資産 として計上されている債権の額

(消費税及 び地方消費税 を除 く。)で あって、会計 監査人 の承認 を得

ているもの

(ウ)(イ)に 規 定す る承認 を得 てい る債権 の額から既前払金額、既部分払

額(こ れ らの額 の うち債権 の譲渡先へ引き渡 されたことが確認できる

額を除く。)及 び既譲渡債権額 を控 除 した額 を超 えないもの

(2)債 権譲渡 の条件等

ア 債権 の譲渡 は、個別の契約の債権 ごとに申請及び譲渡す ることとし、

個別の契約の債権を複数 とりまとめて一括 した債権の譲渡 を行わない。

イ 債権譲受人は、債権譲渡先の要件に合致す る会社 とし、次のいずれか

に該当す る会社 とします。

(ア)信 用力 の高い適格機 関投資家(金 融 商品取 引法第2条 に規 定す る定

義 に関す る内閣府令(平 成5年 大蔵省令第14号)第10条 の適格機

関投資家 をい う。以 下同 じ。)又 はその子会社(財 務諸表等 の用語 、

様式及び作成方法に関す る規則(昭 和38年 大蔵省令第59号)第8

条第3項 の子会社 をい う。以 下同 じ。)若 しくは関連会社(財 務諸表

等 の用語 、様式及 び作成方法に関す る規則第8条 第4項 の関連会社 を

い う。以 下同 じ。)で 次 に該 当す る会社

a資 本 の額 が5億 円以 上又 は最終 の貸借対 照表 の負債の部に計上 し

た金額の合計額が200億 円以上であ る会社 で、会計監査人の監査

を受けている会社

b格 付機 関に よ りAラ ンク以 上(短 期債務格付 の場合 はAラ ンク相

当以上)の 格付 を受 けてい る会社

(イ)適 格機 関投資家 の子会社又 は関連会社(前 号(ア)の会社 に 当た らな

い場合 に限 る。)で 、次 に該 当す る会社又 は特別 目的会社(財 務諸表

等 の用語 、様式及 び作成方法に関す る規則第8条 第7項 の特別 目的会
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社 で、資産 の流動化 に関す る法律(平 成10年 法律第105号)第2

条第3項 に規 定 され る特 定 目的会社及 び事業内容の変更が制限されて

いるこれ と同様の事業を営む事業体をい う。以下同 じ。)で 、次 のa

に該 当す る会社

aイ(ア)の 適格機 関投資家 との問で業務契約を締結 して債権の流動

化の業務を極めて緊密に提携 して実施 していることが確認 され、流

動性の補完等を内容 とす る契約 を締結 している会社

b格 付機 関に よ りAラ ンク以 上(短 期債務格付 の場合 はAラ ンク相

当以上)の 格付 を受 けてい る会社

ウ 債権 の譲渡の承認によって、譲渡債権に係 る契約の契約条項(当 該条

項 に よる変更契約 に係 るものを!含む。)に 基づ く契約担 当官等 の契約相

手方に対す る権利及び契約相手方に対 し有す る抗弁権に一切影響 を及ぼ

さないように してください。また、特約条項を!含めた契約条項 上の契約

相手方 の責任が一切軽減 され るものではあ りませんのでご注意 くださ

い 。

工 契約の相手方及び債権譲受人は、債権の譲渡に係る承認申請の要件及

び契約担当官等による承認の諸条件に合意 して債権を譲渡及び譲受する

こととし、契約担当官等に対して譲渡対象債権に係る契約の契約条項以

外の責任を求めないようにしてください。

オ 契約の相手方及び債権譲受人は、譲渡の対象となる債権を担保として

証券等を発行する場合には、譲渡の対象となる債権の内容について証券

等販売相手方及び流動性補完契約等の相手方に周知させるよう努めてく

ださい(長 期債権)。

(3)短 期債権の譲渡に係る承認手続

ア 申請等の提出等

短期債権の譲渡について承認を受ける場合には、短期債権譲渡承認申

請書に必要な書類を添付して提出し、承認を受けてください。

別紙様式第12-1短 期債権譲渡承認申請書

別紙様式第12-2短 期債権譲渡申請添付書類

別紙様式第12-3短 期債権譲渡先に関する質問及び回答

別紙様式第12-4短 期譲渡対象債権の特定に関する確認書

イ 審査及び決定

当該短期債権譲渡承認申請書を受理した場合には、申請内容が承認に

必要な要件を満たしているものか、債権の譲渡を行っても契約の履行に

支障がないものか、紛争を未然に防止する措置が講じられているものか

否かについて審査を行います。
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別紙様式第12-5短 期債権譲渡確認事項

ウ 審査後の措置

イの規定により債権の譲渡の承認を決定した場合には、速やかに契約

の相手方に通知します。ただし、債権の譲渡の承認を否とするときは、

その理由について契約の相手方に申請書等を受理 した日からおおむね1

週間以内に通知します。当該期間以内に通知できない場合は、その旨を

契約の相手方に通知 します。

別紙様式第12-6短 期債権譲渡承認書

(4)長 期債権の譲渡に係る承認手続

ア 申請書の提出等

長期債権の譲渡について承認を受ける場合には、長期債権譲渡承認申

請書に必要な書類を添付して提出し、承認を受けてください。

別紙様式第12-7長 期債権譲渡承認申請書

別紙様式第12-8長 期債権譲渡申請添付書類

別紙様式第12-9長 期債権譲渡先に関する質問及び回答

別紙様式第12-10長 期譲渡対象債権の特定に関する確認書

別紙様式第12-11譲 渡対象債権の特定に係る同意書

イ 審査及び決定

当該長期債権譲渡申請書を受理 した場合には、申請内容が承認に必要

な要件を満たしているものか、債権の譲渡を行っても契約の履行に支障

がないものか、紛争を未然に防止する措置が講 じられているものか否か

について審査を行います。

別紙様式第12-12長 期債権譲渡確認事項

ウ 審査後の措置

イの規定により債権の譲渡の承認を決定した場合には、速やかに契約

の相手方に通知します。ただし、債権の譲渡の承認を否とするときは、

その理由について契約の相手方に申請書等を受理 した日からおおむね1

週間以内に通知します。当該期間以内に通知できない場合は、その旨を

契約の相手方に通知 します。

別紙様式第12-13長 期債権譲渡承認書

2契 約に関する変更

(1)契 約に関し変更を必要とする場合は、変更契約書を作成 してください。

(2)契 約の相手方は、次のア～オに掲げる事項を変更する場合には、契約の

変更の手続きを要しませんが、契約に関する変更届(別 紙様式第40)を

契約担当官等に提出してください。

ア 相手方が法人である場合における当該法人の代表者又は代表者の役職



・

名

イ 受任者(代 理人)又 は受任者(代 理人)の 役職名

ウ 相手方 の住所又 は所在地

工 相手方の使用印鑑

オ 相手方の商号(法 人格 を変 更す るものを除 く。)

別紙様 式第40契 約 に関す る変更届

3担 保物件 の設定

抵 当権 、質権 その他の担保物件(以 下 「担保物件 」 とい う。)の 設 定が契

約書 に よ り禁止 され ている場合のほか、契約物品について担保物件 を設定 し

ようとす るときは、あらかじめ次の事項 を明 らかに した書類 を契約担当官等

に提出し、承認を受けてください。

(1)

(2)

(3)

担保物件の設定を必要とする理由

設定しようとする担保物件の種類、内容及び範囲並びに担保権者の名称

その他必要と認める事項

別紙様式第13担 保設定承諾依頼書

4担 保物件 を設定 した場合 の提 出書類

上記の規定により契約担当官等の承認 を受けて担保物件を設定 した場合に

は、速やかに次の書類を提出してください。

(1)担 保物件 の種類 、内容 、範 囲等 を証す る書類

ア 履歴事項全部証明書

イ 契約保証金等に関す る委任状

ウ 契約一覧表

別紙様式第7-2契 約保 証金等 に関す る委任状

別紙様式第14契 約 一覧表

(2)そ の他必要 と して求 め られ た書類

5納 入計画書

締結 され た契約 につ いて、契約書に基づき契約担当官等か ら納入計画書

(工程表 を含む。)の 提 出を求 め られ た ときは速や かに作成 し提出 してくだ

さい。

別紙様式第15(製 造 ・役 務 ・売買)納 入計画書 の提 出につ いて

6再 委託 の 申請

(1)契 約書又 は仕様書等 において、特別に定めたほか、契約物品の全部又は

主要部分の製造、組立、改造、改修又は修理等(以 下 「製造等 」 とい

う。)を 第三者 に請 け負 わせ よ うとす る場合は、再委託承認 申請書を契約

担当官等に提出 し承認を受けてください。

なお、秘密に関わるものについては、再委託の承認 申請に際 し誓約書を
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添付 し提 出 して くだ さい。

別紙様式第16-1再 委託承認 申請(届 出)書(承 認 書)

別紙様式第16-2秘 密 に関わ る再委託 につ いて(申 請)

別紙様式第16-3誓 約書

(2)契 約物 品の主要部分

前号 に示 した契約物品の主要部分 とは、次に掲げるものをいいます。

ア 契約物品の特定物品に係 る製造等に必要な技術又は生産設備 を有 して

いることが、随意契約の相手方又は指名競争の参加者に選定 した理由と

なっている場合の当該特定部分

イ アに規定す る特定部分以外の部分についての技術又は生産設備 を有 し

ていない場合において、契約担当官等が契約の履行を確保す るため特に

承認を必要 と認める場合の当該部分

ウ ア、イの場合のほか、契約担当官等が特に必要と認める場合の当該部

分

(3)再 委託 申請書 の省略

当該年度 に同種契約物品の契約実績があ り、再委託承認 を受 けている場

合で、同 じ中小受託事業者を使用す る契約については、再委託 申請 を省略

す ることができるものとし、その場合は、承認を受 けた再委託承認書の写

しを提出 してください。

7再 委託 の届 出

契約物 品の主要部分 でない部分の製造等を第三者に請け負わせ る場合は、

再委託届出書を契約担当官等に提出してください。契約物品の主要部分でな

い部分 とは、前項第2号 の場合 を除き監督又 は検査 を行 うことと定められて

いる部分をいいます。

別紙様式第16-1再 委託承認 申請(届 出)書(承 認 書)

別紙様式第16-2秘 密 に関わる再委託 につ いて(申 請)

別紙様式第16-3誓 約 書

8代 理人 の届 出

(1)契 約 の履行 に関す る事務 の全部又 は一部を行わせ るため代理人 を選任す

る場合は、次の事項を明らかにした書類を契約担当官等に提出 してくださ

い 。

ア 代理人の名称

イ 代理人の行 う事務の範囲

ウ その他必要な事項

別紙様式第2-1委 任状(入 札等)

別紙様式第2-2委 任状
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別紙様式第14契 約 一覧表

別紙様式第17競 争 参加 資格等 に関す る届 出書

別紙様式第18銀 行 振込依頼書

別紙様式第19コ ンプ ライア ンス要求事項確認書

(2)前1号 でい う代理人 とは、当該契約 の履行に関 し、契約担 当官等に対 し

てなすべき行為 として定められている協議、承認の申請、届出等の事務の

全部又は一部を契約相手方に代わって行 う者 をいいます。

9作 業員名簿

仕様書等 に よって、作業員名簿又は技術者(派 遣員)名 簿 を提 出 しよ うと

す る場合 は、次に掲げる手続に従ってください。

(1)作 成及 び提 出要領

仕様書等 の定 め書 き及びその他の提出要領に従ってください。

(2)提 出時期

特 に指示 した場合及 び特別な理由がある場合を除き、契約締結後速やか

に提出してください。

別紙様式第20作 業員名 簿

別紙様式第21技 術者(派 遣員)名 簿

10仕 様書等 の疑義

仕様書等 につ いて疑義が生 じた場合には、説明を求めてください。 この場

合、当該説明が文書においてなされ るよう要求す るときは、速やかに、当該

事項を明らかにした書類を契約担当官等に提出 し、疑義の申し出を してくだ

さい。 この場合において当該疑義が製造等に重大な影響を及ぼす と認め られ

るときは協議の上、製造等を中止す る場合があ ります。

別紙様式第22伺 い書

11承 認用 図面等

契約条項又 は仕様書 に より、承認を受 けるため、図面、見本又は図書(以

下 「承認用 図面等 」 とい う。)を 提 出 しよ うとす る場合 は、次 に掲げる手続

に従ってください。

(1)作 成及 び提 出要領

仕様書 の定 め書 き及びその他の提出要領に従ってください。

(2)提 出時期

特 に指示 した場合及 び特別な理由がある場合を除き、契約締結後速やか

に提出してください。

(3)留 意事項

承認用 図面等 に係 る承認 は、仕様書で要求 した事項を変更す るものでは

あ りません。 したがいまして、仕様書に反す るものは認め られません。
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別紙様式第23承 認願 書(承 認書)

12要 役務箇所 の届 出

役務(修 理 、改造 、改修 、整備 、組 立等をい う。以下同 じ。)請 負契約 に

お いて、契約書及 び仕様書等に定める役務箇所以外について役務を行 うべき

箇所がある場合には、書面をもって届け出てください。 この場合、当該役務

に係 る見積書を提出してください。

13役 務対象物 品の引き渡 し又 は官給 品等の支給及び貸付等

(1)契 約書及び仕様書 の定め るところに従い役務の対象 となる物品(以 下

「役務対象物 品」 とい う。)の 引き渡 し又 は官給 品及 び貸付 品(以 下 「官

給 品等」 とい う。)の 支給及 び貸付 を受 け よ うとす る場合は、契約担当官

等に申し出て、これに関す る指示を受 けてください。

(2)契 約書及び仕様書 に定め られ ていないが、官給又は借受の請求ができる

と契約条項等で定められている場合は、申し出を して官給品等を受領 して

ください。

別紙様式第24官 給 申請書(官 給 回答書)

別紙様式第25借 受 申請書(借 受 回答書)

別紙様式第26受 領 書

(3)当 該契約 にお いて役務対象物 品又 は官給品等に関 し、損害保険を付す こ

とが条件 となっている場合、必要な手続を実施 してください。

(4)部 隊又 は機 関の物 品管理官 か ら役務対象物品又は官給品等 を受 けた とき

は、これ と引換えに受領書を物品管理官に提出してください。

(5)出 納及 び保管

ア 役務対象物 品又 は官給品等の引き渡 しを受けたときは、これ を善良な

る管理者の注意をもって保管 してください。 この場合において、出納及

び保管の帳簿を備え、常にその状況 を明 らかに しておいてください。

イ 役務対象物品又は官給品等の引き渡 しを受けたときは、当該契約の 目

的以外に使用又は利用す ることはできません。ただし承認 を得た場合に

はこの限 りではあ りません。

(6)返 還

ア 次 のいずれ かに該 当す るときは速やかに物品管理官に返還 してくださ

い 。

(ア)役 務対象物 品か ら取 り外 し等 の結果余剰物品が生 じたとき。

(イ)契 約履行 中に官給 品等 の全部又 は一部が不用になったとき。

(ウ)貸 付 品の貸付期 限が到来 した とき。

イ アのいずれかに該当し当該物品を返還 しようとす るときは、返品書 ・

材料使用明細書を作成の上、当該返還品に係 る返品書 ・材料使用明細書
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に物品管理官の確認を受けた後、契約担当官等に写しを提出してくださ

い 。

ウ ア及びイの規定にかかわ らず航空機等の契約に係 るもので契約担当官

等に提出す る材料使用明細書については、確認済みで契約相手方作成の

電計処理帳票で足 ります。

別紙様式第27返 品書 ・材 料使 用 明細書

(7)著 作権等 の処理

著作権 、工業所有権等をめぐる紛争が起きた場合は、陸上自衛隊では責

任を負わないこととしています。

14監 督及び検査 の手続

(1)契 約条項 の定 め るところに従 い、監督(中 小受託事業者 に係 る監督 を含

む。)を 受 け よ うとす る場合 には、特 に示す場合を除き、製造等の契約に

着手す る前に、監督 申請書を提出してください。

別紙様式第28完 成検 査(監 督)申 請書(完 成検査(監 督)指 令 書)

(2)提 出期 日は、原則 と して監督及び完成検査 を行 う場合にあっては、監督

申請書 と同時とします。また、完成検査のみを行 う場合にあっては、完成

検査希望 日の15日 前 までに提 出 して くだ さい。

(3)監 督及 び検査 の実施

ア 監 督

契約 の履行途中において履行の立会い、工程管理など契約相手方に対

して指示等を行い、契約の 目的が実現 され るよう処理す る行為 を監督 と

いい、これを実施す るため、契約担当官等の補助者 として監督官が置か

れています。監督官は原則 として工事、製造その他の請負契約について

義務づけられてお りますが、請負以外の契約でも必要に応 じて行 うこと

があ ります。また、常時継続的に行われ る契約等については、監督官を

契約相手方の工場、事業所等に常駐 させ る場合 と、必要の都度、ある期

間内で技術、原価上の調査監督を行 う場合があ りますが、具体的には契

約時において明らかにします。

イ 検 査

契約を履行 し契約物品を納入す るときに品質、数量等 を確認す る行為

を検査 といい、これを実施す るため監督官 と同様、契約担当官等の補助

者 として検査官が置かれています。

(ア)部 分検査

検査 は通 常契約 の全部 が履行 されたときに行 うことになっています

が、部分払の特約がある場合は既済部分についての検査 を実施 しま

す。
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(イ)検 査 の時期

検査 は契約 の給付完 了の届出を受理 した 日か ら、工事については

14日 以 内、その他 の給付 につ いては10日 以内の 日に行 うことにな

っています。検査が契約相手方の工場等で実施す ることとなっている

場合は、検査実施希望 日の15日 前 までに完成検査 申請書(監 督 を伴

う完成検査 を除 く。)を 提 出 していただ くことになっていますので、

納期等 との関係を考慮 して早期に完成検査 申請書を提出 してくださ

い 。

別紙様式第28完 成検 査(監 督)申 請書(完 成検査(監 督)指 令

書)

(ウ)受 検準備

検査 を契約相手方 の工場等で行 うかどうかは、契約の内容に応 じて

それぞれ検査官から示 しますが、通常は次のようなものが立会検査 を

必要 とす るものです。

a

b

C

d

e

f

仕様書等で検査場所が部隊外と定められているもの

物品の性質により試験を必要とするもの

納地が、各契約機関以外の場合

修理契約の場合

内蔵部分を有する物品で完成後は分解不能のもの

その他特に必要なもの

契約締結後速やかに検査官 と調整 し、検査場所等の指示 を受 けてく

ださい。

検査を工場等で行 うときは、通常次の準備が必要です。

(a)検 査設備 、機器等(検 定合格 品)

(b)検 査 の立会

(c)検 査物 品の展 開及 び収納

(d)仕 様書及び 図面

(e)試 験デ ータ

検査 に合格 した ときは、合格事項につき検査官が発行す る完成検査

合格証を受領 し、次の検査(納 入 時等)の ときに これ を提 出 して くだ

さい。

別紙様式第29完 成検 査合格証

(エ)検 査及び納入

契約物 品の納入 時における検査(以 下 「受領検査 」 とい う。)は 、

通 常納入 時において実施 しますが、その内容は工場等において品質検

査を行ったものを除き、品質及び数量の確認です。 したがって、納入
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に際 し次 の点に留意 して くだ さい。

a納 入 は契約物 品に納 品書 を添付 して物品管理官に届 け出、これ を

受理 されたときが納入の 日とな ります。納品書は1部 提 出です。

なお 、納 品書 は、陸自所定の様式若 しくは契約相手方所定の様式

のいずれを使用す ることも可能です。

b納 品書 は明確 に記入 し、納入 の都度(分 割納入 の場合 は分割 した

内容 ごと)提 出 して くだ さい。

c納 入物 品(包 装)の 中に納 品書 を封入 して提 出す ると納品書の迅

速な処理ができないほか、再包装の問題を生 じますので絶対に納入

物品の中に入れないようにお願いします。

d受 領検査 は立会 の有無 にかかわ らず行いますが、立会 しなかった

場合、その検査結果について異議を申し立て られても受理 しないの

で、後 日紛争が生 じないよう努めて立会 してください。また、宅配

便等利用の場合は、宛先を確実に明記 してください。

e包 装表示 は、外装及 び内装 ともに必要事項 を正確に記入 し、包装

ごとに確実に表示 してください。

f大 物及 び一括 多量 に納入す る場合は、事前に検査官 と調整 してく

ださい。

g納 入 は、仕様書 にお いて特 に指 定のない限 り、新品による納入 と

しています。 したがって、仕様書をよく確認 してください。

h取 扱説 明書 を必要 とす る場合 は、仕様書で定め られた部数 を納入

物品と同梱 してください。

別紙様式第30-1糧 食納 品書 ・(受 領)検 査調書

別紙様式第30-2納 品書 ・(受 領)検 査調書

15標 準外追加作業(費)見 積書 の提 出

標準 内外作業方式契約の場合、標準作業表による点検計測作業終了後、標

準外作業に必要な所要工数、部品、材料等について標準外(追 加)作 業

(費)見 積書 を作成 し、監督官 の確認 を得て指定された期 日までに提出 して

ください。

別紙様式第31標 準外(追 加)作 業(費)見 積書

16作 業記録表 の提 出

役務請負契約 の場合、 日々の役務の実施について作業記録表 を作成 し、監

督官の確認を受けてください。

別紙様式第32作 業記録 表(役 務完 了調書)

17整 備診断 明細書 の提 出

整備診断方式契約の場合、契約履行期限内に要修理箇所及び要交換箇所 を
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診断して、整備診断明細書を提出してください。

別紙様式第33整 備診断明細書(整 備明細仕様書)

第6章 契約の事故

1値 引納入

(1)契 約相手方 の手違 い等 か ら納入物 品の規格が若干相違 したため、不合格

となった物品について、契約相手方から値引納入の申請が提出された場

合、次のいずれかの事項に該当す るものに限 り相当額を値引 して受領す る

場合があ ります。

ア 不備の度合が僅少で使用上支障がないとされ る場合

イ 緊急に当該物品を必要 とす る場合

別紙様式第34-1値 引納入 申請書

別紙様式第34-2値 引受領通知書

(2)値 引額 の算定 は、契約担 当官等 が算定し、その額 を示 しますので異議が

ある場合は、指定された期限までに異議を申し立ててください。 もし期限

までに異議 申し立てがない場合は、承諾 されたものとして処理す ることに

な ります。

2不 合格 品等 の処理

(1)検 査 の結果 、不合格 となった場合 は、速やかに良品と引換 え又は修理等

を実施 して再検査を受けてください。

(2)不 合格 品を指 定 され た期 限内に引き取 らない場合、当該不合格品を適 当

な場所に移 し、又は他に委託 して保管 させ ることにな りますが、これに要

す る費用は全て契約相手方の負担 とな ります。

(3)過 納 品につ いて も不合格 の処理 に準 じます。

3履 行延期

やむ を得 ない事 由に よ り履行が遅延す る場合又は遅延が見込まれ る場合に

は、速やかに連絡 してその承認を受けてください。無断の遅延は陸上自衛隊

の業務に重大な支障を及ぼすだけでなく契約相手方の誠意 も疑われ、業者指

名の制限等にもつなが りますので特に留意 してください。

(1)無 償 の履行延期

天災地変 、その他契約相手方の責に帰 し難い理由により履行遅延す る場

合は、納期前にその理由を詳記 して履行延期 を申請 してください。契約相

手方がこれ らの事由を通常の注意義務によって予見でき、あるいは予見で

きたが相当の措置をとらなかった場合等を除き、真に契約相手方の責に帰

すべきでないと認めた場合は、無償で納期を遅延す ることとな ります。
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(2)有 償の履行延期

契約相手方の責に帰すべき理由によって履行延期となった場合は、納期

の翌日から起算 して納入の日までの遅延 日数に応 じて遅延部分について契

約条項に定める遅滞料を徴収 します。遅滞料の徴収は通常代金支払のとき

に契約金額と相殺します。

別紙様式第35-1契 約履行延期(解 除)申 請書

別紙様式第35-3遅 滞料(違 約金)徴 収判定書

4契 約締結の辞退

(1)契 約締結辞退の申請

落札者等(随 意契約の契約相手方として決定した者を含む。以下同

じ。)が 契約締結を辞退する場合は、速やかに契約辞退申立書を提出して

ください。

別紙様式第35-2契 約辞退申立書

(2)違 約金の徴収

落札者等が契約締結に応じない場合は、違約金(落 札金額の5パ ーセン

ト)を 徴収します。

別紙様式第35-3遅 滞料(違 約金)徴 収判定書

5納 入物品等の契約不適合

納入物品等に契約不適合(納 入された契約物品が種類、品質又は数量に関

して契約の内容に適合しないものをいう。)が ある場合の処理については、

契約条項で明確にしますが、次の点について特に留意 してください。

(1)保 証期間

保証期間について当該物品の契約に使用 した契約書、仕様書等にそれぞ

れ異なる保証期間を定めてある場合は、特約のない限り長期の定めをした

期間を適用します。

(2)契 約不適合の判定

保証期間内に不具合個所が発生した場合は、その不具合が契約不適合に

該当するか否かの判定は契約担当官等が調査 し決定します。

(3)契 約不適合の判定に対する処理

前号による調査の結果契約不適合に該当すると判定された場合は、所要

の事項を記入した契約不適合修補請求書を送付 します。当該請求に対 し、

承諾される場合は契約不適合修補等承諾書を、異議がある場合は異議申立

書をそれぞれ指定期限までに提出してください。

別紙様式第36-1契 約不適合修補請求書

別紙様式第36-2契 約不適合修補等承諾書

(4)契 約不適合修補等の費用
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契約不適合修補等(新 品 との交換 を含む。)は 速や かに実施 していただ

きます が、これに要す る費用は契約金額に含まれ るものとします。

(5)契 約不適合修補 の完 了

契約不適合修補が完了した場合は、契約不適合修補確認 申請書を提出 し

てください。物品等の納入に当たっては、契約担当官等に確認をお願い し

ます。また、物品等の納入の際は、修補完了届の提出をお願い します。

別紙様式第36-3契 約不適合修補確認 申請書(修 補(品 質 ・受領)

確認指令書)

別紙様式第36-4修 補完了届(修 補完 了確認書)

(6)契 約不適合修補等 の期 間

契約不適合修補等の期間内に修補等が完了 しないときは、一般の契約に

準 じて契約書に定められた遅滞料を徴収す ることにな りますので、ご注意

ください。

6契 約 の解 除

契約締結後 にお いて、事情の変更、外部要因等によって契約の一部又は全

部を解除せ ざるを得ない場合があ ります。 このような場合は契約条項の定め

に従って事務処理をしますが、その原因によって取扱いが異なってきます。

(1)無 償 の契約解 除

天災地変 、その他契約相手方の責に帰 さない理由で契約 を解除せ ざるを

得なくなった場合は、契約相手方は損害賠償 をす ることなく無償で契約 を

解除できます。 しかし、その原因について当然要求され る注意義務 を怠っ

たことによる契約解除の場合は無償で契約解除はできません。また、契約

相手方は、その責に帰 さない理由を立証す る詳細な資料を提出 してくださ

い。 したがって、無償で契約を解除できる場合はごく稀な場合に限定され

ます。

(2)有 償 の契約解 除

前号以外 は全 て有償 の契約解除とな り、契約相手方は損害を負担す るこ

とにな ります。

(3)契 約解 除の 申請

契約 の解 除を必要 とす る事態が発生 した場合は、速やかに契約解除申請

書を提出 してください。

(4)違 約金 の徴収

ア 有償 で契約 を解 除 した場合は、契約書等で約定 した違約金及び実際の

損害額を徴収 します。

イ 虚偽の資料提出に対す る違約金等の支払

契約の相手方は、資料の信頼性確保に関す る特約条項に基づき行われ
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る調査のあと、虚偽の資料の提出及び提示が確認された場合には、当該

約定に基づき違約金等を支払っていただきます。

別紙様式第35-1契 約履行延期(解 除)申 請書

別紙様式第35-3遅 滞料(違 約金)徴 収判定書

第7章 支 払

1代 金 の支払

契約条項 に定 め るところに従って代金の支払 を請求され るときは、請求書

を提出してください。

2銀 行振込依頼書 の提 出

各契約機 関において、初めて契約をされた方は、銀行振込依頼書を提出 し

てください。

なお、以前に提出された方においても、銀行振込依頼書の記載内容に変更

があった場合は、再度速やかに提出してください。細部は、第1章 第3項 を

参照 して くだ さい。

3請 求書 の確認

支払 に当たっては、支払関係書類により速やかに行いますので、請求書は

必ず次の事項を確認の上、提出 してください。

(1)請 求書 に押 印がな され てい る場合 、使用印鑑が登録印鑑 と相違 していな

いか、また、印影が不鮮明でないか。押印を省略す る場合には担 当者名及

び連絡先が記載 されているか。

(2)品 名 、規格 、数量 、単価 、金額等 が契約履行内容 と合致 しているか。

第8章 雑 則

1書 類 の提 出先

第7章 までに記載 した書類 の提 出書類の一覧は、別紙第1の とお りです。

別紙第1主 要書類提 出等先一覧表

2調 達 にかかわ る事故 防止

事故 防止 は、陸上自衛隊としては最 も留意 しているところであ ります。調

達職員に金銭事故が発生 します と、双方 とも刑法上の処分を受 けるのはもち

ろんですが、事後官公庁 との契約は一切禁止 され ることにな りますので厳に

注意 してください。

3苦 情 の処理

契約 の履行 中又 は履行完了後において、当該契約に関し、支障又は苦情が
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あ るときは、その 旨を書 面で契約担当官等に申し出てください。

なお、苦情等の申し出に対 して事後不利な取扱いをす るようなことは全 く

あ りません。

4暴 力 団排 除に関す る特約条項 に基づ く報告

暴力団排除に関す る特約条項第6条 に規 定す る暴力 団、暴力 団員 、社会運

動 ・政治運動標ぼ うゴロ等の反社会的勢力か ら不当請求又は業者妨害等の不

当介入を受けた場合の契約担当官等への報告は、別紙様式第37を 用 いて報

告 して くだ さい。

別紙様式第37排 除対象者 による不 当介入 の概要

5サ プ ライ チェー ン リスク対応

(1)仕 様書等 に規 定す る場合 を除き、納品す るカタログ品は、情報の漏 えい

若 しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等の リスク(未 発

見 の意 図せ ざる脆弱性 を除 く。)が 潜在す ると契約 の相 手方 が知 り、又は

知 り得 るべきソースコー ド、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は

組込みその他官の意図せ ざる変更が行われていないものでなければな らな

いものとします。

(2)第3章 第3項 又 は同第10項 第1号 ア(ウ)に基づ き、同等 品判 定依頼書

を提 出した場合において、同等品として申請 されたものの うち、サプライ

チェー ン ・リスクの懸念があると判断されたものは同等品として認め られ

ません。

(3)使 用予 定機器等 リス ト又 は役務再委託予定先 リス トの提出を求められた

場合に、所定の提出期限までに提出されない場合は入札参加要件 を満たさ

ないものとします。また、契約担当官等の指摘により、使用予定機器等 リ

ス ト又は役務再委託予定先 リス トの修正その他の必要な措置 を求められた

場合に、所定の時期までに当該措置がなされない場合 も、入札参加要件 を

満たさないものとします。

6秘 密 の保全等

(1)契 約 の相手方 は、契約条項 に定め る場合のほか、次に掲げる特約条項そ

の他の秘密の保護等に関す る特約条項が添付 されている場合には、当該特

約条項の定めるところにより秘密の保全に万全を期 さなければな りませ

ん。

ア 特別防衛秘密の保護に関す る特約条項

イ 特定秘密の保護に関す る特約条項

ウ 秘密保全に関す る特約条項

(2)秘 密文書 の複製等 、秘密物件 の再委託等の許可の手続については、契約

担当官等の指示に従って行わなければな りません。
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7装 備 品等及び役務 の調達 にお いて契約に付 した 「装備品等の調達に係 る秘

密保全対策ガイ ドライ ン」又は 「調達における情報セキュリティ基準」によ

る報告

(1)契 約 の相手方 は、契約条項 に定め る場合のほか、装備品等及び役務の調

達における情報セキュ リティの確保に関す る特約条項が添付 されている場

合には、当該特約条項の定めるところにより保護すべき情報(装 備 品等及

び役務 の調達 に関す る情報の うち、乙に保護 を求める情報 として、甲が指

定 したものをい う。以下同じ。)を 取 り扱 わなけれ ばな りませ ん。

(2)「 装備 品等 の調達 に係 る秘密保全対策ガイ ドライン」(以 下 「ガイ ドラ

イ ン」 とい う。)第9(1)又 は 「調達 にお ける情報セ キ ュ リティ基準」

(以下 「情報セ キ ュ リテ ィ基 準」 とい う。)第12(1)に 規 定す る秘密 の

漏 えい、紛失 、破壊等の事故又は保護すべき情報の漏 えい、紛失、破壊等

の事故が発生 したとき、発生す る可能性があるとき又は将来発生す る懸念

があるときは、次の区分等により報告 してください。

ア ガイ ドライ ン第9(1)関 連

(ア)秘 密 の漏 えい、紛失 、破壊等 の事故が発生 したとき(そ れ らの疑 い

又 はおそれ があ るときを含む。以下同 じ。)

把握 し得 る限 りの全 ての内容 を直ちに報告

(イ)秘 密 の漏 えい、紛失 、破壊等 の事故が発生 した可能性又は将来発生

す る懸念について契約相手方の部内外から指摘があったとき

当該可能性又は懸念の真偽を含む把握 し得 る限 りの全ての背景及び

事実関係の詳細を直ちに報告

(ウ)(ア)及 び(イ)の報告後

当該 内容 の詳細 につ いて速やかに報告

イ 情報セキュ リティ基準第12(1)関 連

(ア)保 護すべ き情報 の漏 えい、紛失 、破壊等が発生 したとき

把握 し得 る限 りの全ての内容を報告

(イ)保 護すべ き情報 の漏 えい、紛失 、破壊等が発生 した可能性又は将来

発生す る懸念について契約相手方の部内外か ら指摘があったとき

当該可能性又は懸念の真偽を含む把握 し得 る限 りの全ての背景及び

事実関係の詳細を直ちに報告

(ウ)保 護すべ き情報 が保存 され たサーバ等に悪意のあるコー ドへの感染

又は不正アクセスが認め られた場合又は当該サーバ と同一のイン トラ

ネ ッ トに接続 されているサーバ等に悪意のあるコー ドへの感染が認め

られた場合

把握 し得 る限 りの全ての情報を直ちに報告
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(エ)(ア)、(イ)又 は(ウ)の報告後

当該 内容 の詳細 を速や かに報告

ウ 報告先

次の連絡先に電話連絡をお願い します。

(ア)防 衛装備庁 との契約 があ る場合及び(イ)の窓 口に連絡 が取れない場合

防衛装備庁装備政策部装備保全管理課

電話03-3268-3111(内 線21040、21041)

(夜間 ・休 日等)電 話080-8420-0628

(イ)防 衛装備庁 との契約 がない場合

a陸 上幕僚監部装備計画部装備計画課補給管理班

電話03-3268-3111(内 線40752～40754)

(FAX40758)

baに 連絡 が取れ ない場合

陸上幕僚監部監理部会計課経理班

電話03-3268-3111(内 線41124～41126)

(FAX41119)

(ウ)(ア)又 は(イ)への緊急連絡 が終 わったな らば、速やかにその詳細を契

約担当官等に報告 してください。

工 報告要領

(ア)電 話等 に よる報告後 、FAX等 に よ り別紙様式第38に よる報告 を

して くだ さい。

(イ)中 小受託事業者 に よるものは、防衛省 と直接契約を締結 している契

約相手方から報告先へ報告 してください。

別紙様式第38情 報セ キュ リテ ィ基準第12(1)イ の速報

(3)次 に掲 げ るサイバ ー攻撃等 があった場合は、ガイ ドライ ン第9(1)又 は

情報セ キュ リテ ィ基準第12(1)ア 、イ及 び ウに規 定す る事故又 は事故の

疑い若 しくはおそれがある場合 として取 り扱いますので、前号に従って報

告をしてください。

なお、社内規則において、秘密又は保護すべき情報を紙媒体で取 り扱 う

ことを規定している場合であっても、防衛関連企業における防衛関連部門

(防衛省 との契約 のための情報 を取 り扱 う全部門をい う(秘 密又 は保護す

べ き情報 を取 り扱 う部門に限定されない。)。 以 下同 じ。)の 情報 システ

ム(以 下 「防衛部 門システム」 とい う。)に 当該情報 が意 図せず に保存 さ

れ ている可能性を否定す ることができないことか ら、防衛部門システムに

サイバー攻撃等があった場合には、本規定に該当す るものとします。

ア サイバー攻撃(ネ ッ トワー クを通 じた情報 システムへの電子的な攻
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撃)

(ア)主 として防衛 関連部 門に属す る社員が、不審なメールの添付 ファイ

ルを開いたことによるウィルス感染(た だ し、防衛部 門システムに全

く影響が発生 していない場合は、この限 りではない。以下同 じ。)

(イ)主 として防衛 関連部 門に属す る社員が、不審なメールの リンクをク

リックしたことによるウィルス感染

(ウ)主 として防衛 関連部 門に属す る社員が、不正なWebサ イ トを閲覧

した ことに よるウィル ス感染

(エ)自 社 のWebサ イ トを閲覧 した ことに よ り、 ウィルス感染 した との

外部からの連絡

(オ)防 衛部 門システ ムにお いて、大 量のデータや不正なデータを送 りっ

けられたことによるサーバの処理能力の過負荷

(カ)防 衛部 門システ ムにお いて、大 量のデータや不正なデータを送 りっ

けられたことによるネ ッ トワーク帯域の圧迫

(キ)自 社 のWebコ ンテ ンツに ウィル スを仕込 む改 ざん

(ク)自 社 のWebコ ンテ ンツの見 た 目又 は内容 が変 わる改ざん

(ケ)防 衛部 門システ ムにお いて使用 され るセキュ リティ器材等(情 報 シ

ステ ム以外 の物理 的なセ キュリティ器材等を含む。)に よる外部 への

不正 な通信 の検知

(コ)防 衛部 門システ ムのネ ッ トワー クを経由した不正な通信の検知

(サ)防 衛部 門システ ムを送信元 と した不正な通信に関す る外部組織か ら

の連絡

(シ)防 衛部 門システ ムにお いて使用 され るソフ トウェア等の脆弱性を突

いた攻撃による不正侵入又は情報窃取

イ サイバー攻撃 と同様の影響を発生 させ る情報システムの誤操作

(ア)防 衛部 門システ ムの誤操作 に よる外部への不正な通信

(イ)防 衛部 門システ ムの誤設 定に よる閲覧不可情報の開示

(ウ)防 衛 関連部 門に属す る社員 に よるメール誤送信による秘密等(秘 密

保全 に関す る訓令(平 成19年 防衛省 訓令第36号)第2条 第1項 に

規定す る 「秘密」 、特 定秘密の保護に関す る法律(平 成25年 法律第

108号)第3条 第1項 に規 定す る 「特 定秘密 」又 は 日米相互防衛援

助協定等に伴 う秘密保護法(昭 和29年 法律第166号)第1条 第3

項 に規定す る 「特別 防衛秘密」又は保護すべき情報の漏 えいをい

う。)

ウ サイバー攻撃以外 に よるウィルスの混入等

(ア)可 搬記憶媒体経 由に よる防衛部 門システムへのウィルス感染
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(イ)防 衛部 門システ ム導入期 か らの ウィルス混入

工 その他

経路を問わず、防衛部門システムに対す るウィルス感染の拡大が予想

され る場合のウィルス検知

8契 約 の相手方 の提 出資料 の信頼性確保の施策

(1)制 度調査又 は輸入調達調査 の受入れ

ア 契約の相手方は、受入れの要請があった場合には、制度調査又は輸入

調達調査(輸 入 品等(防 衛省 が直接又 は輸入業者 を通 じて外国から調達

す る装備品等(防 衛省設置法(昭 和29年 法律第164号)第4条 第1

3号 に規定す る装備 品等 をい う。 以下同 じ。)及 び役務(日 本 国 とアメ

リカ合衆 国 との問の相互防衛援助協定に基づ く有償援助により調達す る

装備品等及び役務を除く。)を い う。以 下同 じ)に 関す る契約 を締結 し

てい る契約 の相手方の経理会計システム等の適正性を確認す るための調

査であって、経理会計システム上の記録 と契約の相手方が提出 し、又は

提示 した請求書等の整合性及び当該請求書等に関連す る書類の必要事項

を確認す るとともに、社内不正防止及び法令遵守に関す る体制 を確認す

る調査をい う。以下同じ。)に つ いて、 これ を受 け入れ な ければな りま

せん。

イ 制度調査又は輸入調達調査は、 日時、場所その他調査 を行 う上で必要

な事項を契約の相手方に十分な猶予 を持って通知 して行 う定期調査及び

臨時調査により実施 します。制度調査での臨時調査にあっては、必要な

事項の通知を当該臨時調査の開始時に行います。 この際、臨時調査の円

滑な実施を期すべ く、次の資料を指定しますので常に提出又は提示でき

る体制を整えておいてください。

(ア)原 価計算及 び原価計上並 びに法令遵守に関す る社内規則類

(イ)作 業現場 におけ る業務 手続マ ニ ュアル

(ウ)原 始伝票 か ら原価元帳等 までの一連の帳票類の一覧表及びこれ らの

帳票類のつなが りを示す系統図

(エ)関 係す る情報 システムの一覧及 びこれ らの情報システムのつなが り

を示す系統図

ウ 原価計算方式で予定価格を算定 している契約を締結 している契約の相

手方は、制度調査の定期調査及び臨時調査の実施期間中、フロアチェッ

ク(作 業現場(契 約 の相手方 の製造現場 、設計現場及び試験 ・検査現場

並びにこれ らの現場に関す る原価管理を行 う現場 をい う。)に おいて、

作業員等 か ら作業 内容 について直接説明を聴取す るとともに、聴取内容

と契約の相手方の作業指示書、帳票類等を突合 して行 う確認作業 をい
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う。以 下同 じ。)を 受 け入れ なけれ ばな りませ ん。 フロアチェックは、

実施 日、調査対象者、質問事項その他調査 を実施す る上で必要な事項 を

当該相手方 とあらか じめ調整す ることなく、抜き打ちで実施 します。

(2)資 料 の提 出又 は提示

ア 原価計算 、経費率算定及び特約条項により行 う原価監査等に際 して、

資料を提出又は提示す る場合は真正な資料 を提出 してください。

イ 資料を提出又は提示す る際に、虚偽の資料を提出又は提示 した場合に

は、契約書における 「資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関す る特

約条項」及び 「輸入品等に関す る契約に係 る資料の信頼性確保及び輸入

調達調査の実施に関す る特約条項」による違約金 を支払っていただくこ

とにな ります。

(3)輸 入 品等 に関す る契約 に係 る価格等証明資料について

ア 輸入品等に関す る契約において、価格証明資料 とはクォーテーシ ョン

の原本、品質証明書の原本及び送 り状(い わゆ るイ ンボイ ス。 以下同

じ。)の 原本 をいいます。

イ 輸入 品等 に関す る役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役

務業者が発行 したものに限 ります。

ウ 輸入品等に関す る役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料

は、外国製造業者が発行 したものを原則 とします。ただ し、外国製造業

者が発行 した価格等証明資料が存在 しない場合は、外国製造業者が発行

した価格等証明資料が存在 しないことの理由書及び契約の相手方による

価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明 した資料を

もって外国製造業者が発行 した価格等証明資料に代 えるものとします。

工 輸入品等に関す る役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通

業者所有中古品(サ ープ ラスユー ズ ド)の 場合 で、外 国製造業者 が発行

した価格証明資料が存在せず、かつ、契約の相手方による価格等証明資

料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できないときは、外国製造

業者が発行 した価格等証明資料が存在 しないこと及び契約の相手方によ

る価格等証明資料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないことの

理由並びに契約の相手方による価格等証明資料の内容の妥当性 を他の手

段により証明 した資料をもって外国製造業者が発行 した価格等証明資料

に代えるものとします。 この場合において、流通業者が価格等証明資料

の内容の妥当性を証明した資料のみをもって外国製造業者が発行 した価

格等証明資料に代えることは認めないものとします。

オ 輸入品等に関す る役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通

業者所有中古品(サ ープ ラスユー ズ ド)以 外 の場合 で、 これ に準ず る場
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合(調 達物 品が流通業者所有 の物 品でサープラスユーズ ドと同様に外国

製造業者からの価格等証明資料の入手が客観的に困難 と認め られ る場

合)に おいては、エ に準 じることと します。

力 輸入品等に関す る契約の相手方は、工又はオに該当す る場合は、契約

担当官等に対 し、事前にその旨を申し出てください。

キ 輸入品等に関す る契約の相手方は、契約担当官等に対 し、価格等証明

資料の うち見積資料の原本又はその代替資料(ウ 又 はエの規 定に よ り見

積資料 に代えて提出す る資料をい う。)を 契約締結 時に、品質証 明書及

び送 り状の原本又はその代替資料(ウ 又 はエ の規 定に よ り品質証 明書又

は送 り状に代えて提出す る資料をい う。)を 入 手後速や かに提 出 しな け

れ ばな りません。

ク 輸入品等に関す る契約の相手方は、価格等証明資料の発行者から、当

該価格等証明資料を契約担当官等に提出す ることについて、あ らか じめ

了承を得 るものとします。

ケ 日本国とアメ リカ合衆国との問の相互防衛援助協定に基づ く有償援助

により取得 した装備品等に関し、輸入業者 を相手方 として外国での役務

請負に係 る契約を締結す る場合については、ア、イ、キ及びクの規定を

準用 します。

コ 中小受託事業者を通 じて輸入品を調達す るなど、輸入品等に関す る契

約以外の場合であっても、契約担当官等が必要 と認める場合は、ア～ク

の規定を準用 します。

(4)関 係資料等 の保存

調達 品等 の実 際原価を確認す るために必要 となる作業報告書、出勤簿及

び給与支払明細書に相当す る帳票類(電 子デ ータを含む。)に ついては、

当該調達物 品等 に係 る事業所を単位 として、当該調達物品等の代金の支払

が完了した 日の属す る年度(出 納整理期 間に係 る支払 いは前年度に支払が

あったものとみなす。)の 翌年度 の4月1日 か ら起算 して1年 間は保存 し

ていただ く必要 があ ります。

(5)コ ンプ ライ ア ンス要求 に係 る事項

ア 原価計算方式によって予定価格を算定 している契約を締結 している契

約の相手方は、社内不正防止及び法令遵守に関す る体制の一環 として社

内規則類において次に掲げる事項(以 下 「コンプ ライ ア ンス要求事項」

とい う。)を 規 定す るとともに、 これ らが適切に達成 されていることを

証明す るため、契約の締結に際して契約担当官等からの求めに応 じ、法

令遵守に関す る社内規則 と併せてコンプライアンス要求事項確認書を提

出してください。ただし、同一年度において、当該相手方が同一の契約
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担 当官等 に当該確認書 を提 出 している場合は、この限 りではあ りませ

ん。

別紙様式第19コ ンプ ライア ンス要求事項確認書

(ア)防 衛省 との契約 に関 し、一度計 上した工数や直接費(原 価 の うち、

製 品の生産 に関 して発生す ることが直接確認 され、それに伴い直接に

計算す ることが適当と認められ る費用をい う。)を 修正す る場合 に

は、変更 の内容及び理由を明らかにした書面により上位者の承認を受

ける等の適切な手続をとってください。

(イ)(ア)の 書 面が少 な くとも契約履行完 了後5年 間以上保存 され 、防衛

省 に よる制度調査や原価監査に際 して確認できる体制 としてくださ

い 。

(ウ)不 正行為等 を察知 した場合 の防衛省への公益通報を含む通報窓口及

び通報手続を、防衛関連事業に従事す る全職員に適切に周知 させてく

ださい。

(エ)防 衛 関連事業 に従事す る全職員 を対象 とした原価計上等に関す るコ

ンプライアンス教育を実施 してください。

(オ)本 社 の内部統制部 門に よ り、防衛関連部門に対 し、適切な周期で定

期的に内部監査を実施 してください。

イ 契約の相手方は、社内規則類がコンプライアンス要求事項を満たさな

い場合には、コンプライアンス要求事項確認書の提出 日から3か 月 以内

に、当該 コンプ ライ ア ンス要求事項 を満たすための社内規則類の改正又

は新たな社内規則類の制定を行ってください。

ウ 常続的に契約を締結 している契約の相手方に対 しては、契約の締結に

先立って年度当初にコンプライアンス要求事項確認書の提出を求める場

合があ ります。

工 防衛省は、コンプライアンス要求事項の実施状況を制度調査において

確認 します。 この際、契約の相手方の本社 コンプライアンス部門は、防

衛省の行 う確認に協力 しなければな りません。

オ 契約の相手方が次のいずれかに該当す る場合には、当該相手方の本社

コンプライアンス部門に対 して、コンプライアンス要求事項達成のため

の是正措置を求めることがあ ります。

(ア)コ ンプ ライ ア ンス要求事項 の全 てを満たす社内規則類の改正又は新

たな社内規則類の制定の措置がとられない場合

(イ)コ ンプ ライ ア ンス要求事項 の実質的な実施が、防衛省が行 う制度調

査において確認できない場合

(6)制 度調査等 の受入れ を拒否 した場合等の措置
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契約 の相手方 が次 のいずれ かに該 当 した場合には、当該相手方は防衛省

として原価計算システム又は経理会計システムの適正性を確認できない状

態にある者 として、その後の契約の相手方 としないことがあ ります。

ア 制度調査若 しくは輸入調達調査の受入れ を拒否 し、又は調査に必要な

協力を行わない場合

イ コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否 した場合

ウ 契約の相手方の本社 コンプライアンス部門に対 してコンプライアンス

要求事項の達成のための是正措置を求めたにもかかわ らず、具体的な改

善が見 られない場合

9経 費率資料 の提 出

(1)指 名競争契約及 び随意契約 の相手方(中 小受託事業者 を含 む。 以下同

じ。)と な る場合 につ いて、契約担 当官等が特に予定価格算定のため、あ

らかじめ当該相手方の加工費率、一般管理及び販売費率、支払利子率並び

に利益率等(以 下 「経費率」 とい う。)を 算 定 してお く必要 があ ると認 め

た ときは、当該相手方は、契約担当官等か らの通知により、経費率算定に

必要な

資料(原 価計算規則 、会計手続等 を含 む。)を 遅滞 な く経費率 を算 定す る

担 当者に提出してください。

(2)当 該相手方 が、経費率算定 に必要 な資料を正当な理由がなく提出を拒ん

だときは、指名競争契約及び随意契約の相手方 としないことがあ ります。

10第 三者監査監督 に関す る届 出

第 三者監査監督の適用を変更等す る場合は、第三者監査監督適用届出書を

提出してください。

別紙様式第39第 三者 監査監督適用(一 部変更 ・取消 し)届 出書

11輸 入 に関わ る装備 品等 の契約 に当たって、当該装備品等に特定化学物質

が使用 されていると知った場合には契約担当官等に通知す るとともに、次に

揚げる表示をしてください。

(1)構 成 品及び装置等 の表示

本製 品 には次の部分にPCBが 含 まれてい る。

部品名

物品番号

部品番号

(2)単 一部 品の表示

PCB使 用 品

(3)特 定化学物質使用装備 品等 の状態(液 状 、極小等)に よ り表示 が困難 な
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ものについては、容器又は外装に表示す る。

12人 権尊重 の取組

相手方 は 「責任 あ るサプライチェー ン等における人権尊重のためのガイ ド

ライ ン」(令 和4年9月13日 ビジネ ス と人権 に関す る行動計画の実施に係

る関係府省庁施策推進 ・連絡会議決定)を 踏 ま えて人権尊重 に取 り組 む よう

努めるものとす る。

第9章 退職者を含む業界関係者 との接触について

陸上 自衛隊の調達関係職員の、防衛省の退職者 を含む業界関係者の方々への

対応は次のとお りですのであらか じめご了承 ください。

1業 界 関係者 の方 々で、防衛省 の退職者である方は、訪問先の職員へ退職者

である旨の申し出をお願いします。

2今 後 、業界 関係者 の方 々 よ り次 に明示 しま した 「働 きかけ」が調達関係職

員に対 して行われた場合、次のような対応を取らせていただきますので十分

にご注意 ください。

(1)接 触報告書 を作成 します。

(2)必 要 に応 じて、指名停止 を講 じ、働きかけの内容につきま して防衛省

ホームページへ掲載 され ることがあ ります。

※ 「働きかけ」とい うのは、次の3つ の行為 を言 います。

①法令等 に違反す る行為をす ること。

②職務上非公開とすべき情報の公開を唆す こと。

③特定の業界関係者に対す る有利又は不利な取扱いを唆す こと。

具体的な例 としては、 「調達に係 る積算価格、予定価格、他の事業者等

の見積価格など特定の事業者が不当に有利に又は不利になる情報漏洩を唆

す」行為がこれに当た ります。
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一般競争(指 名競争)参 加資格審査申請書(物 品製造

等)

競争参加資格審査申請書変更届(物 品製造等)
一般競争(指 名競争)参 加資格審査結果通知書再発行

届(物 品製造等)

委任状(入 札等)

委任状

公募契約希望申請書

公募契約辞退申請書

同等品判定依頼書

保管金提出書

保管金受領書

保管金振込書、保管金領収証書

保険証券提出書

保険証券受領証書

保証事項に関する届出

契約保証金等に関する委任状

契約保証金支払に関する連帯保証状

入札書、見積書

随意契約への新規参入申込書

前金払申請書

前金払担保提出書

前金払担保提供免除申請書

前金払使途明細書

前金払担保受領書

部分払適用申請書

短期債権譲渡承認申請書

短期債権譲渡申請添付書類

短期債権譲渡先に関する質問及び回答

短期譲渡対象債権の特定に関する確認書

短期債権譲渡確認事項

短期債権譲渡承認書



第12-7

第12-8

第12-9

第12-10

第12-11

第12-12

第12-13

第13

第14

第15

第16-1

第16-2

第16-3

第17

第18

第19

第20

第21

第22

第23

第24

第25

第26

第27

第28

第29

第30-1

第30-2

第31

第32

第33

第34-1

第34-2

第35-1

第35-2

第35-3

1'

長期債権譲渡承認申請書

長期債権譲渡申請添付書類

長期債権譲渡先に関する質問及び回答

長期譲渡対象債権の特定に関する確認書

譲渡対象債権の特定に係る同意書

長期債権譲渡確認事項

長期債権譲渡承認書

担保設定承諾依頼書

契約一覧表

(製造 ・役務 ・売買)納 入計画書の提出について

再委託承認申請(届 出)書(承 認書)

秘密に係わる再委託について(申 請)

誓約書

競争参加資格等に関する届出書

銀行振込依頼書

コンプライアンス要求事項確認書

作業員名簿

技術者(派 遣員)名 簿

伺い書

承認願書(承 認書)

官給申請書(官 給回答書)

借受申請書(借 受回答書)

受領書

返品書 ・材料使用明細書

完成検査(監 督)申 請書(完 成検査(監 督)指 令書)

完成検査合格証

糧食納品書 ・(受 領)検 査調書

納品書 ・(受 領)検 査調書

標準外(追 加)作 業(費)見 積書

作業記録表(役 務完了調書)

整備診断明細書(整 備明細仕様書)

値引納入申請書

値引受領通知書

契約履行延期(解 除)申 請書

契約辞退申立書

遅滞料(違 約金)徴 収判定書
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第36-1契 約不適合修補請求書

第36-2契 約不適合修補等承諾 書

第36-3

第36-4

第37

第38

第39

第40

契約不適合修補確認申請書(修 補(品 質 ・受領)確 認

指令書)

修補完了届(修 補完了確認書)

排除対象者による不当介入の概要

情報セキュリティ基準第12(1)イ の速報

第三者監査監督適用(一 部変更 ・取消し)届 出書

契約に関する変更届



別紙第1

主 要 書 類 提 出 等 先 覧 表

番号 書 類 名
部 数

提出の時期 説 明 事 項
提出先

(受領先)
様式番号等

本文説明箇所 本文説明箇所 本文説明箇所

原本 写 し 章 項 号 章 項 号 章 項 号

1

一般 競争(指 名競争)参 加資

格審査申請書(物 品製造等)
1

新規 申請、更新の都

度

提 出する際は、次の2番 か ら
9番 までにおいて必要 な もの

を添付 して提出

契約担当官等

別紙様式

第1-1
1 1 一

2 履歴事項全部証明書 1 法人の場合に提出 1 1 一

3 身元証明書 1 個人の場合に提出 1 1 一

4 納税証明書 1 1 1 一

5 営業経歴書 1 1 1 一

6 財務諸表類 1
法人の場合に提出

(直前2年 間)
1 1 一

7
営業用純資本額に関する書類

及び収支計算書
1

個人の場合に提出

(直前2年 間)
1 1 一

8 誓約書 1 1 1 一

9 役員等名簿 1 1 1 一

10

競争参加資格審査申請書変更

届(物 品製造等)
一般競争(指 名競争)参 加資

格審査結果通知書再発行届
(物品製造等)

1

変更の都度

提 出する際は、次の11番 か

ら18番 まで におい て必 要な

もの を添付 して提出

別 紙 様 式

第1-2

第1-3

1 3 一

11 履歴事項全部証明書 1 法人の場合に提出 1 3 一

12 身元証明書 1 個人の場合に提出 1 3 一

13 納税証明書 1 1 3 一

14 営業経歴書 1 1 3 一
心

卜⊃



主 要 書 類 提 出 等 先 覧 表

番号 書 類 名
部 数

提出の時期 説 明 事 項
提出先
(受領先)

様式番号等
本文説明箇所 本文説明箇所 本文説明箇所

原本 写 し 章 項 号 章 項 号 章 項 号

15 財務諸表類 1

変更の都度

法人の場合に提出

(直前2年 間)

契約担当官等

1 3 一

16
営業用純資本額に関する書類
及び収支計算書

1
個人の場合に提出

(直前2年 間)
1 3 一

17 誓約書 1 1 3 一

18 役員等名簿 1 1 3 一

19 委任状(入 札等) 1
入札書の提出を委任
する場合

別紙様式

第2-1
2 3 3 3 8 3 5 8 1

20 委任状 1
その他の契約行為を
委任する場合

別紙様式

第2-2
5 8 1

21 公募契約希望申請書 1

公示による期間

提 出する際は、次の22番 か

ら34番 まで におい て必 要な

もの を添付 して提出

別紙様式

第3-1
2 3 3

22
資格審査結果通知書(全 省庁
統一資格)

1 2 3 3

23 納入実績一覧表 1

納入実績一覧表を添付する場
合は、設備及び体制等を証明

する書類の添付は不要

様式随意 2 3 3

24
設備及び体制等を証明する
書類

設備及び体制等を証明する書
類を添付する場合は、納入実

績一覧表の添付は不要

2 3 3

25 組織図 1 2 3 3

26 実施計画 1 2 3 3

27 安全管理体制等 1 2 3 3

28
法令等に基づく許認可等の
取得状況

1 秘密等を取 り扱 う場合に提出 2 3 3
心

Go



主 要 書 類 提 出 等 先 覧 表

番号 書 類 名
部 数

提出の時期 説 明 事 項
提出先
(受領先)

様式番号等
本文説明箇所 本文説明箇所 本文説明箇所

原本 写 し 章 項 号 章 項 号 章 項 号

29 保全体制を証する書類等 1

公示による期間

秘密等を取 り扱 う場合に提出

契約担当官等

2 3 3

30 下請(予 定)企 業一覧表 1
下請業者に業務を委託する場
合に提出

様式随意 2 3 3

31 エ ー ジ ェ ン トレ ター 及 び 訳 文 1

製造メーカーが海外の場合 に
提 出。当該書類がない場合は

技術審査へ

2 3 3

32 業務移管契約書 1 2 3 3

33 委任状 1
委任状をすでに提出している

場合は、写 しを添付

別紙様式

第2-1
2 3 3 3 8 3 5 8 1

34
代理店証明書又は販売権
証明書

1
委任状(写 し)を 提出する場
合は不要

2 3 3

35 公募契約辞退申請書 1 申請の都度
別紙様式

第3-2
2 3 3

36 同等品判定依頼書 3 依頼の都度
別紙様式
第4

3 3 一 3 10 1

37 保管金提出書 1 落札後速やかに。

納付免除の場合は不要

別紙様式

第5-1
3 4 一 4 4 一

38 保管金受領書 別紙様式

第5-2
3 4 一 4 4 一

39
保管金振込書
保管金領収証書

別紙様式

第5-3
3 4 一 4 4 一

40 保険証券提出書 1 落札後速やかに。
別紙様式

第6-1
3 4 一 4 4 一

41 保険証券受領証書
別紙様式

第6-2
3 4 一 4 4 一

42 保証事項に関する届出 1
落札又は商議成立後
速やかに。

別紙様式

第7-1
3 4 一 4 4 一 心

心



主 要 書 類 提 出 等 先 一 覧 表

番号 書 類 名
部 数

提出の時期 説 明 事 項
提出先
(受領先)

様式番号等
本文説明箇所 本文説明箇所 本文説明箇所

原本 写 し 章 項 号 章 項 号 章 項 号

43 契約保証金等に関する委任状 1 1
委任す る必要が生 じ

たとき。

納付免除の場合は不要

契約担当官等

別紙様式

第7-2
3 4 一 4 4 一 5 4 1

44
契約保証金支払に関する連帯
保証状

1
落札又は商議成立後
速やかに。

別紙様式

第7-3
3 4 一 4 4 一

45 見積資料等 個別調整 契約担当官等の指定
する期 日

予定価格算定のための見積

書、原価資料、クォーテー
ションの写 し、価格証明書等

様式随意 3 5 一 3 10 2

46 入札書 1 入札の都度 見積書を抹消して使用
別紙様式

第8
3 6 一 3 8 1 3 8 3

47 見積書 1 見積依頼の都度 入札書を抹消して使用
別紙様式

第8
3 6 一 3 10 1

48 随意契約への新規参入申込書 1 申込みの都度 申込みに必要な書類を添付
別紙様式

第9
3 10 3

49 前金払申請書 1
希望す る場合は、契

約後速やかに。

別紙様式

第10-1
4 5 一

50 前金払担保提出書 1
希望す る場合は、契

約後速やかに。

別紙様式

第10-2
4 5 一

51 前金払担保提供免除申請書 1
希望す る場合は、契

約後速やかに。

別紙様式

第10-3
4 5 一

52 前金払使途明細書 1
希望す る場合は、契

約後速やかに。

別紙様式

第10-4
4 5 一

53 前金払担保受領書 1
希望す る場合は、契

約後速やかに。

別紙様式

第10-5
4 5 一

54 部分払適用申請書 1 申請の都度
別紙様式

第11
4 6 5

55 短期債権譲渡承認申請書 1 2 申請の都度
別紙様式

第12-1
5 1 3

56 短期債権譲渡申請添付書類 1 申請の都度
別紙様式

第12-2
5 1 3

心
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主 要 書 類 提 出 等 先 覧 表

番号 書 類 名
部 数

提出の時期 説 明 事 項
提出先
(受領先)

様式番号等
本文説明箇所 本文説明箇所 本文説明箇所

原本 写 し 章 項 号 章 項 号 章 項 号

57
短期債権譲渡先に関する質問
及び回答

1 申請の都度

契約担当官等

別紙様式

第12-3
5 1 3

58
短期譲渡対象債権の特定に関
する確認書

1 申請の都度
別紙様式

第12-4
5 1 3

59 短期債権譲渡確認事項 1 申請の都度
別紙様式

第12-5
5 1 3

60 短期債権譲渡承認書 1 申請の都度
別紙様式

第12-6
5 1 3

61 長期債権譲渡承認申請書 1 2 申請の都度
別紙様式

第12-7
5 1 4

62 長期債権譲渡申請添付書類 1 申請の都度
別紙様式

第12-8
5 1 4

63
長期債権譲渡先に関する質問
及び回答

1 申請の都度
別紙様式

第12-9
5 1 4

64
長期譲渡対象債権の特定に関
する確認書

1 申請の都度
別紙様式

第12-10
5 1 4

65 譲渡対象債権内訳書 1 申請の都度 別紙 5 1 4

66
譲渡対象債権の特定に係る
同意書

1 申請の都度
別紙様式

第12-11
5 1 4

67 長期債権譲渡確認事項 1 申請の都度
別紙様式

第12-12
5 1 4

68 長期債権譲渡承認書 1 申請の都度
別紙様式

第12-13
5 1 4

69 担保設定承諾依頼書 1 依頼の都度
承認 を受けた場合は、次の7
0番 か ら73番 におい て必 要

な ものを添付 して提出

別紙様式

第13
5 3 3

70 履歴事項全部証明書 1 設定した都度 5 4 1
心

①



主 要 書 類 提 出 等 先 覧 表

番号 書 類 名
部 数

提出の時期 説 明 事 項
提出先
(受領先)

様式番号等
本文説明箇所 本文説明箇所 本文説明箇所

原本 写 し 章 項 号 章 項 号 章 項 号

71 印鑑証明書 1 設定した都度

契約担当官等

5 4 1

72 契約保証金等に関する委任状 1 設定した都度
別紙様式

第7-2
5 4 1

73 契約一覧表 1 設定した都度
別紙様式

第14
5 4 1

74
(製造 ・役務 ・売買)納 入計

画書の提 出につ いて
2 指示のあった都度

別紙様式

第15
5 5 一

75
下請負承認申請(届 出)書

(承認 書)
2 申請の都度

別紙様式

第16-1
5 6 1 5 7 一

76
秘密 に係 わる下請負 について

(申請)
1 必要の都度

別紙様式

第16-2
5 6 1 5 7 一

77 誓約書 1 必要の都度
別紙様式

第16-3
5 6 1 5 7 一

78
競争参加資格等に関する届出
書

1 3
新規届出、更新、変

更の都度

提 出する際は、次の79番 か

ら85番 まで におい て必 要な

もの を添付 して提出

別紙様式
第17

5 8 1

79 契約一覧表 4 変更の都度
別紙様式
第14

5 4 1 5 8 1

80
資格審査結果通知書(全 省庁
統一資格)

2
新規届出、更新、変

更の都度
5 4 1

81 委任状 1 2
新規届出、年度更

新、変更の都度

不要箇所を抹消したときは、
委任者及び受任者の代表者印
を押印

別紙様式
第2

2 3 3 3 8 3 5 8 1

82 現在事項全部証明書 1
新規届出、変更の都

度
2 3 3

83 印鑑証明書 1
新規届出、変更の都

度
2 3 3

84 銀行振込依頼書 1
新規届出、変更の都

度

社名 、口座、銀行名及び銀行

支店名変更時については、必

ず提出

別紙様式

第18
5 8 1

心
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主 要 書 類 提 出 等 先 覧 表

番号 書 類 名
部 数

提出の時期 説 明 事 項
提出先
(受領先)

様式番号等
本文説明箇所 本文説明箇所 本文説明箇所

原本 写 し 章 項 号 章 項 号 章 項 号

85
コンプライアンス要求事項

確認書
1

新規届出、年度更

新、変更の都度

契約担当官等

別紙様式

第19
5 8 1 8 3 5

86 作業員名簿 3 必要の都度
別紙様式

第20
5 9 2

87 技術者(派 遣員)名 簿 3 必要の都度
別紙様式

第21
5 9 2

88 伺い書 2
仕様書等 に疑義が生

じたとき。

別紙様式

第22
5 10 一

89 承認用図面等 3 必要の都度 5 11 一

90
承認願書
(承認書)

3 必要の都度
別紙様式

第23
5 11 3

91
官給申請書
(官給回答書)

2 必要の都度
別紙様式
第24

5 13 2

92
借受申請書
(借受回答書)

2 必要の都度
別紙様式
第25

5 13 2

93 受領書 6 必要の都度
別紙様式
第26

5 13 2

94 返品書 ・材料使用明細書 6 必要の都度
別紙様式
第27

5 13 6

95
完成検査(監 督)申 請書
(完成検査(監 督)指 令書)

3 契約後速やかに。

完成検査のみを行 う場合は、

完成検査希望 日の15日 前ま

で に提 出

別紙様式
第28

5 14 1 5 14 3

96 完成検査合格証
別紙様式

第29
5 14 3

97
糧食納品書 ・(受 領)検 査調

書
1 物品等の納入時

別紙様式

第30-1
5 14 3

98 納品書 ・(受 領)検 査調書 1 物品等の納入時
別紙様式

第30-2
5 14 3

心
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主 要 書 類 提 出 等 先 覧 表

番号 書 類 名
部 数

提出の時期 説 明 事 項
提出先
(受領先)

様式番号等
本文説明箇所 本文説明箇所 本文説明箇所

原本 写 し 章 項 号 章 項 号 章 項 号

99
標準外(追 加)作 業(費)見

積 書
6 必要の都度

契約担当官等

別紙様式

第31
5 15 一

100 作業記録表(役 務完了調書) 4 必要の都度
別紙様式

第32
5 16 一

101 整備診断明細書 6 必要の都度
別紙様式

第33
5 17 一

102 値引納入申請書 1 値引判定の都度
別紙様式

第34-1
6 1 1

103 値引受領通知書

当該通知に対 し、異議がある

場合は、異議 申立書(様 式随

意)を 提 出

別紙様式

第34-2
6 1 1

104 契約履行延期(解 除)申 請書 3 申請の都度 契約書の写しを添付
別紙様式

第35-1
6 3 2 6 6 4

105 契約辞退申立書 2 申立の都度
別紙様式

第35-2
6 4 1

106 遅滞料(違 約金)徴 収判定書
別紙様式

第35-3
6 3 2 6 4 2 6 6 4

107 契約不適合修補請求書
契約不適合があると判定され
たとき

別紙様式

第36-1
6 5 3

108 契約不適合修補等承諾書 3
契約不適合の判定に
対 し承諾 した場合

当該請求に対 し、異議がある

場合は、異議 申立書(様 式随

意)を 提 出

別紙様式

第36-2
6 5 3

109

契約不適合修補確認申請書
(修補(品 質 ・受領)確 認指

令書)

3
契約不適合修補が完
了したとき

確認希望 日の14日 前 まで に

提 出

別紙様式

第36-3
6 5 5

110
修補完了届
(修補完了確認書)

3 必要の都度
別紙様式

第36-4
6 5 5

111
排除対象者による不当介入の
概要

1
事由発生の都度速や

かに。

別紙様式

第37
8 5 一 心

⑩



主 要 書 類 提 出 等 先 覧 表

番号 書 類 名
部 数

提出の時期 説 明 事 項
提出先
(受領先)

様式番号等
本文説明箇所 本文説明箇所 本文説明箇所

原本 写 し 章 項 号 章 項 号 章 項 号

112
情報セキュ リティ基準第12

(1)イ の速報
1

事由発生の都度直ち

に。

契約担当官等

別紙様式

第38
8 6 1

113
第三者監査監督適用(一 部変

更 ・取消 し)届 出書
2

新規届出、変更、取

消 しの都度

別紙様式
第39

8 8 一

114 契約に関する変更届 1 変更の都度
別紙様式

第40
5 2 2

㎝
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51

別 紙第2

暴力団排除に関する誓約事項

当社(個 人 であ る場合 は私 、団体 であ る場合は当団体)は 、下記1及 び2の
いずれ に も該 当 しませ ん。 また、将来においても該当す ることはあ りません。

この誓約が虚偽であ り、又はこの誓約に反 したことにより、当方が不利益 を

被 ることとなっても、異議は一切 申し立てません。

また、契約担当官等の求めに応 じ、当方の役員名簿(有 価証券報告 書に記載

の もの(生 年 月 日を含む。)。 ただ し、有価証券報告 書 を作成 していない場合

は、役職名、氏名及び生年月 日の一覧表)及 び登記簿謄本 の写 しを提 出す るこ

と並びにこれ らの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供す る

ことについて同意 します。

記

1契 約 の相手方 と して不適 当な者

(1)法 人等(個 人 、法人又 は団体 をい う。)の 役員等(個 人 であ る場合 はそ
の者 、法人 である場合は役員又は支店若 しくは営業所(常 時契約 を締結す

る事務所 をい う。)の 代表者 、団体 であ る場合 は代表者、理事等、その他

経営に実質的に関与 している者をい う。)が 、暴力 団(暴 力 団員 に よる不

当な行為 の防止等に関す る法律(平 成3年 法律第77号)第2条 第2号 に

規 定す る暴力 団をい う。以 下同 じ。)又 は暴力 団員(同 法第2条 第6号 に

規 定す る暴力 団員 をい う。以下同じ。)で あ るとき。

(2)役 員等 が、 自己、 自社若 しくは第 三者の不正の利益を図る目的、又は第

三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用す るな どし

ているとき。

(3)役 員等 が、暴力 団又 は暴力 団員 に対 して、資金等 を供給 し、又は便宜を

供与す るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力 し、若 し

くは関与 しているとき。

(4)役 員等 が、暴力 団又 は暴力 団員 であることを知 りなが らこれを不当に利

用す るなどしているとき。

(5)役 員等 が、暴力 団又 は暴力 団員 と社会的に非難 され るべ き関係 を有 して
いるとき。

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

契約の相手方として不適当な行為をする者

暴力的な要求行為を行 う者

法的な責任を超えた不当な要求行為を行 う者

取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行 う者

偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行 う者
その他前各号に準ずる行為を行 う者

上記事項について、入札書(見 積書)の 提 出を もって誓約 いた します。



別紙様式第1-1

申請書操式 令和1年10月 版

一般競争(指 名競争)参 加資格審査申請書(物 品製造等〉
物品曲製遣以外 に 「輌 品の賑亮」 「世樒の撮供等 」 「拘 品O買 受」を含轟 ます

令和01・02・o且 年度における物品の製造等に係る競争に参加する資格の審査を申請します。

なお、この申請書及び潅付書頬の内容については、事実と相違しないことを誓杓します0
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龍

法

申 請 日 令和 年 月 日

鰍

鰍

鰍

蝕

鰍

蝕

殿

鰍

商号又は名称

代 表 者 役職

代 表 者 氏 名

　　

ロ
ロ
ロ　

　　

コ

　　

ロ　

　　

　　

撒
膿
罎
綴
鷺

会

会

官

会

会

会

皇

金

虫

房

房

事

房

房

房

房

官

官

参

官

官

房

房

房

官

官

臣

臣

臣

臣

官

官

官

臣

臣

夫

夫

臣

夫

大

臣

臣

省

省

大

省

省

大

大

夫

夫

ち

ゆ

ぬ

タ

　

瓢
欄
総
嚢
雛

外

財

文

厚

農

軽

国

環

防

殿

殿

殿

顧

殿

顧

殿

殿

殿

ノ
～

～
°

、

、冗
、

1

、
{

[此衰者印]

来ゴム印可 筆他套響印耳雌代堀人碑歳塩押印

10117定 期12随 時1
帝いず凡か1こoを,1† 差

舩1新 規2更 新

荘.1ずれ個;を,1† 品 D3
1組 合12借 益法人 3モ 馳 酷 人14個 人15勧 他

[1頼音]仰場音、濫⊥置立』梱柵蓬砦咤λ

一

肌 吋「肌か1ワrこO芒 ず 翫 吃芒 　、:岨 剖 を遇祝 r,場音1‡.濫 五置立砕咀蜀ま壬記,λず凸こと。

業者コー ド

x」 切.切 再1{〕r
官 公 需
適格組合証朋

法人番号

平成 年 月 日

号

陵適枯紹音切肯"再 記ハ

xi圭人暫畢崔お博ら』胃1‡監寧10桁 で肥A

藷付書類
豊記事項証明書 靹税証明書(法 人} 財務諸表 〔法人) 曇任状

モO他身分証明書等
資格結果通知書 輌税証明書(個 人} 財 鴉 話 曇"・1.士・:岐 ・川,

(個 人 青 ・白 〕
舛字届

帯唾当ず差も〔陶1二〇苦窄1士差

臥下受付 ・審査機関使用欄

受付m
コー ド 受付番号

7

5

2



回
[
凹

回

郵 便 番 号
僅 記上〕

フ リガ ナ

丑昇匡切暉・璽醤畢o場 脅は空欄とず易

本 社 住 所
僅 記上〕

フ リガ ナ

1b

商号 又 は

名 称

役職
来世轍霜r;,い て1工豊祀事凋旺明嘗碑`#㌧ 詑激

回

フ リガ ナ

代 表 者
氏 名

腫立年月日

回
請

・
人

蜻

理

申
担

代

皐岳AI‡ 、豊記 に記載o品 是 「農社曜立函年月日」 、
辛咽,M‡.劇 巣 年周日 を和暦で記 汎、

一岳人醒立o年 月日
」輩た 「胡音獺匙切勧力∬聾生ず壱年月日」壬臼暦で記A

部 署 名{所 属 名}・ 役 職 名 フ リガナ

氏名

睾甲晴捏当霜o部 暑唱畳記A擢 祀壼審∬申階相当霜{}兼椙{覇 音.世 聴苦記真
辛穐瑠人1‡、配口嶺1:会杜霜等 と部署届を記且

睾姓`霜o間iu1宜 字 甘轟ゴ†て紀汎

回
フ リ ガ ナ

申請担当審 ・
代 瑠 ⊥

動 鵬 先住 漸

費格審査結県
通知魯遊付先 1.本 社

を肱当す吊項目にo印を記武2
.担 当 者 ・代理 人 総 齢o恥 肺 批 なリ封

回 程
請 担 当 者 ・

理 人 電 話

帝市外局醤一届醤一醤号x佃 曲 一臣34-SB?8

申 訥 担 当 者 ・

侃 理 人FAX

来市外局書一届醤一醤号 丑朝03-1254-55a6帝F晶 雌芽1†れば帯記A可

回

申 請 担 幽 書 ・
穐 巴⊥ メー ル丁 ドレ黒

主た毒亭菓
a)種類

口

申晴相 当肝1掩 珊Aに 甲請o固 宕1を問い音せ可能なメー山下Fレ 亙{}記 ハ。た芒 　、1壬童 です。

1,伽 品の型 造 2.掬 品の販亮 3.投 務 の提供等 4,絢 品の買受 け

自.ゴ ム製品b.モO他 c,卸 売d.小 売 9.汀 ト枇ア菓又 は情輻 処:理サーピ1業f.脈 館菓 藍.7-t"x業h.モ 碑他 i.立 木竹 」,モ の 他

辛唐～1の 歯、些ず1ウ 塩選抑 均こt

畳付機関
コー ド

kl下受付 ・審垂機閣使用禰

量付番号

2

子
エ
ッ

ケ
欄

住所ピル名
豊記とおりです

投職・呂

壷記とおりです

㎝

ω



回 観争参加を鯖望する地域等 〔駅複敵記入可能)姫 地娘別韮者担当運堵聾

堆埴 くo壱つ叶る))
営 粛 所 等 名 称

〔本 社 壱 音 む1
T 所 在 地 亜 緒 完

北海道

TEL:

F賦:

東北

TEL:

Fl賦:

閨東
甲信越

TEL

Fl蝦;

東旭北陸

TEL

Fl蝦;

近畿

TEL

F韻,

中国

TEL,

F韻,

四 国

TEL

F韻;

九州
沖親

TEL

F韻;

x‡ 牡 雌担当寸{1堪 脅、商毎 呈'uTa'17
1:会牡 唱箪'を 畜暗廿ず1:陀 激

嶺‡ 司住斬::豊 龍事項1阯㌍聾o・生所:ザ 珊住 駈`眞 な 拙場音 は覗住 所 を記/0_:、 筆 昌1:〔 環柱 駈1苦 つ †F・ 岳 〔市岳臣喜一見播一 醤号、

受付機 関
コー ド

以下受付 ・審査機閨使用欄

受付番号

3

審丑担当者

㎝

心



回 希望する資格O種 類等 〔鯖望する資格の種頚と営業品目にO甚 つける.複 鼓還択可)

資格の
種蹟 物品の製造

営
業
品
目

101 在層 ・モの他繊維製品類

10空 ゴム ・皮革 ・7'ラ評7,製 品顛

103 窯彙 ・土石製品顛

104 非蝕壺属 ・垂属製品顛

105 フオー ム1叩刷

100 モO他 印剛姐

107 図書姐

1冊 電子出瓶鴇領

109 舐 ・紐加工品顛

110 車両姐

111 モO他 輸遊 ・搬遜機植器具類

112 艦舶姐

113 嬬唱姐

114 奪具 ・什盟姐

115 一般 ・産業用機喜顛

llfi電弧 ・通借用機器姐

117 電子計算機姐

118 精密機喜顛

119 医檀用椙盟姐

120 事鵬用機盟纈

121 モ㊤他機盟姐

122 医藁品 ・医療用品顛

123 事鵬用品顛

124 土木 ・m・ 建築材唱

127 讐囎用韮備品姐

128 防帽用装備品姐

129 モO他

資格の
種顛 物品の販売

営
業
品
目

201 在服 ・その他繊粒製品姐

202 ゴム ・皮革 ・7'ラ評檀 製品 姐

203 窯業 ・土石製品類

204 非鋏壺属 ・曲属製品類

205 フ才一ム印刷

206 モO他 印刷類

207 図書顛

208 電子出雌抽類

空09 i経 加工品顛

210 車両姐

211 モO他 輸遊 ・搬避機械盟具顛

212 酷舶姐

213 螺料姐

214 家具 ・什盟類

215 一皿 ・産業用概器顛

216 電気 ・通借用機器姐

217 電子計算機類

21S 精密機器顛

21 医檀用櫨盟類

220 事携用櫨盟類

221 モO他 概盟類

222 医薬品 ・医療用品姐

223 亭携用品顛

224 土木 ・建胆 ・建筆材料

227 讐察用装備品姐

228 防衛用装備品姐

22 モO他

以下受付・審査機閏使用禰

資格o
種韻 役務の提供等

営
業
品
目

301 広告 ・宣伝

302 写真 ・製回

303 調査 ・研究

304 情報処理

305 翻訳 ・通択 ・璃記

306 ソフトウニア開弗

say 会場等の惜 り上げ

308 貫貸借

309 藍袖管理等告種保守管理

310 運遊

311 車両整備

312 船舶整備

313 1子 出脹

814 肪衛用荘備品類の登備

315 そ己D他

資椙の
種類 物品の買受 け

営業品目
岨〕1立木竹

釦, そo他

畳付櫨関
コー ド 畳付番号

4

5

5



回

回

回

製造 ・眠 売等 実 糧 世 捺画提壬牌,買 壁錐 ・む,,

①直前々年度分決算 〔功直前年度分決算一

⑲前2ヶ 年闇の平均実績高
年 月から
年 月まで

年 月から
年 月まで

1干円〕 1干円1 1干円}

白己資本顎

来説算詣曜ない増音、軋妃1にro」 甚
記八.瑚 ゆ 温黒{な い●音、岳
に肥,へL、畑r;間等の童韻を記且

来小監由箪一性は四鵠五ムLて 記汎
来計上童岨廿ない場音ro」 を記汎
来半胡曲算o増 音ixz調 甘を足　音
わ甘て1年53と 　てr1',.c〔五1畠記且

区葺
置前決算時

川 〔干円1

訊算世の増瓢翫

咄{干 円〕
台 計

{3)〔 干円〕

[1)払 込資本金一

{うち外国資本〕

画 準備金 ・積立壷一

面 次期繰趙利益1欠損)金一

一

C4)計

外資状 況1:紺 員.概 躰 曲韻に曲ま禍 外匡費柑 お拍心帖 脇 壬蹴 闘 音甜 ず〕

売
理上
由o
曲

1.建 詮 コ ンサ ル タ ン ト

2.斬 詮 会牡 ・休 眠 芸 牡

3.モ の 他 〔音餅 ・牙社等}

乱1 日醤切亮り上げ∬{〕m場音、当てはま
畳瑠由いずれ詮瓦1,にOを ウけ壱

記
計
音
音
岨
産
豊
財

記苦岨豊

の
哺
^
O

童

正
肥
童

員

音

、左
ム

コ
蝸

出
音
福
元
福
切

コ

、場
曲

、
躍
等

童
音

切
切
音

増
畳

本
場
⊥
豊
場

O
増

うよ畳音
黒
と
参
姐
を
豊
項
産
要
員
ム
筑
記
切
薗
曇
請
照
申

貴

の
濫
本
O
崔
O
コ
詣
峠

邑
音
封
菖
五

算
庫
計
惜
縞

払
組

曾
は
個

直
貴
音
宜
詳

E

血
血
耳
』
E
』
E

岳
岳

外 資な し 〔理 朝にOl 1.外 国 範 会 牡 堕宜卿こO〕 2.日 本 国篇 会 牡 塩室脚:o〕 3.日 本国範会社 吃空欄にoヒ‡軸 琳拙 排障卍量蛇州 記澗 値

国名: 国名:

枇 串:恥)

国名:

〔比宰:咄

[国 名:]

〔比 皐:恥 〕

囲

図

組営状況 硫動比車〕

魂動比皐

流 動 資1産{干 円)

恥x100二

流 動 負憤(干 配

碑糞年監を岨記

医 コ 主櫨 備内容

常勤職員の人載

國 碗駄餓

口
阯下の 「再な　士企票」に晶ては讃も場音、子エッウ弔,身Xに 干エッ皇ず壱こc
帝鏑行灘 弍の鋤撒塞たrま出畳5薗 皿2H㎝1以 上部、閣一㎝大藍纏の駈智に■してい乙中小血雷書

帝鏑行麟 弍の緯撒ヱr直出賀層薗の目脅㎝量駄上蝋 盈但武世雷の隅脊に属していゐ中小血礪暫
帝六企謡の盈畳ヱは職曼を望釦てい16智鰍 曼龍監の2冊 冊1を 占曲てい16中巾企躍看
来賢梧富査結県通乱畳に印字され轟企睾壇櫨判定畠使甲されまず

葺小融点帆一位を四拮五汎

[25]詮 備の額 靴 伽 。・繍 髄 、荘遇臨 脚 再肌

[1〕櫨械装置臨 〔干円〕一 面 運 搬具顛(干 円)画 工具モの仙{干 円)
f合 計{干 円〕

来1」一且藍岨等の上 科目にな臣曲櫨ま{畠ξ●音、賞切モo」』に計上

〔岳上詑1丁 廿 「樹品〔:〕割遭 」芒選捉Lた 場音〔ヱ〕弄記A.こ 山と昏は必ず 当監叢種rこ標 も自社O主 な置欄r角宕1壬廿 春ξ茸lf騨 寵1:黒 唱良Lr竜 輩〕に記ALて ぐ}sさ:1、

鳳下丑付 ・審査機閨使用禰

受 付機関
コー ド

壁付番号

5

Cal

①



回 朧 屋轍 又1榊 )法人蓄号〔 ,

(1)罪}革

出来事 和暦〔年月} 詳細

(2)當粟年凱の乖め方の遥駅

いずれか1つ 選択して、

レ点を付けください。

登記のある方は、法人成立の年月日から申請日までの満年敢

個人から法人成りされた場合は緬人の創立年月日から申請日まで満年敬

登記がない方は、創立年月日から申請日までの滴年鼓

その他(合耕・分社・事粟纏渡等の場合。沿ヨ匡に要記入)

く助営寮年融

(1)く功 壱もとに算出し、

記λしてく愕さい.

繭口 年(休 桑柵 がある場含幽 轍 から差し肌 　tC脚

童車曲t満 年融をP5[恐【凋】量昌皐監に皓記す邑こと.

畳付機関
コー ド

以下畳付・審査機閨使用欄

受付番号

右

㎝

刈



回 予算決算乱び童計帝算70条第3号に誼当しないことの誓約

口
当牡 〔梱⊥であ16場 音怯私.団 倖であ6場 音は当 団伸)怯.圭 省 庁峡一 査格 審査に 申口 す愚にあ た り、下記田事 項にOい て誓繭 し吉す.

二の誓 軸が盧偽 であ り、又 健この誓的 に垣 した ことによ り.当 方 が不利 益を甚{1こ とと仁,て も、具 躍健一切 申 し立て ませ ん.

吉た.貴 職にお いτあ璽 と物断 した場 台に、投員 等右 簿に よ り提 出す る当方 の薗人情報 壷警寝に提供 す番 ことについて 同意 します.

:上記 に誓射星び 同意す る場A、 左Oチ ェッ,ボ ックスに干 エ・yケを して くだ さいJ:1

記

1予 算決算盈び葺計哨 〔昭和22年 勅$'165'$〕 第70乗 篤3号に眩当 しない二と,

すなわち、暴力団員によ愚不当な行轟O防 止等に関す愚怯抑 〔平成 且年岳悼篤胃号)篤 詑条第1項 各号に掲【f愚塊①者でない二と
{1〕 指定曇力団員

{2)指 定暴力団口と生計を一にす愚配偶者 〔婚掴的届出を していないが亭実上婚蝸関係と同梯酌事情 にあ馬者を音む。)
{3)法 人モO他O団 俳であって、指定曇力団員』哩モifF.員 になコてい愚も09

{4)指 定曇力団員雌出資、阯資、敗引そO他O閣 倖を通L'.てモ①亭業括動に支配的な彰響力を膚す愚者 〔前号に怯当す局もOを 離く91

以上

役 員等名簿 〔11〕

投職 氏 名{フ リガナ) 性別 生年月日帯葦[1琶で記入

★慢員等椙簿の記,kに 幽此,て 曲薗意亭頑
・怯⊥の場音、当世員等癌簿に肥ハす・臣封象」;豊記亭凋睡明■に咤載されτい凸世員でず。㍉f:.t:1...監丑量lrヒ塩も
代垂書を先彊仁.モo他 は豊肥亭頑置明書の衰示置に記豊{t'さ し㌔
・個⊥事皐主の場音,世 鵬欄rよ省皓可龍と　まず。
・恨員』町}情員の塒音,肚 鵬帽は当触丑鶉員の漸属と琶轍告とし,圭 年H日 は省臨可能とします。
卜豊肥事環旺明魯に咤載さ柑 ≒駐員削申請時1;ずで仁量任等してい壱場音.駐 瞠仁逮任日.庇 宕に壷記事頑駐明嘗仁記軸の匠宕 卜,.」』†を肥み　てく証さい引
姫量員箪症簿ゴ」{雌.皇}壼くな{1」昌割rヒ、 「〔卍ll組:世員等雫1準迫詫[用.ぎ童詫[Lて(ナ::さ1、㌧

以下丑付 ・審垂機閨使用禰

受付櫨関

コー ド
畳付番号

7

㎝

○○



別紙様式第1-2

蛮更届様式 令和1年10月 版

競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)
申請日㌔棚 令和 年 月 日 【申謄瘤情鞭瑠目1

ユ
ユ
ユ
ユ
ユ
ユ
カ
ユ
ユ

遡
灘
儲

蝕鯖
搬

伽

鷺
㎝賢

楚

"藩

麗

棄
,
国
最
血
陶
視
轄
諾

融
融
融
融
融
融
融
融
融

ロ　
ロ　
ユ

ニ

を
ユ

ニ

ロ　
ユ

羅
繕
㎜繕
羅

曲
曲

1
童
曲

金
会

金
童

房
房
事
房
房

房
房
1
1
"
1
1
房
房

房

1
1
臣
臣

臣
臣
1
1

音

臣
臣
大
大

臣
大
大
臣
臣

省
省
六
省
省

大
大

大
大

学
葡
省
皐
通

雛
欄鵜
盤
瀧

昇
吋

真
厚
農
軽
国
瑠
防

皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿

下記の蓋リ居け出をします8
屯歯.こ の爽里届盈質毒付書類の内客について1ま、事寓と相違壮いことを誓約します。

盲祀申請署情輻調ヨを記入L、 代曇蓄日を挿印O上 、

o融 付先を肥入　τく起さい

1.o費 更申罰 を肥λし、2.τ 黄楕審董結県通句書

1一 甕里申請(甑 当す易項目にOを 記入。棲凱ある場合rよモれぞれO項 目にOj

帖 所o童 璽
率1

面画号又は名杵
o童 亜xz

o代 表奢o産 更
別3は 甦頃率ユ

業奢コー ド
資櫓冨丑縞県澗抽書
丑付軍月日帝印.暦 年 月 日

岳人蓄」略

寧 社 住 所
i号Rは 邑柿

化嬰看世聰
穐嬰看 日譜

〒r・ ・''''''''"、・・.∫'㍉

∫ 皇
・ ㌦

重 ～

!1 ∫

㍉瓦

㌧ ノ

__

「砒曇看印1

申請
担当看 ・
代理人

動鴨先 〒
庄耳

晋艮暑若 〔所属各,世 履唱 匡唱{プリ訂ナ}

風暑幅 早〕

TEL F,4)C

,一 ルアドレス 琿届O円 審についτお閏L、音わせ可僥なアドレスを肥7、。任意です.

O麓 争 豊 加 を希 望 す る 地填 、嘗 粟 所
叱モO触 喧査担塾すa、ss所 毛・〒・怯斎 ・醐 ・FAk
を6ず 麗λ寸6二t;

働希望す筍責格O種 類
および當業品●xa

童璽前 産璽挫 宙璽庫月日
上1己江岬譜o謹 亜前o月 畔歪祀λ. 「5'・1ヨ≡可〒」 芒謹亜'当一品場音.齪 個匡帝・弓・.崖 所:71!ゴ ゴ■a.囑「E-、=ar臣≡吋耳一岳):と し憂'.2≡ ≡≡塵計同」 し㍉:一帆o蜜 更o場 言.登F三 薄':

上月己呵 、費 由産亜櫃顎 在 「膏更」';9;.0」 「削昧.o.㌦ ずれ加 で祀 み1裡L可 〕 「害画号 」買二賦晶亦 」を壷更 す畢場音'こ賦7り 寸ゴナ在1寸す 畢こ`:楠1.1要 卑照〕 祀瓢曲南尋霊}転日.謹 亜E,就
「}忙盟青」音豊更す号場冑1:臨71」再ナを付L、r別 転き」を曲ず1己みL、 握出すξこ` 旺日≡祀凡
r震鮭争曇肛を物置す号控堀1嘗 婁所」且び'五 ・蔚置す号貢些o租 顎お`び 暫巣品目」を豊更ず愚

一 一

孔:一一rF'に',二 τ'‡申輯EI≡1旧 λ

場曹.モ れT「 馴輯1」r別 繕2」 を記 みL.捷 出ず 岳こと

機械装置等o口 蜘勤において、 「物品曲製造」を新たに迫加す・ら場合由鼻、下記墳目壷記λ

櫨櫨装置額 〔干円〕 違搬具額 〔干円) 工員モO他 く二F円) 台 計 〔千円)

藩付書慨 傭 付した書頻にO印 を記入,
責枯畜壷結果通知書 〔写)辛 曲調 LL..餉 冊 耳 コ1:1:x・ 最 帰 丁 鳶 靴 い 珊 音1.L、 再 蛇 軒 届 芒 罰 匡:11引T巴 τ{'ゴ 」 し、.

【岳人〔b再】壁記事壇柾明書 【写} 眠i」-1五:餐 ゴ,い丁7由 芒産髄す剤船 面:亘
佃 人o再 】書可踊目o辞 血、循書師 旧}恥 ゴ〒1腎1二:軌岬 縦 ・存酵甲丁凸堰音鼻燗

直咀o財 霧晶曇類{写 〕 高骨1:Eいz ,陶 刷 耶 山」を新':・:湿並L':堺 音[岡
x',三 ‡1:甘 「.雨 号呈IJ雫1群舳旧 争勢加芒卑望す轟均」置に膏言オ㌦畢:督彦.

is【 個五】脾仁曇揖酔産里'i不 可.ゴ.r_r..、.}睦 ・咄品腓卸肯可.:
洲 置椎由権頃ゴ出 加・:据いτ書きき#'.'a:い堤自畠署にu..沈 歪1」禧:を 駐伺

モの他 最付 書輔 く曲当す」6項目にO印 壱記入}

萱旺賦 叶七珊申胴o場 自曲須)

井字冒 【申鯖陶容に外字都言まれ岳場告凸噸}

一!i川1隅此1司時に行一罰二{曜 さ許 棺腰 ・調 ・Lて引組1芒1副 七

帝置樺署査輪早遇剤書脾仲而口量翫幕項口閑書1:傾ユ由仲所と亀り吾す,

2、 貴格喜 査結 果遁知書 蓬付詫 輔1.百 た1証.'二〇印 を記入〕

以下畳付 ・審査機関使用欄

墨付機 関コー ド 畳付番号 審査担当者

Cal

CO



(別紙1)競 争参加を希望する地域、営業所(変 更後の内容を記載すること)

〔巌複数記入可能)糸 地域別#書旦当連緯先

工喪更 ・過加 ・剛昧}

を祀入す岳こと粥'

営 業 所 等 名 称

{車 社 崔吉 む 帯21
T 所 在 地3 連 絶 先

北海道
TEL:

F且K:

東北
TEL:

F且K:

関東

甲信越

TEL:

F且K:

東海北陸
TEL:

F且K:

近搬
TEL:

F且K:

中国

TEL:

F且K:

四国
TEL:

F且K:

九州
沖編

TEL:

F且K:

削 駈に還捉 　t堆 調 ・2革 社雌担当す岳場雪、商号 朔3本 社生所{登 肥耳項証明10性 所,丘 ・1理性肝と属#毛 場書噛現生所豊隠入O上 、市尾に1現 生所〕・を 藍{市 卜1畳番一渦番一番号1
璽撃所1こ 、豆 豆 白曹な1†れ 里'註弔称 〔藍 社 毛寄〕・壱芒晴 せ

ば、空 梱'こす 亜:≧.ず'こ 雪己入

「,:ナ岳

曼付櫨関コー ド

以下曼付 ・審査機関使用欄

受付番号

・

　



〔別紙2)希 望す る資格 の種類 、営業品 目(変 更後の内容を記載す ること)

(...複 数 記 入 可 能)

資格仰

種類哩 物品の製造

営
業
品
目
帯

101 底服 ・モO他 繊誰襲品類

102 ゴム ・庇 革 ・7'弘 智,製 品 畑

103 窩 粟 ・土石製品類

104 非rn属 ・虚属 製品類

105 ヲオー ム印島

105 モの他印刷類

107 図書類

108 電子出脹吻類

109 紐 ・紐 加工品類

110 車両類

111 モ山他輸遷 ・搬遣機械器轟類

11呈 船舶類

113 儲料類

114 寂具 ・什 器類

115
一股 ・産桑用機器 姐

115 電 気 ・通 信用機器 姐

117 電子計算機類

118 精密機器類

119 m用 機器類

12⑪ 事務用機器類

121 モの他機器類

12呈 匿薬 品 ・匿瞭用 品顛

1ユ3 事霧用品類

1量4 土木 ・建 設 ・建 筆材料

1量7 警察用蛙備品類

12B 防衛用蛙備品類

129 モの他

資格仰

種類哩 物品の販売

営
業
品
目
帯

XO1 底服 ・モO他 繊繕襲品類

XO2 ゴム ・庇 革 ・7'弧 刊,製 品 嶺

XO3 窩 粟 ・土石 製品類

XO4 非蝕虚属 ・虚属製品類

XO5 ヲオー ム印 島

205 モの他印刷類

四7 図書類

XO8 電子出脹吻類

SOB 紐 ・紐 加工 品類

X10 車両類

X11 モO他 輸遷 ・搬遣機械器轟類

212 船舶類

X13 儲料類

X14 寂具 ・什器 類

X15
一股 ・産桑 用機器 姐

E15 電 気 ・通信 用機器 姐

X17 電子計算機類

X18 精密機器類

X19 m用 機器類

呈20事務用機器類

X21 モの他機器類

X22 医 藁 品 ・:一 用 品 類

X23 事覇用品煩

224 土木 ・亜誰 ・嬉美材輯

227 董禦用叢備品煩

X28 肪衛用袈備品煩

X29 モO他

資格仰

種類唖 役務の提供等

営
業
品
目
粥

301 広告 ・宜伝

302 写真 ・製園

303 調査 ・研究

304 情報処理

305 圖訳 ・通訳 ・速 記

305 ソヲ トウ ニア開 尭

307 会場等の借り上げ

308 賃貸借

30B 建吻管理等各種保守管理

310 運道

311 車両登備

312 船舶登備

313 電子出脹

314 晴衛用装備品類の登備

315 モの他

費格の
種類哩 物品の買受け

暫業品目
型

401 立木竹

402 モの他

鞭 既'二出 銅 し'〔い 岳資 耶牛 宮 輩品 巨'二直更ザ な:a
几 ば 、空欄'二 し くだ さい、遣 加 掌阜o甚 託 入 し、帥.

時 な 桑▲ 甚託入 し'〔4丁≡さ し、、

以下受付 ・審査櫨関使用欄

受付機関コー ド 受付番号 審査担当者

6

1



(別紙3}予 算決算及び会計令第70条 第3号 に該 当しないことの誓約

口
当社(個 人である場台は払、団体である場台は当団体)は 、皇省庁航一資桔審査に申請するにあたり、下記の事項について誓約します.
この誓約が虚偽鷲おリ、又はこの誓約に垣したことにより.当 方が不利並を櫨ることとなっても、具隣は一切申し立てません。

また、貴職において0と 判断した場合にr投 員等名幕により提出する当方の個人惰報を讐寮に提供することについて同意します。
〔上記に誓約及び同意する場合、左のチェ・ンクF5ックスにチェ・ンウ壱してください、〕

記

1予 算決算瓦び会計音 〔昭和22年 勅音第155号)笠70無 算3号 に峡当 し心い二とd
すむわち、曇力団員による不当な行為の晴止等に閏す る法樟 く平3年 法律箆刀号)露 麗魚箒1項 各号に掲げる庚O者 で杜いこと

(7,指 定曇力団員
(2}指 定曇力団員と生計を一にする配偶者(婚 姻の届出をしてい杜い廿事実上婚姻関係 と同柿の事情にある者を舎 む6,

(3}注 人モの他の団体であって、指定曇力団員がモの役員になうているもの8
(4)指 定曇力団員が 出資、融資、取 引モ山他の関係を通 じてモの事業活動に支配的な影響力を有する者 〔前号に腰当す るもOを 昧 くa}

以上

役員等名簿(1/〕

投脱 氏 名{フ リガナ 〕 性別 生年月日張和暦で記入

★設員尋毛簿o記 入1:当た,てo留 意耳項
・岳みO場 台、当世員等呂傳1:配 入す岳射豊は畳記事項証明書に記賦 さ札てい岳世員'【}す.帯七巨L .竺 壷世け軸く.

f忙衰者を先耶に、モo他1‡量配事項証明書o衰 景隔に記載`f;さ い、
・個人畢粟主O場 告、設脚欄1ま省略司龍とします,
・設員由4曲覇員o場 音,世 職欄は当臨曲覇員o所 属 と世撒唱とし、生年月日1車省略可龍とします、
・空配畢頃旺明書r二記載さ耽 た蛮員廿申請時にすで仁偲岳等 　てL、壱場o.世 購に岨旺日、底呂に査配畢頃旺明書1二記載O丘 毛 ・フ1」ガナ壱記入 しτ:く起さい.
南世員等唱踊崩 毛よ・屡 くな再噛曹1志.「 岬駈 苫a;世 員等名薄温肛同」≡珀:.o;.く 琶さい,

以下曼付 ・審査機関使用欄

受付機 関a一 ド 受付番号 審査担当者

6

2



別紙様式第1-3

再兜行届標式 令和1年70月 脹

一般競争{指名競争)参 加資格審査結果通知書再発行届{物 品製造等)

申請 目㌔F咀 令和 年 月 日 【甲請書情鵯嘔目】

ニ
ニ
ニ
ニ
ニ
ニ
コ　
ニ
ニ

購
轡
稲

鵜
轡
搬

霧
甜
悪

臣
計
匿

磨

図
矯

な

委

懸
騨
解

桑
夢
国
量
倉
内
覗
紺
濫

皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿
皿

轟
椚轟
h轟
椚
昌
椚ー

轟
一轟
h
轟
h昌
椚

誹

謀
隔

匿

轟

計
計
計
計
ー
計
計
計
計

愈
倉
1
愈
曲

愈
動

動
曲

房
房
事

肩
肩

房
房
1
1
●
1
1
房
函

房

冒
冒
臣
臣

臣
臣
冒
冒

官

臣
臣
六
六
臣
大
大
臣
臣

省
省
‡
省
省

‡
‡

‡
‡

学
働
告
粟
通

省
省
科
轟

霞
憂
省
省

覇
噛
部

畠
綜
済
土
境
荷

卦
財
宜
厚
履
艦
図
周
賄

盈
鼠
歴
鼠
鼠
厭
盈

下記曲通 り屑け出をします、
なお.こ 曲再亮朽眉盈雌毒付書獅O内 喜については、事裏と相遮ないこと査誓約します、

右祀甲請霜惰報項目査肥入 　、代曇霜日を胃印由上、1.O属 聾行申腸を記八L、 且.で費楯審畳結果遁匂
書o沮 ノ寸丑を肥入 　て{ゼ さL、

業奮コーk

濫A書 号

車 社 住 所
闇号RI圭呂再
偉曇君投鳳
偉曇君馬 名

.1._

〒"門"凡'・/＼

fk

ゴ1

:

叱9{

f
、 ノ

.」

[壮異書印]

申請

担当奮 ・
代理人

劃囑先 〒
憧所

音帽署 唱 用r邑 唱1世 ■唱 氏唱 〔ブ リ訂ナ〕

氏告慨 字」

TEL FA且

メー1Lアwレス 蝉嗣O円 智に,い τお閏い音わせ可能甘アFレスを記み。任意督丁,

モO他 輩付書類 く餉当す石項目にO印 を記入)

以下 畳付 ・審査機 閲使用欄

畳付機閨 コー ド 受付番号

①

ω
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別紙様式第2-1

委

陸上自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

任 状(入 札 等)

住 所

会 社 ・名

代表者名

担当者名

連 絡 先

令和 年度の入札等について、入札書又は見積書の提出に関 し、

令和 年.月 日か ら令和 年 月 日までの問、

を代理人 と定め、下記権限を委任 します。

なお、委任解約 した場合には連署の上、お届け します。

記

1

2

3

入札書提出の件

見積書提出の件

その他上記委任事項に関する一切の件

令和 年 月 日

委 任 者

受 任 者



65

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

別紙様式第2-2

委 任 状
年 月 日

陸上自衛隊○○○○○○

000000

月年

般

和

今

令

殿

日から令和 年

を代 理 人 と定 め、

住 所

会 社 名

代表者名

担当者・名

連 絡 先

について、

月 日までの間、

下記権 限 を委 任 します 。

なお 、委任 解 約 した場 合 には連 署 の上 、届 け 出ます 。

記

1

2

3

4

5

6

7

8

入札書提出の件

見積書提出の件

契約締結の件

物品納入の件

代金請求の件

代金受領の件

復代理人選任の件

その他上記委任事項に関する一一切の件

令和 年 月 日

委 任 者

受 任 者
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注1押 印を省略す る場合 には担 当者名及び連絡先 を記載す ること。

2委 任事項 中不要 の箇所 は抹消す ること。

別紙様式第3-1

公 募 契 約 希 望 申 請 書

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

地

名

名

名

先

在
社
鎗

絡

所
会

代
担

連

当社は、○○○○○○公示第 号(令 和 年 月 日)の 下記 の登録番 号

の品 目に関 し、関係資料を添 えて、応募 します。

なお、公示内容を承諾 し、遵守事項等に違反 しないことを誓約いた します。

記

C
NO 登録番号 NO 登録番号 NO 登録番号 NO 登録番号 備考

添付書類
1競 争参加 資格審査結果通知書(写 し)

2納 入実績一覧表

3設 備 及び体制等 を証明す る書類(組 織 図、安全体制等)

4法 令等 の規定 に基づ く許認可等 の取得状況(写 し)

5秘 密等 を取 り扱 う場合 は、保全体制を証する書類等

6再 委託業者 に業務 を委託す る場合は、再委託(予 定)企 業一覧表

*添 付す る書類のみ を記述す る(た だ し、本用紙 をそ のまま使用する場合には、

添付 しない書類については取消線を引くものとする。)。
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注:押 印を省 略す る場合 には担 当者・名及び連絡先 を記載す ること。

別紙様式第3-2

公 募 契 約 辞 退 申 請 書

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

地

名

名

名

先

在
社
鎗

絡

所
会

代

担
連

当社は、○○○○○○公示第 号(令 和 年 月

の品 目に関 し、下記 の理 由で辞退致 します。

日)の 下記 の登録番 号

記

C
NO 登録番号 NO 登録番号 NO 登録番号 NO 登録番号 備考

辞退理由

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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別紙様式第4

年 月 日

同 等 品 判 定 依 頼 書

分任支出負担行為担当官

(分任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

所 在 地

会 社 名

代表者名

担当者名

連 絡 先

下記の応札(見 積)予 定物品が調達要求物品と同等であるかを判定願います。

記

計画実施番号 調達要求番号 品 名 仕様書 カタログ品名 同等品製品名

添付書類等:

(カタ ログ等諸元 が判 断可能 な もの)

年 月

(会社名)

(代表者氏名)殿

分任支 出負担行為担 当官(分 任契約担 当官)

陸上 自衛 隊○ ○○○ ○0

000000

同 等 品 判 定 結 果 通 知 書

上記応札(見 積)予 定物 品につ いて、次 の とお り判定す る。

判 定:同 等 品 と して 承認す る。

承認 しない。

上記申請について、次のとお り確認 した。

日

分任物品管理官等記入欄 要求元記入欄

要求元の所見を確認 した。

確認年月 日:

仕様及び物 品番号 ・品名 との適合を確認 した結果

同等品として(認 める ・認 めない)

確認 年月 日:

確認 者所属 ・階級 ・氏名:

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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別紙様式第5-1

保 管 金 提 出 書

第 号

金 額 ¥

由

号
号

名

番
番

事

求
栖

要
旛

出

実
達
約

提

調
契

品

入 札 ・落 札 年 月 日 年 月 日

入札場所

契約金額
入札

上記金額を 保証金 として提出 します。

契約

内 訳 現 金

小 切 手

也

也

円

円

年 月 日

住 所

氏 名

陸上自衛隊○○○○○○

歳入歳出外現金出納官吏

000000 殿

受 入

年 月 日
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別紙様式第5-2

保 管 金 受 領 書

第 号

金 額 ¥

保管に事由

年 月

調 達 要 求 番 号

契約実施計画番号

日 入札

入札

の 保証金 として

契約

上 記金額 を領 収 しま した。

年 月 日

殿

陸上 自衛 隊○○○○○○

歳入歳出外現金出納官吏

000000

上 記 の金 額 の払渡 しを請 求す る。

年 月 日

住所

陸上 自衛隊○○○○○○

歳入歳出外現金出納官吏

○○○○○○ 殿

氏名

上 記 の金 額 を領 収 しま した。

年 月 日

住所

陸上 自衛隊○○○○○○

歳入歳出外現金出納官吏

○○○○○○ 殿

氏名

支払



保管金振込書
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年 月 日

別紙様 式第5-3

保 管 金 領 収 証 書

第 号

圖
金額

上記の金額 を

の保 管金 と して振 込 みま した。

年 月 日

住所

振込人

氏名

日本銀行○○代理店 御 中

圖
第 号

金額

上記 の金額 を領 収 しま した。

年 月 日

日本銀行○○代理店

陸上 自衛隊○○○○○○

歳入歳出外現金出納官吏

000000 殿

A列:6番
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別 紙様 式第6-1

保 険 証 券 提 出 書

第

金

号

額 ¥

提 出 事 由

調 達 要 求 番 号

契約実施計画番号

品 名

入 札 ・落札年 月 日 年 月 日

入札場所

契約金額 ¥

上記 の入 札 ・契約保 証保 険証券 を提 出 します。

内 訳

保険証券

名

問

社

自

至

会険保

期

D

勿

く

く

年 月 日

年 月 日

年 月 日

住 所

氏 名

陸上自衛隊○○○○○○

有 価 証 券 取 扱 主任 官

殿

受 入

年 月 日
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別 紙様 式第6-2

保 険 証 券 受 領 証 書

第 号

保 険 証 券 金 額 ¥

保険証券及番号

保 険 会 社

調 達 要 求 番 号

契約実施計画番号

品

期

名

間 自

至

年 月

年 月

日

日

上 記 の保 険証 券 を入 札 ・契約保 証金 として受領 しま した。

なお 、保 証債 務消滅 後 は契約担 当官 等 におい て消滅 手続 を と ります ので 、御

了承 くだ さい。

年 月 日

陸上 自衛隊○○○○○○

有価証券取扱主任官

殿
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別紙 様式 第7-1

保証事項 に関する届出

年 月 日

陸上 自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

住 所

銀 行 名

代表者名

担当者名

連 絡 先

当行 の保 証事 項 につい ては 下記 の とお り定 めたので お届 け します 。

記

1連 帯保証人

住所 銀行名 役職氏名

2保 証の種類

(1)契 約 保 証 金 に変 わ る担 保 と して の 連 帯保 証

(2)前 金 払 等 の担 保 と して の 連 帯 保 証

添付書類

履歴事項全部証明書

注1押 印 を省 略 す る場 合 に は担 当者 名 及 び連絡 先 を記 載す るこ と。

2保 証 の 書 類 中 、 不 要 箇 所 は抹 消 す る こ と。

3連 帯 保 証 人 が 代 表 権 者 で な い 場 合 は別 紙様 式 の委任状 を添 付 して く

だ さい。
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別紙様 式 第7-2

契約 保 証 金 等 に関す る委任 状

年 月 日

陸上 自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

住 所

銀 行 名

委任者名

担当者名

連 絡 先

今般 、受任 者 を代理 人 と定 め、

につ いて

下記権 限 を委任 します。

なお 、委任 解約 を した場合 には連署 の上 、届 け出ます。

記

-
⊥

2

3

契約保証金 に変わ る担保 として連帯保証の件

前金払い等の担保 としての連帯保証の件

その他上記委任事項 に関す る一切 の件

上記権限について受任 します。

住 所

銀 行 名

受任者名

注:1押 印 を省 略 す る場 合 に は担 当者 名 及 び連絡 先 を記 載す るこ と。

2委 任 事 項 中不 要 の 箇 所 は抹 消 して くだ さい。
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別紙様 式 第7-3

契約保証金支払に関す る連帯保証状
収入印紙

○○ ○○(以 下 「甲 」 とい う。)と ○ ○ ○ ○(以 下 「乙 」 とい う。 との 間 に お

け る 下記 第1号 に掲 げ る 契 約 の 締 結 に 当 た り、 乙が 甲 に納 付 す べ き契 約保 証

金 円に代 え、 この保 証状 を差 し入れ し、 万一契約 不履行 の場 合 にお いて

は、 乙及 び保 証 人 が連 帯 して契 約保 証金 納 付 の責 に任 ず る こ とを確 約 い た し

ます。

記

1契 約 の 主 た る 内 容

調 達 要 求 番 号

契約実施計画番号

契 約 代 価

納 入 品 名

納 入 数 量

納 入 先 部 隊 名

納 期

2

3

4

保証の限度

保証期間

支払期限

5支 払場所

6そ の 他

年

金 額 金 円

契約 の履行 が完 了す る 日まで

甲が保 証 人 に対 し納入 告知 書 を もって この連 帯保 証債務 の履

行 を請求 した 日(請 求 を発 した 日)か ら当該 納 入 告 知 書 に指

定 され た 期 限

甲が前 号 の告 知書 に指 定す る 日本銀 行 の本 店 、支店若 しくは

代理 店又 は収入 官 吏

この連帯保 証状 を甲に提 出 した後 におい て、 この保 証 に係 る

第1号 の 契 約 が 変 更 され た 場 合 にお いて も保 証人 は これ を も

って 甲に対 し、保証債 務 の履行 に関 し一切 異議 を申 し立て る

こ とがで きない。

月 日

主たる債務者(乙)

連帯保証人

陸上 自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿
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別紙様式第8

入

見

札

積

書

書

金額¥

品 名 規 格 単位 数 量 単 価 金 額

納 入 場 所 納期

入札(契 約)保 証 免 除 入札(見 積)書 有効期

上記 の公告 又 は通 知 に対 して 「入 札及 び契約 心得 」及 び 「標準 契約 書等 」

の契約 条項等 を承諾 の上、入札 見積 りいた します。

また、当社(私(個 人 の場合)、 当団体(団 体 の場合))は 「入札及 び契約 心得 」

に示 され た暴力団排除に関す る誓約事項について誓約いたします。

年 月 日

分任支出負担行為担 当官(分 任契約担 当官)

陸上 自衛隊○○○○○○

000000 殿

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

連 絡 先

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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別紙様式第9

随意契約への新規参入申込書

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

000000 殿
住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

連 絡 先

当社は、○○○○○○○○○○○が行 う随意契約への新規参入の申込みについて

(○○○○○○公示第 号。令和 年 月 日)の 対象契約 一覧表掲載番 号

の品 目に関し、新規参入の申込みに必要 となる要件を満た しているので、証明す る書

類を添えて応募いた します。

添付書類:

※ 要件 を満 たす ことを証 明す るために添付す る書類の・名称 を記載す る。

注:押 印 を省 略 す る場 合 に は担 当者名及 び連絡先 を記載す ること。
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前 金 払 申 請 書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

000000 殿

年 月 日に締結 した

条により、下記のとお り申請いた します。

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

別紙様式第10-1

年 月 日

契約に係わる、前金払に関する特約条項第

記

契 約 内 容

契約番号 納 期

契約件名 納 地

契約金額
前 金 払

割合

契約数量 金額

担 保 預 託 銀 行

担保物件名 銀 行 名

保証銀行名 住 所

住 所 代 表 者

代 表 者
別 口 口座

番 号

保 証 額

保証期 間

内 払 金 使 途 内 訳 事 由

費 上記契約履行のため左記支 出金に充当す

る。
費

費

計

注1押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
2担 保欄は担保物件により必要事項を記入する。
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別紙様式第10-2

前 金 払 担 保 提 出 書

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

所

名
名

名

先

社
聾

絡

住
会
代
担
連

下記前金払担保を提出します。

記

第 号

担保の種類

前 払 金 額

預金証書の種類
及 び 金 額

提 出 事 由

契 約 番 号

品 名

契約年月 日

契 約 金 額

納 期

保証(預 金)銀 行名
並びに所在地

保 証 金 額
¥

(預金証書等の場合は、預金証書金額)

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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別 紙様 式第10-3

前金払担保提供免除申請書

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

日に締結 した年 月

より、下記のとお り申請いた します。

所

名
名

名

先

社
聾

絡

住
会
代
担
連

契約に係わる、前金払に関する特約条項第 条に

記

1契 約 番 号

2契 約 件 名

3契 約 金 額

4免 除の条件

資 本 金 ¥

過 去5か 年
の 契 約 実 績

年度

年度

年度

年度

年度

直前決算におけ
る繰越欠損金

直前2か 年の

株 式 配 当

年度
株式配当性向

株式資本配当率

年度
株式配当性向

株式資本配当率

添付書類:免 除の条件が証明できる営業報告書等及び契約一覧表

※ 同一年度に提出実績があれば添付書類は省略できる。

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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別 紙様 式第10-4

前 金 払 使 途 明 細 書

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

年 月 日に締結 した

よる前金払の使途明細は、下記のとお りです。

所

名

名

名

先

社
聾

絡

住
会
代
担
連

契約に係わる、前金払に関する特約条項第 条に

記

1契 約 番 号

2契 約 件 名

3契 約 金 額

4前 金払金額

5使 途

使 途 明 細 内 訳

使 用 目 的 支 払 先 支 払 金 額

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。



第

担保の種類

号

前 金 払 担 保 受 領 書

・

別 紙様 式第10-5

金額 ¥

保管事由 年 月 日 契約番号 第 号

品名 の前金払による。

保証(預 金)銀 行

並びに所在地

主たる債務者(預

金者)住 所氏名

保証年月 日 年 月 日

上記前金払担保を受領 しました。

年 月 日

殿

上記担保の払戻を請求 します。

年 月 日

住 所
氏 名

殿

上記担保受領 しました。

年 月 日

殿

住 所
氏 名



部 分 払 適 用 申請 書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

1

2

3

4

5

6

標記について、下記のとお り申請 します。

契約実施計画番号:

品 名:

契 約 納 期:

理 由:

支 払 回 数:

納 品及び請 求予定:

記

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

添付書類:

注:押 印 を省 略す る場合 には担 当者名及び連絡先を記載すること。
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別 紙様 式第11

年 月 日



・

別 紙様 式第12-1

短期債権譲渡承認申請書
年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

住 所
会 社 名 乙(譲 渡人)

代表者名
担当者名
連 絡 先

△△△株式会社(以 下 「乙」 とい う。)と □□□株式会社(以 下 「丙」 とい う。)

との間にお いて、 「債権譲渡承認書」による分任支出負担行為担当官(以 下 「甲」 と
い う。)の 承認 がな され ること及 び下記 の○○○契約条項第○○条によって作成 され

る受領書を乙が受領す ることをその契約の効力発生の条件 とす る 年.月 日付 ○

○債権譲渡基本契約(以 下 「債権譲渡基本契約 」 とい う。)に 基づ き、 乙は、○○○

契約 に基づ く代金債権(以 下 「譲渡対象債権」 とい う。)を 丙に譲渡す ることと した
いので、○○○契約条項第○条第○項第○号により承認 を得たく申請 します。

譲渡対象債権の丙への支払については、従前 どお り○○○契約条項第○条第○項に
より、契約物品の全体の完成、納入及びその確認 を条件 としてなされ るものとしま

す。
また、同契約条項による代金の請求は、債権譲渡基本契約により乙が丙の代理人 と

して請求及び受領 させていただくものとします。ただ し、債権譲渡基本契約に定める
一定の事由が発生 した場合には

、乙の丙に対す る権限は失われますので、その旨、丙
より甲に対 し通知 された後においては、直接丙にお支払いください。

なお、甲に対 しては、譲渡対象債権に係 る契約の契約条項(当 該条項 に基 づ く変 更

契約 に係 るものを含む。)以 外 の責任 を求めない こと、○○○契約条項に規定され る
乙の契約不適合責任は、従前 どお り乙が継続 して負担す るものであること及び債権譲

渡に係 る○○○費用については、乙の負担であって甲に負担を求めることはないこと
を申し添えます。

記

1甲 と乙の間で締結 され た

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

調達要求番号
契 約 件 名
納 期

契約行為番号
契 約年月日

2譲 渡債権額

(1)契 約 代 金 額

(2)(一)前 金 支 払 額

(3)(一)既 譲渡債権額

(4)差 引 譲 渡 債 権 額

3丙 の氏名 、住所 、連絡先

年 月 日付○○○契約

金
金
金
金

円

円

円

円

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。



i・

別 紙様 式第12-2

短期債権譲渡申請添付書類

1債 権譲 渡 先 が第5章 第1項 第2号 イ(ア)の 会社 であ る場合

(1)乙 丙 間の債権譲渡基本契約書 の写 し

(2)丙 が譲渡先 の要件 に該 当 してい ることを証明す る書類

ア 発行 日から3か 月以 内の登記事項証 明書又 は資格証明書

イ 有価証券報告書の写し

ウ 債権譲渡先に関す る質問及び回答(適 格機 関投資家 の子会社又 は関連会社で

あるときに限る。)

細部 につ いては、別紙様式第12-3の とお り。

(3)乙 に よる短期譲渡対象債権 の特定 に関す る確認書

細部にっいては、別紙様式第12-4の とお り。

(4)格 付機 関の 「レーテ ィング レター 」

2債 権譲渡先 が第5章 第1項 第2号 イ(イ)の 会社で ある場合

(1)乙 丙 間の債権譲渡基本契約書 の写 し

(2)提 携 してい る適格機 関投資家 につ いての次の書類

ア 発行 日から3か 月以 内の登記事項証 明書又 は資格証明書

イ 有価証券報告書の写し

ウ 格付機関の 「レーティングレター」

(3)譲 受人 につ いての書類

ア 発行 日か ら3か 月以 内の登記事項証 明書又 は資格証明書

イ 提携 している適格機関投資家 との間で締結 された次に記載の契約に係 る書類

の うちのいずれかの写し

(ア)次 のいずれ かの契約 で信用 を補完す る契約

a流 動性補完契約

特別 目的会社(以 下 「SPC」 とい う。)に 、一時的な資金不足 が生 じ

た場合、金融機関がSPCの 資金 を補 うことを内容 とす る契約をい う。

b信 用補完契約

SPCに 、譲渡債権 の債務者 の倒産等 に起因す る回収不能による損失が

生 じた場合、金融機関がSPCの 損失 を補填す ることを内容 とす る契約 を

い う。

cバ ックア ップ ライ ン契約

a又 はbの 別称

d保 証契約

スキー ムを組 み立てた適格機関投資家(又 は譲渡人)若 しくは第 三者

(スキー ムを組 み立てた適格機 関投資家以外の適格機関投資家)が 、SP

Cに 発生す る損失 につ き保証 し、投資家には損害を与えないことを内容 と

す る契約をい う。

eそ の他名称 の如何(い かん)を 問わずaか らdま での契約 と類似 の内容

を含 む契約

(イ)次 のいずれ かの金銭 の融資 を内容 とす る契約

a銀 行取 引約定書



・

銀行の与信(手 形貸付 、手形割 引、当座貸越 、証書貸付等)の ル ール を

定 め ることを内容 とす る。

b金 銭消費貸借契約

与信(貸 付等)を 内容 とす る契約 をい う。 ただ し、借入金 を弁済す る際

に、返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定す ることに合

意 した内容 とす る。

cそ の他名称 の如何 を問わずa及 びbの 契約 と類似 の内容 を含 む契約

(ウ)管 理委託

a管 理業務委託契約

SPCの 事務管理及 び運営 にっ いて定めた内容の契約をい う。

bそ の他名称 の如何 を問わずaの 契約 と類似 の内容 を含 む契約

(エ)組 成助言

a財 務 ア ドバイ ザ リー契約

適格機 関投資家がSPCに 対 し情報提供又 はア ドバイ スす る事項(譲 受

債権 の内容及び スキー ムの構築)に つ いて定めた内容 の契約 をい う。

bそ の他名称 の如何 を問わずaの 契約 と類似 の内容 を含 む契約

ウ 債権譲渡先に関す る質問及び回答

細部については、別紙様式第12-3の とお り。

(4)乙 に よる短期譲渡対象債権 の特定 に関す る確認書

細部については、別紙様式第12-4の とお り。

(5)格 付機 関の 「レーテ ィングレター 」(適 格機 関投資家 の子会社又 は関連会社で

あるときに限る。)

注1「 レーテ ィングレター」 とは、債権の格付けを証する書類で、信用格付業者が

発行するものをい う。

注2「 信 用格付業者」 とは、金融商品取引法(昭 和23年 法律第25号)第66条

の27の 規 定に よ り内閣総理大臣の登録 を受けた者をい う。



ii

別紙様式第12-3

短期債権譲渡先に関する質問及び回答

質問:貴 社 は、適格機 関投資家 の子会社又は関連会社ですか。

回答:は い、いいえ

1「 はい」の場合

質問 どの適格機関投資家の子会社又は関連会社ですか。

回答 適格機関投資家の名称:

適格機関投資家が所有する貴社の株式の割合:

2「 いいえ」の場合

質 問 貴社 は、特 定 目的会社又は特別 目的会社に該当 しますか。

回答 該当す る、該当しない

「該当す る」の場合

設問(1)慈 善信託 が実質 的な株 主にな る等 により、スキームの関係者 との

資本関係が分離 されていますか。

回答(1)は い、いいえ

設 問(2)債 権譲渡会社 と無 関係 な者 が株 主になる等により、スキームの関

係者 との人的な関係が分離 されていますか。

回答(2)は い、いいえ

設 問(3)ス キー ムの関係者 であ る貴社 の債権者、株主及び取締役 と貴社が

破産 申立禁止の特約を合意す る等 自己破産などの申立てができない

仕組みになっていますか。

回答(3)

設 問(4)

回答(4)

設 問(5)

回答(5)

はい、いいえ

第三者への株式の譲渡が制限されていますか。

はい、いいえ

提携 して緊密に業務を行 う適格機関投資家はどの社ですか。

適格機関投資家の名称:

子会社 、関連会社 、特 定 目的会社又は特別 目的会社の名称及び担

当責任者氏名:

署名:

適格機 関投資家 の社・名及 び担 当責任者氏名:

署名:
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別紙様式第12-4

短期譲渡対象債権の特定に関する確認書

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

000000

年 月

殿
住 所

会 社 名 乙(譲 渡人)

代表者名

担当者名

連 絡 先

日付短期債権譲渡承認申請書に係る譲渡を行おうとする債権の金額

は 、 下記 の とお りです 。

¥

ただ し、 年 月
一部)に 係 る請求債権

1調 達要求番号

2契 約 件 名

3納 期

4契 約行為番号

5契 約 年.月 日

6契 約 代 金 額

日付で○○○契約を締結 した下記契約の代金の全部(又 は

記

(内訳)

(1)契 約 代 金 額(A)¥

(2)前 払金受領済額(B)¥

(3)部 分払受領済額(C)¥

(4)譲 渡対象債権額(A-B-C)¥

注:押 印を省 略す る場合 には担 当者名及び連絡先 を記載す ること。



・'

別紙様式第12-5

短期債権譲渡確認事項

1債 権譲渡先 が第5章 第1項 第2号 イ(ア)の 会社 である場合

(1)受 領 検査調書の確認

(2)債 権譲渡 申請書 を3部(甲 ・乙 ・丙)

(3)適 格機 関投資家 について の確 認事項(次 に該 当す るこ と。)

ア 証券会社 、銀行 、保 険会社 、その他 の適格機 関投資家

イ 適格機 関投資家 の了会社又 は関連会社 の確認

(ア)子 会社の場合

適格機 関投資家 が、株式 の50パ ーセ ン ト以上を保有 している等意 思決定機 関を支

配 している会社

(イ)関 連会社 の場合

適格機 関投資家 が、株式 の20パ ーセ ン ト以上50パ ーセ ン ト未満 を保有 してい る

な ど重要 な影響 を与 えている会社

(4)株 式会社の監査等 に関す る商法の特例 に関す る法律第2条 の規定 による監査 を受 けた会

社で ある旨の確認

ア 資本金5億 円以上又 は最終 の貸借対照表 の負債 の部 が200億 円以上 の株式会社

イ 監査役及 び会計監査人 が業務監査及び会計監査 を実施 してい る会社

確認 した書類等:

(5)格 付機 関によ りAラ ンク以上(短 期債務格付 の場合はAラ ンク相 当以上)の 格付 を受 け

てい る会社

格付会社名:

格付 ラ ンク:

(6)債 権譲渡先 に関す る質 問及び回答の確認(適 格機 関投資家の了会社又は 関連会社で ある

ときに限る。)

細部 につ いては、別紙様式第12-2の とお り。

2債 権譲渡先が第5章 第1項 第2号 イ(イ)の 会社である場合

(1)検 査調書の確認

(2)債 権譲渡申請書を3部(甲 ・乙 ・丙)

(3)提 携 している適格機 関投資家の確認事項(次 に該当すること)

ア 証券会社、銀行、保険会社及びその他の適格機関投資家

イ 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条 の規定による監査を受けた

会社である旨の確認

(ア)資 本金5億 円以上又は最終の貸借対照表の負債の部が200億 円以上の株式会社

(イ)監 査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査を実施している会社確認した書類:

ウ 格付機関によりAラ ンク以上(短 期債務格付の場合はAラ ンク相当以上)の 格付を受

けている会社

格付会社・名:

格付ランク:

(4)適 格機 関投資家の子会社又は関連会社であることの確認

ア 子会社の場合

適格機関投資家が、株式の50パ ーセ ン ト以上を保有 している等意思決定機関を支配

している会社

イ 関連会社の場合

適格機関投資家が、株式の20パ ーセ ン ト以上50パ ーセン ト未満を保有 しているな

ど重要な影響を与えている会社
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(5)提 携 してい る適格機 関投資家 との問で締結 された、次 に記載 の契約 に係 るいずれか の書

類の写 し

ア 次 のいずれ かの契約 で、信用 を補完す ることを内容 とす る契約

(ア)流 動性補完契約

SPCに 、一時的な資金 不足が生 じた場合、金融機 関がSPCの 資金 を補 うこ とを

内容 とす る契約 をい う。

(イ)信 用補完契約

SPCに 、譲渡債権の債務者 の倒 産等 に起因す る回収不能 による損失が生 じた場

合 、金融機 関がSPCの 損失 を補填す ることを内容 とす る契約 をい う。

(ウ)バ ックア ップ ライ ン契約

(ア)又は(イ)の別称

(エ)保 証契約

スキームを組 み立てた適格機 関投資家(又 は譲渡人)若 しくは第三者(ス キームを

組み 立てた適格機 関投資家以外 の適格機 関投資家)が 、SPCに 発生す る損失 につ き

保証 し、投 資家 には損害 を与 えない ことを内容 とす る契約 をい う。

(オ)そ の他名 称の如何 を問わず、(ア)か ら(エ)までの契約 と類似 の内容 を含む契約

イ 次 のいずれ かの金銭 の融資 を内容 とす る契約

(ア)銀 行取引約定書

銀行 の与信(手 形貸付 、手形割 引、当座貸越 、証書貸付等)の ル ール を定 め ること

を内容 とす る。

(イ)金 銭消費貸借契約

与信(貸 付等)を 内容 とす る契約 をい う。 ただ し、借入金 を弁 済す る際に、返済原

資 を譲渡債権 の回収金又 はその処分金 だけに限定す る ことに合意 した内容 とす る。

(ウ)そ の他名称の如何 を問わず、(ア)及 び(イ)の契約 と類似 の内容 を含む契約

ウ 管理委託

(ア)管 理業務委託契約

SPCの 事務管理及び運営 につ いて定めた内容 の契約 をい う。

(イ)そ の他・名称の如何 を問わず、(ア)の契約 と類似 の内容 を含 む契約

工 組成助言

(ア)財 務ア ドバイザ リー契約

適格機 関投資家 がSPCに 対 し情報提供又 はア ドバイ スす る事項(譲 受債権 の内容

及 びスキームの構築)に つ いて定めた内容 の契約 をい う。

(イ)そ の他名 称の如何 を問わず、(ア)の契約 と類似 の内容 を含 む契約

(6)格 付機 関によ りAラ ンク以上(短 期債務格付 の場合はAラ ンク相 当以上)の 格付 を受 け

てい る会社(適 格機 関投資家 の子会社又 は関連会社で ある ときに限 る。)

格付会社名:

格付 ラ ンク:

(7)債 権譲渡先 に関す る質 問及び回答の確認

細部 につ いては、別紙様式第12-2の とお り。
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別紙様式第12-6

短期債権譲渡承認書

○○○第 号

年 月 日
「乙 」

「丙 」

殿

殿

上記につき、○○○契約に基づ く譲渡対象債権の丙への譲渡については、下記に記

載 され る事項を乙及び丙が遵守す ることを条件 として、○○○契約条項第○条第○項

第○号の規定により、これを承認 します。

なお、本承認によって○○○契約に規定す る甲の権利義務に何 ら変更がなく、乙の

責任が一一切軽減 され るものではないこと、甲は丙が行 う金融商品の販売等及び乙丙問

の行為について一一切責任を負わないこと並びに国による代金支払は、○○○契約条項

第○条の規定により行われ るものであることを申し添えます。

記

1乙 及び丙 は、譲渡対象債権 につ いて、甲の事前の承認なく他の第三者に譲渡 し又

はこれに質権を設定 しその他債権の帰属並びに行使 を害すべき行為を行わないこ

と。

2乙 及び丙 は、譲渡対象債権契約書の開示については、あ らか じめ甲の承認 を求め

るもの とする。ただ し、法令により要求 される場合、乙又は丙の代理人、法律顧問

その他の法令上守秘義務を負担するものへの開示の場合にはこの限 りではない。

3乙 は、再委託者へ の早期支払 に努めること。

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○0

000000

注1不 要 の箇所 は抹消す る。

2本 様式記載例 は、乙丙 問に債権譲渡基本契約を有す る場合を想定 している。

同基本契約を有 さない場合、信託譲渡の場合等には適宜修正 して作成す る。

3流 動性補完契約等締結 のため、限定 した再譲渡先を指定する必要がある場合

は、あらか じめ申請書に記載することができる。
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別紙様式第12-7

年 月 日

長期債権譲渡承認申請書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

住 所

会 社 名 乙(譲 渡人)

代表者名

担当者名

連 絡 先

△△△株式会社(以 下 「乙」 とい う。)と □□□株式会社(以 下 「丙」 とい う。)

との間にお いて、 年 月 日付 で締結 した○○債権譲渡基本契約(以 下

「債権譲渡基本契約 」 とい う。)に よ り、 乙は、○○○契約 に基づ く請負代金債権の

一部であって下記2に よ り特 定 され る債権(以 下 「譲渡対象債権 」 とい う。)を 丙に

譲渡す ることとしたいので、○○○契約条項第○条第○項第○号に基づ く承認 を得た

く申請 します。

譲渡対象債権に基づ く丙への支払については、従前 どお り○○○契約条項第○条第

○項により、契約物品の全体の完成、納入及びその確認 を条件 としてなされ るものと

します。ただ し、契約物品が納入 され る年度に支払が予定され る前払金及び部分払に

つきましては、前払金に関す る特約条項及び部分払に関す る特約条項(以 下 「各特約

条項」 とい う。)の 規 定に よ りな され るもの と し、契約担当官等(以 下 「甲」 とい

う。)か ら丙へ の支払後 、○○○契約 の契約金額の変更又は契約の解除により各特約

条項の規定により返還義務が生 じた場合には、速やかに甲の請求に応 じることとしま

す。

また、同契約条項による代金の請求は、債権譲渡基本契約により乙が丙の代理人 と

して請求及び受領 させていただくものとします。ただ し、債権譲渡基本契約に定める
一定の事由が発生 した場合には、乙の丙に対す る権限は失われますので、その旨丙よ

り甲に対 し通知 された後においては、直接丙にお支払いください。

なお、甲に対 しては、譲渡対象債権に係 る契約の契約条項(当 該条項 に基 づ く変 更

契約 に係 るものを含む。)以 外 の責任 を求 めない こと、○○○契約条項に規定され る

乙の契約不適合責任は、従前 どお り乙が継続 して負担す るものであること及び債権譲

渡に係 る○○○費用については、乙の負担であって甲に負担を求めることはないこと

を申し添えます。

記

1甲 と乙の間で締結 され た

(1)調 達要求番 号

(2)契 約 件 名

(3)納 期

年 月 日付○○○契約
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(4)契 約 行 為 番 号

(5)契 約 年.月 日

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

譲渡債権額(注)

契約請負代金額(税 抜 き)

(一)既 前 金 支 払 額

(一)既 部 分 払 額

(一)既 譲 渡 債 権 額

差 引 金 額

譲渡債権額 は、(5)の うち、

金

金

金

金

金

円

円

円

円

円

円

3丙 の氏名 、住所 、連絡先

注:記 載例

1資 産計上債権金額

対応する作業 実績金額
契約金額に対する

割合(累 計)

第1回 令和元年度上期まで

第2回 令和元年度下期分

第3回 令和2年 度上期分

× × × ×円

0円

0円

20%

o%

o%

2譲 渡対象債権 の特 定

今 回の 申請 に係 る譲渡対象債権基準金額は、前項の第1回 ない し第3回 分

中、第1回 目の ××××円の うちYYYY円

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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別紙様式第12-8

長期債権譲渡申請添付書類

1債 権譲 渡 先 が第5章 第1項 第2号 イ(ア)の 会社 で あ る場合

(1)乙 丙 間 の債 権 譲渡 基本 契 約 書 の写 し

(2)丙 が譲 渡先 の要件 に該 当 して い る ことを証明す る書類

ア 発行 日から3か 月以 内の登記事項証 明書又 は資格証明書

イ 有価証券報告書の写し

ウ 長期債権譲渡先に関す る質問及び回答(適 格機 関投資家 の子会社又 は関連会

社である時に限る。)

細部 につ いては、別紙様式第12-9の とお り。

(3)譲 渡債権 が工事進行基準 に よって計上されていることを証明す る資料

(4)乙 に よる長期譲渡対象債権 の特定 に関す る確認書

細部にっいては、別紙様式第12-10の とお り。

(5)格 付機 関の 「レーテ ィング レター 」

(6)丙 が 甲、 乙の譲渡債権 に係 る契約条項を理解 し、かつ、同意 している旨の債権

譲渡に係 る同意書

細部については、別紙様式第12-11の とお り。

2債 権譲渡先 が第5章 第1項 第2号 イ(イ)の 会社 であ る場合

(1)乙 丙 間の債権譲渡基本契約書 の写 し

(2)提 携 してい る適格機 関投資家 につ いての次の書類

ア 発行 日から3か 月以 内の登記事項証 明書又 は資格証明書

イ 有価証券報告書の写 し

ウ 格付機関の 「レーティングレター」

(3)譲 渡債権 が工事進行基準 に よって計上されていることを証明す る資料

(4)譲 受人 につ いての書類

ア 発行 日か ら3か 月以 内の登記事項証 明書又 は資格証明書

イ 提携 している適格機関投資家 との間で締結 された次に記載の契約に係 る書類

の うちのいずれかの写し

(ア)次 のいずれ かの契約 で信用 を補完す ることを内容 とす る契約

a流 動性補完契約

SPCに 、一 時的な資金不足 が生 じた場合、金融機関がSPCの 資金 を

補 うことを内容 とす る契約をい う。

b信 用補完契約

SPCに 、譲渡債権 の債務者 の倒産等 に起因す る回収不能による損失が

生 じた場合、金融機関がSPCの 損失 を補填す ることを内容 とす る契約 を

い う。

cバ ックア ップ ライ ン契約

a又 はbの 別称

d保 証契約
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スキームを組み立てた適格機関投資家(又 は譲渡人)若 しくは第 三者

(スキー ムを組 み立てた適格機 関投資家以外の適格機関投資家)が 、SP

Cに 発生す る損失 につ き保証 し、投 資家には損害を与えないことを内容 と

す る契約をい う。

eそ の他名称 の如何 を問わずaか らdま での契約 と類似 の内容 を含 む契約

(イ)次 のいずれ かの金銭 の融資 を内容 とす る契約

a銀 行取 引約定書

銀行 の与信(手 形貸付 、手形割 引、当座貸越 、証書貸付等)の ル ール を

定 め ることを内容 とす る。

b金 銭消費貸借契約

与信(貸 付等)を 内容 とす る契約 をい う。 ただ し、借入金 を弁済す る際

に、返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定す ることに合

意 した内容 とす る。

cそ の他名称 の如何 を問わずa及 びbの 契約 と類似 の内容 を含 む契約

(ウ)管 理委託

a管 理業務委託契約

SPCの 事務管理及 び運営 につ いて定めた内容の契約をい う。

bそ の他名称 の如何 を問わずaの 契約 と類似 の内容 を含 む契約

(エ)組 成助言

a財 務 ア ドバイ ザ リー契約

適格機 関投資家がSPCに 対 し情報提供又 はア ドバイ スす る事項(譲 受

債権 の内容や スキームの構築)に つ いて定めた内容 の契約 をい う。

bそ の他名称 の如何 を問わずaの 契約 と類似 の内容 を含 む契約

ウ 長期債権譲渡先に関す る質問及び回答

細部については、別紙様式第12-9の とお り。

(5)乙 に よる長期譲渡対象債権 の特定 に関す る確認書

細部については、別紙様式第12-10属 紙第2の とお り。

(6)格 付機 関の 「レーテ ィング レター 」(適 格機 関投資家 の子会社又 は関連会社で

あるときに限る。)

(7)丙 が 甲、 乙の譲渡債権 に係 る契約条件を理解 し、かつ、同意 している旨の債権

譲渡に係 る同意書

細部については、別紙様式第12-11の とお り。
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別紙様式第12-9

長期債権譲渡先に関する質問及び回答

質問:貴 社 は、適格機 関投資家 の了会社又は関連会社ですか。

回答:は い、いいえ

1「 はい」の場合

質問 どの適格機関投資家の子会社又は関連会社ですか。

回答 適格機関投資家の名称:

適格機関投資家が所有する貴社の株式の割合:

2「 いいえ」の場合

質 問 貴社 は、特 定 口的会社又は特別 目的会社に該当 しますか。

回答 該当す る、該当しない

「該当す る」の場合

設問(1)慈 善信託 が実質 的な株 主にな る等 により、スキームの関係者 との

資本関係が分離 されていますか。

回答(1)は い、いいえ

設 問(2)債 権譲渡会社 と無 関係 な者 が株 主になる等により、スキームの関

係者 との人的な関係が分離 されていますか。

回答(2)は い、いいえ

設 問(3)ス キー ムの関係者 であ る貴社 の債権者、株主及び取締役 と貴社が

破産 申立禁止の特約を合意す る等 自己破産などの申立てができない

仕組みになっていますか。

回答(3)

設 問(4)

回答(4)

設 問(5)

回答(5)

はい、いいえ

第三者への株式の譲渡が制限されていますか。

はい、いいえ

提携 して緊密に業務を行 う適格機関投資家はどの社ですか。

適格機関投資家の名称:

了会社 、関連会社 、特 定 口的会社又は特別 目的会社の名称及び担

当責任者氏名:

署名:

適格機関投資家の社名及び担当責任者氏名

署名:
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別紙様式第12-10

長期譲渡対象債権の特定に関する確認書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

所

名

名

名

先

社
聾

絡

住
会
代
担
連

年 月

乙(譲 渡人)

日

年 月 日付長期債権譲渡承認 申請書に係 る譲渡 を行お うとす る債権の金額

は、下記のとお りです。

¥

ただ し、 年 月 日付で○○○契約 を締結 した下記契約の代金の全部

(又は一部)に 係 る請求債権(内 訳 は別紙 の とお り。)

記

1調 達要 求番号

2契 約 件 名

3納 期

4契 約 行為 番号

5契 約 年 月 日

6契 約請負代金額

7納 入 場 所

注)押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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別 紙

1

2

3

4

5

6

7

譲渡対象債権内訳書

契約請負代金額(税 抜 き)(A)¥

既前払金額¥

債権 引渡確認額¥

差 引金額(B)¥

既部分払額¥

債権 引渡確認額¥

差 引金額(C)¥

既前払金額等(D=B+C)¥

既譲渡債権額(E)¥

企業会計 上の資産 として承認 を得 た額(F)

¥

譲渡対象債権額((F-D-E)の うち譲渡 可能額 を超 えない額)

¥
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別紙様式第12-11

譲渡対象債権の特定に係る同意書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

000000 殿
所

名

名

名

先

社
聾

絡

住
会
代
担
連

(丙)

弊社(以 下 「丙」 とい う。)は 、分任支 出負担行為担 当官(以 下 「甲」 とい う。)

と××××株式会社(以 下 「乙」 とい う。)と の譲渡対象債権 に係 る契約 の契約条項

(基本契約条項 、特約条項 その他 の契約条項をいい、当該条項による変更契約に係 る

ものを含む。以下同 じ。)を 理解 し、かつ 下記 の とお り同意 していることを申し上げ

ます。

記

1本 件承認 に よって、譲渡対象債権 に係 る契約の契約条項による甲の乙に対す る権

利義務に何 らかの影響を及ぼさないこと。また、乙の甲に対す る特約条項 を含めた

契約条項上の責任が一切軽減 され るものではないこと。

2甲 は、乙 との譲渡対象債権 に係 る契約の契約条項(当 該契約条項 に よる変 更契約

に係 るものを含む。)に よる債務 を負 うだけで、丙 の証券 ・ローン等の販売につい

ては、一切の責任を負わないこと。

3甲 乙問において、債権譲渡後 も、譲渡債権に係 る契約の契約条項により、納入場

所の変更、代金の中途確定に関す る特約条項その他の契約条項による契約金額の変

更、履行遅滞等による納期の変更等の契約内容の変更を行 うことがあること。丙

は、申請の要件及び甲による承認の諸条件を十分理解の上、債権を譲受す るととも

に、係 る変更に対 して、甲に異議 を申し立てないこと。契約内容の変更により丙の

債権に影響が生 じた場合があった場合には、専ら乙と丙との問において解決す るこ

と。

4丙 が金融 商品を販売す るときは、債権の性格 ・リスクを販売の相手方、流動性補

完 ・保証契約の相手方に十分説明 して、確実に理解 させ るよう努めること。また、

金融商品が流動性を有す る場合には、金融商品の購入者が確実に債権の性格 ・リス

クを理解す るために必要な措置を講ず ること。

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。



101

別紙様式第12-12

長期債権譲渡確認事項

1債 権譲渡先 が第5章 第1項 第2号 イ(ア)の 会社 であ る場合

(1)契 約金額1件1億 円以上 、2年 国債以上

品名:

契約年度:

納期:

(2)債 権譲渡 申請書 を3部(甲 ・乙 ・丙)

(3)工 事進行基準 に よ り企業会計上 乙の資産(債 権)と して計 上 され 、会計監査人

の承認を受けているか

(4)債 権譲渡金額 は、 甲乙の契約金額(税 抜 き)と なってい るか(既 前金払額 、既

部分払額 が控 除 されていること。)

(5)適 格機 関投資家 につ いての確認事項(次 に該 当す ること。)

ア 証券会社 、銀行 、保 険会社 、その他の適格機関投資家

イ 適格機関投資家の子会社若 しくは関連会社であることの確認

(ア)子 会社 の場合

適格機 関投資家 が、株式の50パ ーセ ン ト以上を保有 してい る等意思決定

機関を支配 している会社

(イ)関 連会社 の場合

適格機 関投資家 が、株式の20パ ーセ ン ト以上50パ ーセ ン ト未満 を保有

してい る等重要な影響を与えている会社

(6)株 式会社 の監査等 に関す る商法 の特例に関す る法律第2条 の規 定に よる監査 人

の監査 を受 けた会社である旨の確認

ア 資本金5億 円以上又 は最終 の貸借対照表 の負債の部が200億 円以上の株式

会社

イ 監査役及び会計監査人が業務監査及び会計監査 を実施 している会社

確認 した書類等:

(7)格 付機 関に よ りAラ ンク以 上(短 期債務格付 の場合 はAラ ンク相 当以上)の 格

付 を受 けてい る会社

格付会社名:

格付 け ランク:

(8)債 権譲渡先 に関す る質 問及 び回答 の確認(適 格機 関投資家 の了会社又 は関連会

社である時に限る。)

細部 につ いては、別紙様式第12-8の とお り。

2債 権譲渡先 が第5章 第1項 第2号 イ(イ)の 会社 であ る場合

(1)契 約金額1件1億 円以上 、2年 国債以上

品名:

契約年度:

納期:

(2)債 権譲渡 申請書 を3部(甲 ・乙 ・丙)

(3)工 事進行基準 に よ り企業会計上 乙の資産(債 権)と して計 上 され 、会計監査人

の承認を受けているか
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(4)債 権譲渡金額 は、 甲乙の契約金額(税 抜 き)と なってい るか(既 前金払額 、既

部分払額 が控 除 されていること。)

(5)提 携 してい る適格機 関投資家 につ いての確認事項(次 に該 当す るこ と。)

ア 証券会社 、銀行 、保 険会社 、その他の適格機関投資家

イ 株式会社の監査等に関す る商法の特例に関す る法律第2条 の規 定に よる監査

を受 けた会社 である旨の確認

(ア)資 本金5億 円以 上又 は最終 の貸借対 照表 の負債の部が200億 円以上の株

式会社

(イ)監 査役及 び会計監査人 が業務 監査及び会計監査を実施 している会社

確認 した書類等:

ウ 格付機 関に よ りAラ ンク以上(短 期債務格付 の場合 はAラ ンク相 当以上)の

格付 を受 けてい る会社

格付会社名:

格付 ランク:

(6)適 格機 関投資家 の子会社又 は関連会社であることの確認

ア 子会社の場合

適格機関投資家が、株式の50パ ーセ ン ト以 上 を保有 してい る等意思決定機

関を支配 している会社

イ 関連会社の場合

適格機関投資家が、株式の20パ ーセ ン ト以 上50パ ーセ ン ト未満 を保有 し

てい る等重要な影響を与えている会社

(7)提 携 してい る適格機 関投資家 との間で締結 された、次に記載の契約に係 るいず

れかの書類の写 し

ア 次のいずれかの契約で、信用を補完す ることを内容 とす る契約

(ア)流 動性補完契約

SPCに 、一 時的な資金不足 が生 じた場合、金融機関がSPCの 資金 を補

うことを内容 とす る契約をい う。

(イ)信 用補完契約

SPCに 、譲渡債権 の債務者 の倒産等 に起因す る回収不能による損失が生

じた場合、金融機関がSPCの 損失 を補填す ることを内容 とす る契約 をい

う。

(ウ)バ ックア ップ ライ ン契約

(ア)又は(イ)の別称

(エ)保 証契約

スキー ムを組み 立てた適格機関投資家(又 は譲渡人)若 しくは第 三者(ス

キー ムを組 み立てた適格機 関投資家以外の適格機関投資家)が 、SPCに 発

生す る損失 につ き保証 し、投資家には損害を与えないことを内容 とす る契約

をい う。

(オ)そ の他名称 の如何 を問わず 、(ア)か ら(エ)までの契約 と類似 の内容 を含 む契約

イ 次のいずれかの金銭の融資を内容 とす る契約

(ア)銀 行取 引約 定書

銀行 の与信(手 形貸付 、手形割 引、当座貸越 、証書貸付等)の ル ール を定

め ることを内容 とす る。

(イ)金 銭消費貸借契約

与信(貸 付等)を 内容 とす る契約 をい う。 ただ し、借入金 を弁済す る際
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に、返済原資を譲渡債権の回収金又はその処分金だけに限定す ることに合意

した内容 とす る。

(ウ)そ の他名称 の如何 を問わず 、(ア)及び(イ)の契約 と類似 の内容 を含 む契約

ウ 管理委託

(ア)管 理業務委託契約

SPCの 事務管理及び運営 にっ いて定めた内容の契約 をい う。

(イ)そ の他 名称 の如何 を問わず 、(ア)の契約 と類似 の内容 を含 む契約

工 組成助言

(ア)財 務 ア ドバイ ザ リー契約

適格機 関投資家がSPCに 対 し情報提供又 はア ドバイ スす る事項(譲 受債

権 の内容や スキー ムの構築)に っ いて定めた内容 の契約 をい う。

(イ)そ の他名称 の如何 を問わず 、(ア)の契約 と類似 の契約 を含 む契約

(8)格 付機 関に よ りAラ ンク以 上(短 期債務格付 の場合 はAラ ンク相 当以上)の 格

付 を受 けてい る会社(適 格機 関投資家 の子会社又 は関連会社であるときに限

る。)

格付会社・名:

格付 ランク:

(9)債 権譲渡先 に関す る質 問及 び回答 の確認

細部にっいては、別紙様式第12-8の とお り。
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乙

丙

r

r
殿
殿

長期債権譲渡承認書

別紙様式第12-13

○○ ○第 号

年.月 日

上記 につ き、 ○ ○○契 約 に基づ く譲渡対象債権の丙への譲渡については、乙によ

る契約不履行 を事由 とす る契約解 除をもって丙に対抗できる旨及び下記事項 に定め

た事項 を遵守す ることを条件 として、○○○契約条項第○条の規定によ り承認 しま

す。

なお、本承認 は、○○○契約条項 に規定す る甲の権利義務(当 該 条項 に基 づ く変

更契約 に よ るものを含 む。)に 何 ら影響 を及 ぼ さず 、 乙の責任 が一切軽減 され るも
のではない こと、甲は丙 が行 う金融商品の販売、流動性補完契約等及び 乙丙問の行

為 について一切責任 を負 わないこと並びに国による代金支払は、乙が契約物品を納

入 し、受領書 を交付 された後 の適正 な請求 に基づ き行われ るものであることを申し

添 えます。

記

1000契 約 条項 に よ り、 甲が 乙 に対 して有す る請求債権 については、譲渡対象

債権金額 と相殺 し又は譲渡債権金額 を軽減す る権利 を保留する。
2乙 及 び丙 は、譲 渡対 象債 権 につ いて、甲の事前の承認 な く他の第三者 に譲渡

し、又は質権 を設定 しその債権の帰属並びに行使 を害すべ き行為を行わない こ

と。
3乙 及 び丙 は、譲 渡対 象債 権 契約 書の開示については、あ らか じめ甲の承認 を求

めるもの とす る。ただ し、法令 によ り要求 され る場合、乙又は丙の代理人、法律

顧 問その他 の法令上守秘義務 を負担す る者へ の開示の場合にはこの限 りではな
い 。

4丙 は、金 融 商 品の販 売等 を行 うに当たっては、防衛省 の○○○契約 に関す る権

利等譲渡対象債権の性格等 当該金融商品の リスクを販 売相手方、流動性補完契約

等の相手方 が理解できるよ う十分説明を行 うこ と。また、 当該金融商品が流通性

を有す る場合、当該金融商品の リスクを容易 に理解できるために必要な措置を講

ず ること。
5甲 と乙は、債 権譲 渡 後 も、譲渡 債権 に係 る契約 の契約条項によ り、納入場所 の

変更、代金 の中途確 定に関す る特約条項その他の契約条項に基づ く契約金額の変

更、履行遅滞等 による納期 の変更等の契約 内容の変更を行 うことがあること。 こ

れに対 して丙は、異議 を申し立てない こと。 当該契約の変更によ り、譲渡対象債

権の内容 に影響 が及ぶ場合 は、専 ら乙と丙 との問において解決 され ること。
6乙 は、 ○○ ○契約 に 関わ る再委 託等、関連す る企業への早期支払 に努めるこ

と。

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○0
000000

注:1不 要 の箇 所 は抹 消す る。
2本 様 式 記 載 例 は 、 乙 丙 間 に債 権 譲渡基本契約 を有 す る場合 を想 定 してい

る。 同基本契約 を有 さない場合、信託譲渡 の場合等 には適宜修正 して作成す

る。
3流 動 性補 完 契約 等 締 結 の た め、 限定 した再譲渡先 を指定す る必要がある場

合は、 あらか じめ申請書に記載す ることができる。
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別紙様式第13

担保設定承諾依頼書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

名

名

名

先

社
聾

絡

会
代
担
連

年 .月 日

分任○○○○○○○担当官陸上 自衛隊○○○○○○○○○○○長○○○○よ り○○

○○会 社 ○○ ○○(役 職 名)よ り受 注 して い る 契 約 行 為 番 号 につ

いて担保 設 定 を したい ので承諾 して くだ さい。

1担 保物件の設定を必要 とす る理 由

2担 保物件 の種類

3担 保物件の内容及び範 囲

4担 保物件の名称

5そ の他必要事項

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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別紙様式第14

契 約 覧 表

(○○ ○部)

No. 調達要求番号 契約番号 契約件名 契約日 納期 備考
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分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

所

社

名

名

先

聾

絡

住
会
代
担
連

別紙様式第15

年 月

(製 造 ・役 務 ・売 買)納 入 計 画 書 の 提 出 につ い て

日

下記 契約 に関す る(製 造 ・役 務 ・売 買)納 入 計 画 書 を別 紙 の とお り提 出 し

ま す。

記

1調 達 要 求 番 号

2契 約実施計画番号

3品

4数

名

量

5認 証 番 号

6認 証 年 月 日

7契 約金額及び単価

8納 入 期 日

9納 入 場 所

備 考()書 の 不 要 の 文 字 は抹 消 して 提 出す る。

注:押 印を省 略す る場合 には担 当者名及び連絡先 を記載す ること。
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別 紙

1(製 造 ・役 務 ・売 買)納 入 計 画 書

月 日

備 考
工 程 名

設 計

承 認 用 図 面

材 料 入 手

購 入 部 品

再 委 託 加 工

社 内 加 工

組 立

社 内 検 査

官 検

出 荷

納 入

2購 入部品明細

品 名 購 入 先 ・名 住 所 発注年月 日 入手年月 日 備 考

3予 定再委託明細

再委託 品名 再 委 託 者 住 所 発注年月 日 入手年月 日 備 考

4h社'丙 加i崩 組""八......................................

工 程 名 部 品 名 着手年月 日 終 了年 月 日 備 考

/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ/ ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ ノ ノ

5材 料明細

品 名 購 入 先 名 住 所 発注年月 日 入手年月 日 備 考

/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ ノ ノ ノ ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ ノ ノ/ノ ノ/ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ/ノ ノ ノ ノ/ノ ノ

6受 検場

備 考
1

2

3

4

5

()書 き の 中 の 不 要 の 文 字 は 抹 消 す る。

2、3、4、5に つ い て は 主 要 な もの を記 入 す るこ と。

売 買納入 計画 書 の場合 には、6に つ い て の み 記 入 す る 。

5に つ い て 手 持 ち材 料 に よ る場 合 には、備 考欄 に手 と記入 す る。

5に つ い て 一 般 商 社 か ら材 料 を購 入す る場 合 には、備 考欄 に製 作者

名 を記 入す る。

62部 提 出
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承認 申請

再委託 書

届 出

別 紙様 式第16-1

発簡番号

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

000000

1

号

日
量

番

朝

求

約

数

契
講

名

調

契

品

殿

所
社
名
名
先

聾

絡

住
会
代
担
連

を再委託者 として貴部発注

年 月 日

に関す る契約 につ いて別 紙 の とお り請 け負 わせ たい ので承認願 います。

お届 け します 。

2年 度 分

調 達 要 求 番 号

契約番号契約年月 日

品 名 数 量

の契約 に係 る事項 について

記条件 を付 して承認す る。

承 認

記

書

に請 け負 わせ る こ とを下

1

2

3

承認番号 再委託第 号

令和 年 月 日

分任支出負担行為担 当官(分 任契約担当官)

陸上 自衛 隊○○○○○0

000000

注1押 印を省略す る場合 には担当者名及び連絡先 を記載すること

2不 要の箇所は抹消すること
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別 紙

1再 委 託 を 行 わ せ よ う とす る者 の名 称 、所在 地 、代表 者 名 、 担 当者 名 、連

絡先 、資本 金 、営業状 況 、生産設備 及 び従業員 の概 要並 び にその選 定理 由

2再 委託 を必要 とす る理由

3再 委託の範 囲

4再 委託部分にかか る契約金額又は見積額

5契 約相手方 と再委託 を行 わせ よ うとす る者 との再委託部分 に係 る納入条

件(納 期、納入場所等)

6そ の 他 必 要 と認 め る事 項

注:年 度 区 分 に お い て の 届 け 出 は 、 項 目1、2、3と す る 。
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別 紙 様 式 第16-2

年 月 日

分任支 出負担行為担 当官(分 任契約担 当官)

陸上 自衛 隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

住 所

会 社

代表者名

担当者名

連 絡 先

秘密 に係 わ る再委 託 につい て(申 請)

標 記 につ い て 、 下 記 の とお り再 委 託 させ た く存 じます ので 、許 可 され た く

申請 申 し上 げます。

記

1契 約 品名

2調 達要求番号

3秘 密 区分

4再 委託の範 囲

5再 委託 させ る事 由

6再 委託先

7秘 密保全の手段

注:押 印を省略す る場合 には担 当者名及び連絡先を記載す ること。
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別 紙様 式第16-3

年 月 日

殿

住 所
会 社
代表者名
担当者名
連 絡 先

誓 約 書

今般 、 の契約

履行 に 当た り、弊社 の秘密 保全 規則 に よ り秘密保 全 に関 し万全 の処置 を とる

と ともに、弊社 従 業員 の故意又 は過 失 に よ り秘密 が漏 えい した場合 は、一切

の責任 を負 うこ とを誓約 い た します 。

なお 、秘密保 全規 則 、秘密保 全実施 要領 、保 全教 育の実施 、保 全施設 及 び

関係 職員名 簿 につ いて は、下記 の とお りとい た します。

記

1保 全規則

2秘 密保全実施要領

3保 全教育の実施

4保 全 施 設

(1)施 設 名 称

(2)確 認 番 号

5関 係職員名簿

注:押 印を省略す る場合 には担 当者名及び連絡先を記載す ること。
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別 紙 様 式 第17

競争参加資格等に関する届出書

陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

住 所
会 社
代表者名
担当者名
連 絡 先

年 .月 日

記

競争参加資格等の登録について、

1新 規 に、届 け出を します。

2内 容 は変更せず に、更新 の届 け出をします。

3内 容 に変更 が生 じたので、次 の とお り変更の届 け出を します。

(1)変 更 内容

ア 変 更前

イ 変 更後

(2)変 更年 月 日

関係書類

1契 約 一 覧 表

2資 格 審 査 結 果 通 知 書

3委 任 状

4現 在 事 項 全 部 証 明 書

5銀 行 振 込 依 頼 書

6コ ンプライアンス要求事項確認書

※該当する番号に○を付けて くだい。また、関係する書類の添付をお願いしま

す。

(受付処理用)受 付番号 後 日添付書類番号

注:押 印 を省 略 す る場 合 には担 当者 名及び連絡先 を記載す ること。
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銀行振込依頼書

年 月 日

資金前渡官 吏

(分任資金前渡官 吏)

陸上 自衛 隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

住 所

会 社

代表者名

担当者名

連 絡 先

○○○○○○ との契約に関す る代金の支払に際 しま しては、下記による、銀行 口座

に振 り込まれ るよう依頼いたします。

記

1振 込先金融機 関名(支 店 ・営業部 まで記入)

銀行

店

金庫

2預 金種別(該 当す る種別 を○で囲って くだ さい)

普 通 ・当 座

3口 座番号

NO.

4振 込先 口座名義(す べ てカタカナで記入)

5振 込先 口座名義住所

6そ の他(旧 社名 ・旧銀行名 ・変 更年 月 日 等)

7電 話番号 ・担 当者

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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コンプライアンス要求事項確認書
年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

所
社
名
名
先

者
者
各

表
当
糸

住
会
代
担
連

入札及び契約心得において規定 されているコンプライアンス要求事項について、当

社の社内規則類の現状は次のとお りです。 コンプライアンス要求事項 を満たさない項

目については、この確認書の提出から3か 月以 内に、社 内規則類 を改正す る又は新た
な社内規則類を制定す る措置をとることとします。

項

目
コンプライアンス要求事項

はい/い い え

(該当す るもの

に○)

社内規則類において
該当する箇所

防衛省 との契約 に関 し、一度計上
した工数や直接費(原 価 の うち、製

品の生産 に関 して発生す ることが直

接に確認され、それに伴い直接に計

ア 算す ることが適 当と認 められる費用
をい う。)を 修 正す る場合 には、変

はい/い い え

更の内容及び理由を明らかにした書
面により上位者の承認を受ける等の
適切な手続 きをとることとしている

か 。

アの書面が少なくとも契約の履行

イ
完了後5年 間以上保存され、防衛省
による制度調査や原価監査に際して

はい/い い え

確認 で きる体制 としてい るか。

不正行為等を察知 した場合の防衛

省への公益通報を含む通報窓口及び
ウ 通報手続を防衛関連事業に従事する はい/い い え

全職員 に適切 に周知 す ることとして
い る か 。

防衛関連事業に従事する全職員を

工 対象 とした原価計上等に関するコン
プライアンス教育を実施す ることと

はい/い い え

して い るか。

本社の内部統制部門により、防衛

オ 関連部門に対 し、適切な周期で定期
的に内部監査 を実施することとして

はい/い い え

い る か 。

添付書類:法 令遵守 に関す る社 内規則類(実 際の文書名 で記載)
上記 の件 を確認 しま した。

コンプライアンス担当

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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作 業 員 名 簿

1調 達 要 求 番 号:

2契 約 番 号:

3契 約 件 名:

4契 約 年 月 日:

5担 当者(連 絡先)

No. 営業所 ・工場等名
所在地 ・電

話番号
氏 名

地位及び職務内

容
注 記
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技術者(派 遣員)名 簿

1調 達 要 求 番 号:

2契 約 番 号:

3契 約 件 名:

4契 約 年 月 日:

5担 当者(連 絡先)

¥o.
営業所 ・工場

等名

所在地 ・電話

番号
氏 名

地位及び職務内
容

注 記
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伺 い 書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

指 令 要求書番号

契 約 納 期

契約 件名(物 品番 号 ・品名) 単 位 数 量 金 額 備 考

疑
生
我

事

項

年 月 日

殿

分任支出負担行為担当官(分 任契約担 当官)

陸上 自衛隊○○○○○○

000000

上 記 疑 義 につ い て 下記 の とお り指 示す る。

記

指 示 事 項

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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承 認 願 書

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

住 所
会 社
名
名

先

難

絡

代
担
連

下記契約にかかる図面等を提 出いた しますので御承認願います。

記

1調 達要求番号

2契 約 番 号

3契 約 年 月 日

4品 名

5数 量

6契 約 金 額

7契 約 納 期

承 認 書

上記 申請 の とお り承認 す る。

承認番号 第 号

年 .月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上 自衛隊○○○○○0

000000

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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官 給 申 言青 書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

別紙様式第24

年 月 日

調達要求番号 契約年月 日
品 名 納 期
契 約 番 号 官給希望 日

官給理由

官給希望品

No
品 名 規格等 数 量 単 価 金 額 備 考

上記の契約に係わる官給希望品を支給 して頂きたくお願い申し上げます。

官 給 回 答 書

殿

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上 自衛隊○○○○○0

000000

標記について、下記のとおり官給する。

No. 品 名 規格等 数 量 単 価 金 額 備 考

官 給 日

官 給 場 所



121

借 受 申 言青 書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

別紙様式第25

年 月 日

調達要求番号 契約年月 日
品 名 納 期
契 約 番 号 借 受希望 日

借受理由

借受希望品

¥o. 品 名 規格等 備 考

上記の契約履行に必要な機械工具等を無償にて借受致したくお願い申し上げます。

イ昔 受 回 答 書
年 月 日

殿

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上 自衛隊○○○○○0

000000

標記について、下記のとおり無償貸与する。

No. 品 名 規格等 数 量 単 価 金 額 備 考

貸 付 日

貸 付 場 所



別紙様式第26

引

渡

者

物
品

管
理

官

官職氏名 年 月 目 受 領 書

証 書 番 号

受

領

者

臭

約

者

所在地、会社名、代表者名、担当

者名 、連絡先 契

約

年 月 目 担当官

取 扱 者 転記

番 号

引

渡

者

官職氏名 年 月 目 根

拠
証 書 番 号

取 扱 者 転記 受領年月 口 受領

備 考

引 渡 年 月 日

資料種別 相手方番 号 処理年月目 物品区分 証書年月k 証書番 号 記録区分

項 目

番号

物 品 番 号 及 び 品 名 規格 非消 ・

消区分

程 度 単 位 数 量 処 置

コー ド

摘 要

ペ ージ中の第 ページ

(注)押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

H

N

規格:A列4番N
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受

領

者

物

品
管
理

官

官職氏名 年 月 口 oo 返 品 書 材 料 使 用 明 細 書

証 書 番 号

引

渡

孝
契

約

者

所在地、会社名、代表者名、担 当

者名、連絡先 契

約

年 月b 担当官

取 扱 者 転記

番 号

受

領

者

官職氏名 年 月 口 oo 根

拠
証 書 番 号

取 扱 者 転記 引渡年.月 日 引渡者

備 考

受 領 年 月 口 oo

資料種別 相手方番号 処理年月b 物品区分 証書年月k 証書番 号 記録区分

項目

番 号

物 品 番 号 及 び 品 名 規格 非消 ・

消区分

程 度 単 位 受領数量 返納数量 処 置

コー ド

摘 要

使用数量 残 数 量

ページ中の第 ページ

(注)押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

H

N

規格:A列4番GO
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別 紙 様 式 第28

年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

契約の相手方

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

完成検査(監 督)申 請書

以下の とお り完成検査(監 督)を 申請 します。

調達 要求番 号 契 約 番 号
契 約 方 式 納 期

検査等実施要領 納地(分任物品管理官)

実 施 場 所 実 施 希 望 年 月 日

契 約 件 名
品 名 明細別紙(部 品番 号等 ・品名 ・数 量)に よる。

年 月 日

完成検査官(監 督官)殿
分任支 出負 担行為担 当官(分 任契約担 当官)
陸上 自衛隊○○○○○○
000000

完成検査(監 督)指 令書

上記の申請について、以下の とお り完成検査(監 督)を 指示 す る。

検査指令番号 監督指令番号 指示年月日 包 装 区分

検査等の方式 直接 資料 品質証拠
検 査 等 指 示 品質 数量 包装 表示 技術援助 その他役務 工程 材料 官給品 役

務

仕 様 書 番 号

備 考1

A列4版 縦

注1申 請者 は、契約 後速 や かに3部 提 出す るこ と。

2実 施場 所 が承認 を受 けてい ない再委託業者 の工場等である場合 は、承認手続

きが終了す るまでの問、本 申請は認 めない。

3品 名 明細書 は、別紙 を基 準 とす る。

4検 査等 指示欄 の 「その他役 務 」 は整備診断、機能検査等監督行為 を伴わない

もの、 「役務」は修理、オーバーホール等役務請負契約監督行為 の伴 うもの と

す る。

5押 印 を省 略す る場合 には担 当者名及び連絡先 を記載す ること。



〉
型

心

別紙

A明 細書

番号 調達要求番号 物品番号 品名
数量

(単位)

納地

(管理官)

完成検査(監 督)
実施希望年月 日 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

一

N

㎝
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別 紙 様 式 第29

1

2

3

4

5

6

7

8

契約 の相 手方

分任物品管理官

(受領検査官経由)

検査等指令第

調達要求番号

契約番号

契約件名

検査品名

検査の内容

検査場所

検査年月 日

合格数量

殿

完成検査官 所属官職氏名

完成検査合格証

年 月

号に基づ く、下記の検査に合格 したことを証明す る。

記

完成検査(品 質 ・数 量 ・包装 ・表 示等)

抜 取検 査 全数検 査

A列4番 縦

日
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別紙様式第30-2

納入先 納品書 ・(受 領)検 査調 書

契
約
者

住 所 、 会社 ・名、 代 表 者 、 担 当者

名 、連 絡 先

調達要求番号 発送年月 日 物品管理官命令 命令年月日

確認番号(認 証番号) 輸送方法 管理簿登記年月 日

契約年月日 発送駅 証書番号

納期 分割納入 同上付与年月日

資料種別 相手方番号 処理年月 日 物品区分 要求番号 証書番号 記録区分 納期 分納区 備考

12

3X

番号 物品番号 品名
会社部品番号
又は企画等

程 度 単 位 数 量 単 価 金 額 受領
数量

処 置
コー ド

検

査

司令番号 方式 納入年月 日 判 定

検査結果及び物品管理官の受け入れ命令(受 領命令)に より受領 した。

年 月 日
種類 場所 検査年月 日 所 見

上記の とお り検査結果 を報告す る。

年 月 日

検査官所属

官職氏・名

受領者
所 属

官職氏名

1ペ ー ジ 中の 第 ペ ー ジ

注:押 印 を省 略す る場合 には担 当者名及び連絡先を記載すること。 規格:A列4番
昌

bO

c◎



標準外(追 加)作 業(費)見 積 書

別紙様式第31

分任支出負担行為担当官

陸E白 衛隊○○○○○ 殿

監督官(検 査官)経 由

会社名

代表者名

担当者名

連絡先

年.月 目

相 手 方
コー ド 調達要求番号

契約番 号

(ロット番号)
契約納期 証書年 月 日 証書番号 整理 区分

主品H番 号
又は物品番号 品名 整備数 実施年度

標準外(追 加)作 業所要明細

一

連
番
号

部

位

区

分

付

図

保 管 コー ド
又 は 部 品

識 別 コー ド

物品番 号
又は

部品番号
品 名

定
数

所要数処置 処置 修理

摘要
交換 欠品 計 官給

数量
自給
数量

その他
数 量 数量 作業内容

1

2

3

4

5

6

7

8

上記のとおり確認する。

検査官(監 督官)

官 職 氏 名

上記のとおり官給数量 について承 認する。

年 刀 口 官給品引渡場所 整備K理 担 当部長
官給品引渡期限 官 職 氏 名

標準外(追 加)作 業費見積書は別添のとおり。

注 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

1

2

9
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作業記録表(役 務完了調書)

実 施 年 月 日 年 月 日 曜 日 監督官 検査官

契 約 業 者 名

実 施 場 所

技 術 援 助 の 区分

派 遣 員 の 種 類

作 業 内 容

作 業 細 部 実施時刻 工数 実施者名 必要事項又は所見

注
1本 表は、派遣員 自身が原則 として毎 日作成することn
2直 接工員は必ず工数 を記入 し監督官の確認 を受けるものとする。
3今 後参考 となる事項派遣員の所見等 は可能な限 り詳細に記入する。

4本 表の作成は、技術員、直接工員それぞれ別様に作成す るものとする。

5材 料等を使用 した場合は、使用 日ごとに付表を作成するもの とす る。

6本 表の提出部数は4部 とす る。
7検 査官は、検査完了後役務等検査調書に本表を添付 し契約担当官等へ2部 送付す る。



量任虫出負坦行鵠坦当官

陸上自断陰:::::畦

監暫官;1圭査官:極由

整 備 診 断 明 細 書

(聖 備 明 釦 仕 様 書 〕

錨

伺≡暗塩

旭当者塩
1皇苗圭

別笹構式拝ぎ33

卑 月 日

堕日齢 所要明舳
一

垂
善
号

訂

亡

匡

肯

廿

国

県菅=一:'

ス誼鄙品

謹割=一:'

葡品舌号

罫 ま
乱品舌号

品 宅
定
転

雅 馳 匝 江置 直理

摘藍
皇硅 主品 評 官粕

転量
自紺
転量

モ脅1直
転 量 転量 f官彙暗

1

x

」

4

5

5

〒

J

上皇 ウ上お;:直冊 ず≡、

瞳 査官 ・:監昏官1

官 硅 丘 名

上皇ウ三謝:官帖転量二己旨で吊憾ず≡、

皐 月 日 官粕品芋隠型}肝 盤備菅里抵書訂畳
官粕品芋「置期畦 官 」畦 匠 名

亜 偏諺 断1崖 豊見.借書:胡 り常oと お!」,

注 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

一

一
日
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値 引 納 入 申 請 書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

所
社
名
名
先

者
者
絡

表
当

住
会
代
担
連

年 月 日

下記契約の値引き納入を申請いた します。

契約年月日

契 約 番 号

品 名

申 請 理 由

注:押 印を省略す る場合 には担 当者・名及び連絡先を記載す ること。
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殿

値 引 受 領 通 知 書

年 月

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

日

下記のとお り値引受領を決定したので通知する。

記

1値 引金額(う ち消費税)¥

2調 達要求番号

3契 約番号

4契 約年 月 日

5品 名

6値 引受領する理由

上記決定に異議ある場合は、 年 月 日までに異議申立書を提出されたい。

なお、期限までに申立てがない場合には承諾 したものとして処置いたします。
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契約履行延期(解 除)申 請書

年 月 日
分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

住 所
会 社
代表者名
担当者名
連 絡 先

下記契約の履行延期(解 除)を 申請いた します。

契約年月 日 契約番号 項 目NO 品 名 単位 数量 単価 金 額

契約納期 申請納期

申請理由

0000 0000 0000 0000 0 要求元 との調整

意 見

上記申請を承認する。 承認番号 号
ただ し、有償(無 償)と する。 年 月 日

殿

分任支出負担行為担 当官(分 任契約担当官)

陸上 自衛 隊○○○○○0

000000

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。



135

別 紙 様 式 第35-2

契 約 辞 退 申 立 書

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
000000 殿

所
社
名
名
先

者
者
各

表
当
糸

住
会
代
担
連

年 月 日

下記契約について辞退いた します。

記

入 札 年 月 日

調 達 要 求 番 号

品 名

入 札 金 額

申 立 理 由

備 考

上記申立を承認す る。

ただ し、有償(無 償) とす る。

承認番号 号

年 月 日

殿

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上 自衛隊○○○○○0

000000

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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遅滞料(違 約 金)徴 収 判 定 書

承 認番 号 号(.)に つ いて 、 次 の とお り判 定す る。

年 月 日

殿

分任 支 出負担 行為担 当官(分 任 契 約 担 当 官)

陸 上 自衛 隊 ○ ○ ○ ○ ○0

000000

契約番号 品 名

納 期 判定理由

遅

滞

料

納入年月 日 有償延期期間 日数
遅滞料該当分に相

当する代金の金額
率
1日 当 り

遅延 料
遅滞料金

自

至

自

至

自

至

自

至

自

至

合 計

違

約

金

違約金該当分に相当する代金の金額 率 違約金

合 計
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年.月 日

殿

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上 自衛隊○○○○○0

000000

契約不適合修補請求書

下記の契約内容について、契約の内容との不適合が認められるので、当該契約内容の

修復を請求する。

記

1契 約番号

2契 約年月日

3契 約件・名

4契 約不適合の内容

5契 約不適合修補完了年月 日

6契 約不適合修補等承諾書又は異議申立書提出期限



分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

契 約 不 適 合 修 補

標記について、下記のとお り承諾いた します。

記

所
社
名
名
先

者
者
各

表
当
糸

住
会
代
担
連

書諾承等
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年 月 日

契約不適合修補請求書 ○○○○第 号

修 補 等 対 象 品 目

物 品 整 理 番 号

数 量

修補等完了年月 日

修 補 等 の 方 法
返送修補 出張修補

良品追送 良品交換

備 考

上記 につ いて は、契約 書(又 は請 書)及 び 契 約 不 適 合 修 補 請 求 書 に よ り履

行 いた します 。

注:押 印を省 略す る場合 には担 当者・名及び連絡先 を記載す ること。
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年 月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

契約の相手方
住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者 名
連 絡 先

契 約 不 適 合 修 補 確 認 申 請 書

以下のとお り契約不適合修補の確認を申請 します。

調達要求番号 契 約 番 号

契約年月 日 実施希望年月日

契 約 件 名

確 認 内 容

確認 を受ける場所 ・名称 ・交通機 関 ・電話番号等(細 部略 図等 を添付)

要求担当部長 所掌課長 班 長 係 長 係 契約担当官等

年 月 日

検 査 官 殿

契 約 担 当 官 等

修補(品 質 ・受領)確 認 指令書

上記 の申請 について、修補(品 質 ・受領)の 確 認 を指示す る。

指示番号 指示年月日

備 考

1

2

3

4

注 申請者は、希望 日の14日 前 までに3部 提 出(必 着)す ること。

提 出後 は、電話等 で細部調整を行 うこと。

該当しない箇所は、斜線を引く。

押印を省略す る場合には担当者名及び連絡先 を記載す ること。
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年.月 日

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)
陸上自衛隊○○○○○○
○○○○○○ 殿

契約の相手方
住 所
会 社 名
代 表 者 ・名

担 当 者 名
連 絡 先

修 補 完 了 届

補統 第 号(年 月 日) による契約不適合について、下記の とお り修

補 い た しま した。

記

1 契約年度及び契約番号
2 契約件名
3 修補内容(品 名 ・数量等)

4 修補場所
5 修補年月 日

6 備考

修 補 完 了 確 認 書

品 上記の修補について、以下のとお り確認 した。

質
の 1確 認年 月 日

確 2場 所

認 3意 見

完成検査官 所属 官職 氏名

受 上記の調達品等について、異状なく受領 した。

領
の 受領年月日

確

認 受領検査官 所属 官職 氏名

注:押 印を省略す る場合 には担 当者名及び連絡先を記載す ること。
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年 月 日

分任支出負担行為担当官

(分任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

住所

会社名

代表者名

担当者名

連絡先

排除対象者による不当介入の概要

貴(支 出負担行為担当官・名)が 発注 した公共事業等において排除対象者による不当介入を受け
たため、○○警察への通報を行ったことと併せて、下記のとおり報告いたします。

記

契 約 機 関 等
(部課等名まで記入)

調達要求番号等

品 名 ・数 量

契 約 金 額

不当介入に係る

行為者

住所

氏名

発生 日時 ・場所

不当介入の内容
・被害の状況

警察への通報、
捜査上必要な協

力についての対

応状況

その他特記事項

注:押 印を省略す る場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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第三者監査監督

適 用
一部変更

取 消 し

届出書

年 月 日

陸上自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

住所

会社名

代表者・名

担当者名

連絡先

品質証拠監督方式 を適用する契約物品の監督について、下記のとお り標準品

質証拠監督 ・完成検査実施要領に定める監督の適用(一 部変更 を含 む。)又 は

取消 しを希望す るので、届 け出ます。

記

1第 三者監査監督 の(適 用 ・一部変更 ・取消 し)希 望工場等 の名称及 び住所

2第 三者監査監督 の(適 用 ・一部変更 ・取消 し)希 望時期

3適 用規格

4認 証登録除外区域等の有無

5認 証機関の名称及び住所

6

(1>

(2)

(3)

(4)

(5)

次の特約条項の有無

特別防衛秘密の保護に関する特約条項

防衛秘密の保護に関する特約条項

秘密の保全に関する特約条項

日米了解事項覚書に関する特約条項

武器等の技術資料等の管理に関する特約条項

無

無

無

無

無

有

有

有

有

有

注:押 印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
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契 約 に 関 す る 変 更 届

分任支出負担行為担当官(分 任契約担当官)

陸上自衛隊○○○○○○

○○○○○○ 殿

年 .月 日

住所

会社・名

代表者名

担当者名

連絡先

今般、当社の都合により を下記のとお り変更 しま したの

で、関係書類を添えて届け出ます。

記

変 更 内 容

1旧

2新

関 係 書 類

1契 約一覧表

2印 鑑証 明

3登 記事項証 明書

4委 任 状

※該 当す る番 号に○を付 けてください。また、関係す る書類の添付をお願い し

ます。

1

2

3

4

考備 登記事項証明書は、使用印鑑を変更す る場合には添付 を要 しない。

委任状は、委任事項の変更についてのみ使用す ること。

その他担当官の必要 と認める書類を添付す ること。

押印を省略す る場合には担当者名及び連絡先 を記載す ること。


